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平成２２年上富良野町決算特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２２年１０月４日（月曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ９号 平成２１年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

議案第１０号 平成２１年度上富良野町企業会計決算認定の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長      長谷川 徳 行 君   副委員長      岩 田 浩 志 君            

   委 員      岡 本 康 裕 君           委 員      村 上 和 子 君            

   委 員      谷   忠 君           委 員      米 沢 義 英 君            

   委 員      今 村 辰 義 君           委 員      一 色 美 秀 君            

   委 員      中 村 有 秀 君           委 員      和 田 昭 彦 君            

   委 員      渡 部 洋 己 君           委 員      佐 川 典 子 君            

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）    ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長        向 山 富 夫 君             副 町 長        田 浦 孝 道 君         

 教 育 長        北 川 雅 一 君             代表監査委員        米 田 末 範 君         

 議選監査委員        岩 崎 治 男 君             会 計 管 理 者        新 井 久 己 君 

 総 務 課 長        田 中 利 幸 君             防災担当課長        伊 藤 芳 昭 君         

 産業振興課長        前 田   満 君             農業委員会事務局長        菊 地 哲 雄 君 

 保健福祉課長        岡 崎 光 良 君     健康づくり担当課長        岡 崎 智 子 君 

 町民生活課長        中 田 繁 利 君             建設水道課長        北 向 一 博 君         

 技術審査担当課長        松 本 隆 二 君     教育振興課長        服 部 久 和 君         

 ラベンダーハイツ所長        大 場 富 蔵 君             町立病院事務長  松 田 宏 二 

君  関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長        野 﨑 孝 信 君             主 査        深 山  悟 君         

 主 事        新 井 沙 季 君         
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○事務局長（野﨑孝信君） おはようございます。 

 決算特別委員会に先立ちまして、議長と町長から

ごあいさつをいただきます。 

 初めに、議長からごあいさつをいただきます。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 きょうから３日間、決算特別委員会ということ

で、委員の皆さん方には大変御苦労をいただくとこ

ろでありますし、また、理事者におかれましても同

様に、ひとつよろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。 

 定例会で、それぞれ各会計の決算書、それから、

主要施策の成果報告書、そして、監査委員のほうか

らは決算審査意見書をいただいているわけでありま

すけれども、それぞれ皆さん方、目を通していただ

いて、それぞれ準備をされていることだろうと思い

ます。決算につきましては、予算委員会よりも過ぎ

てしまったことで、意外と軽視しがちな傾向もあり

ますけれども、この決算につきましては、次年度へ

向けての予算に対する重要な決算委員会でありま

す。特に継続される事業、あるいは終わった事業を

含めまして、それぞれ意味を持っておりますし、ま

た、あわせてどれだけの成果が上がったのか、ある

いは、新たな視点から取り組まなければならないも

のもあるのかなど、それぞれ委員各位の皆さん方の

意見がこの中に出されて、次年度への予算、あるい

は、これからの今後の事業の執行に当たって、大い

に参考にされる部分ではないかと思うところでござ

います。 

 それぞれ目を通していただいていると思いますの

で、ひとつ町民の代表機関としての議会として、そ

れぞれの立場からひとつ貴重な意見を賜り、また、

内容について十分審査をいただきますことを心から

お願いを申し上げまして、一言ごあいさつとお願い

にかえさせていただきます。 

 ３日間、ひとつよろしくお願い申し上げます。大

変御苦労さまでございます。 

○事務局長（野﨑孝信君） 続きまして、町長から

ごあいさつをいただきます。 

○町長（向山富夫君） 皆さん、おはようございま

す。 

 このたびは、決算特別委員会に、大変皆様方、御

多用のところ御出席賜りまして、心から御礼を申し

上げる次第でございます。 

 このたび、さきの第３回定例会におきまして提案

させていただきました、平成２１年度の各会計並び

に企業会計にわたります決算について、御認定を賜

りたく上程させていただいたところでございます。

監査委員さんの意見書も添えまして提案させていた

だいております。 

 行政は、まさしくエンドレスで続いているという

認識のもとで、その一過程の平成２１年度の事業に

ついて御審査賜りたいというふうに考えているとこ

ろでございます。何分にも限られた予算の中で、最

大限、町民の付託にこたえるべく事業を実施してき

たつもりでございます。これが次年度に向けての、

また、将来に向けての大きなステップとなるよう心

がけているところでございます。 

 どうか十分御審査賜りまして、御認定いただきま

すよう心からお願い申し上げまして、ごあいさつと

させていただきたいと思います。 

 何とぞよろしくどうぞお願い申し上げます。 

○事務局長（野﨑孝信君） それでは、正副委員長

の選出でございますが、平成２２年第３回定例会で

議長及び議選の監査委員を除く１２名をもって決算

特別委員会を構成しておりますので、正副委員長の

選出については議長からお諮りを願います。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出について

お諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長ということで、御異

議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員長に長谷川徳行

君、副委員長に岩田浩志君と決しました。 

○事務局長（野﨑孝信君） それでは、長谷川委員

長、委員長席へ御着席願います。 

（長谷川委員長、席へ移動） 

○事務局長（野﨑孝信君） それでは、長谷川委員

長からごあいさつをいただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。

一言ごあいさつを申し上げます。 

 さきの第３回定例会において、決算特別委員会が

設置され、本日、委員会がここに開催されるに当た

りまして、先例によりまして委員長に就任いたしま

した。よろしくお願いいたします。 

 本委員会は、議会で審議、議決された２１年度の

予算審議の趣旨が十分生かされ、予算が適正かつ効

率的に執行されたか、また、それが町民の福祉に十

分寄与されたか等をかんがみ、また、今後の予算編

成と町政運営にどう反映すべきかという、町民の立

場に立った重要な審議だと思いますので、委員各位

の十分な審議をよろしくお願いいたしまして、ま
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た、理事者、説明員並びに委員各位の絶大な御協力

を得まして、委員会運営を円滑に進めたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 あいさつにかえさせていただきます。 

 それでは、決算特別委員会を開催いたします。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会を開会

いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本委員会の議事日程等について、事務局長から説

明をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 御説明申し上げます。 

 本委員会の案件は、平成２２年第３回定例会にお

いて付託されました議案第９号平成２１年度上富良

野町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案第１０号

平成２１年度上富良野町企業会計決算認定の件の２

件であります。 

 本委員会の議事日程につきましては、お手元に配

付いたしました議事日程のとおり、会期は本日より

１０月６日までの３日間とし、本日は、これより会

場を第２会議室に移して、議席番号順に２分科会を

構成し、各分科会において分科長を選出して担当会

計の書類審査を正午まで行い、昼食休憩後、担当外

の書類審査を午後３時まで行い、その後、全体審査

を午後５時１５分まで行いたいと存じます。 

 ２日目の５日は、議事堂において、各会計歳入歳

出決算の一般会計の質疑を行います。 

 なお、一般会計の歳出につきましては、款ごとに

質疑を進めます。 

 ３日目の６日、議事堂において各会計歳入歳出決

算の特別会計及び企業会計決算の質疑を行います。

その後、分科会ごとに審査意見書案の作成、全体で

審議をして成案を決定、理事者に審査意見書を提

出、理事者の所信表明、討論、表決という順序で進

めてまいりたいと存じます。 

 なお、分科会の構成と担当につきましては、議事

日程表のとおり、１３番長谷川委員が委員長として

決しましたので、１３番長谷川委員長を除き、第１

分科会は議席番号１番から６番までの６名の委員、

第２分科会は８番を除く議席番号７番から１２番ま

での５名の委員となります。 

 本委員会の説明員は、町長を初め議案審議に関係

する課長、主幹並びに担当職員となっております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりにいたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員長

の許可といたしたいと思います。 

 これに御異議はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱い

は委員長の許可とすることに決しました。 

 これより、本委員会に付託された議案第９号平成

２１年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件及

び議案第１０号平成２１年度上富良野町企業会計決

算認定の件を議題といたします。 

 本件は、さきに説明が終了しておりますので、直

ちに分科会を開催し、各分科長を選出の上、地方自

治法第９８条第１項の規定による書類審査を行いま

す。 

 なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の審査といたします。 

 念のために申し上げます。 

 書類審査により知り得た事項の中には、秘密に属

する事項があることと存じますが、これについて

は、外部に漏らすことのないように御注意願いたい

と存じます。 

 また、要求資料は本委員会の審査のための資料で

あり、要求した委員個人のみでなく全委員に配付す

ることになりますので、審査に当たって所定の書類

以外に必要な資料等がございましたら、各分科会で

協議し、別紙決算特別委員会審査資料要求書に必要

事項を記入の上、委員長に申し出てください。 

 なお、資料要求は、本日の書類審査までとし、あ

す以降の質疑応答中は要求できません。 

 これより、会場を第２会議室に移し、暫時休憩い

たします。 

─────────────── 

午前 ９時１３分 休憩 

午前 ９時１５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 ただいまから、分科会ごとの書類審査を始めま

す。直ちに分科長の選出をお願いいたします。 

（各分科会で分科長の選出協議） 

○委員長（長谷川徳行君） 各分科長選出の報告を
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求めます。第１分科会。 

（第１分科会から村上和子君と報告あり。） 

○委員長（長谷川徳行君） 第２分科会。 

（第２分科会から中村有秀君と報告あり。） 

○委員長（長谷川徳行君） 各分科長につきまして

は、ただいま報告のとおりであります。 

 それでは、１２時まで担当の書類審査を始めてく

ださい。 

（書類審査） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、１０時４５分です。 

─────────────── 

午前１０時３３分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 担当の書類審査を終了し、午後１時まで昼食休憩

といたします。 

─────────────── 

午前１２時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続き

委員会を再開し、分科会の書類審査を続けます。 

 これより、午後３時まで担当外の書類審査及び全

体書類審査を行います。 

 資料の要求については本日限りですので、分科長

に申し出てください。 

（書類審査） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、１４時４５分です。 

─────────────── 

午後 ２時２８分 休憩 

午後 ２時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 以上で、全体での書類審査を終了いたします。 

 本日の日程は、全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 今後の予定について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 明日は本委員会の２日

目で、開会は午前９時でございます。定刻までに御

参集くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、御出席の際には、各会計歳入歳出決算書及

び各資料等を御持参願います。 

 以上です。 

午後 ４時３０分 散会  
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平成２２年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２２年１０月５日（火曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ９号 平成２１年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

議案第１０号 平成２１年度上富良野町企業会計決算認定の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長      長谷川 徳 行 君   副委員長      岩 田 浩 志 君            

   委 員      岡 本 康 裕 君           委 員      村 上 和 子 君            

   委 員      谷   忠 君           委 員      米 沢 義 英 君            

   委 員      今 村 辰 義 君           委 員      一 色 美 秀 君            

   委 員      中 村 有 秀 君           委 員      和 田 昭 彦 君            

   委 員      渡 部 洋 己 君           委 員      佐 川 典 子 君            

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）    ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長        向 山 富 夫 君             副 町 長        田 浦 孝 道 君         

 教 育 長        北 川 雅 一 君             代表監査委員        米 田 末 範 君         

 議選監査委員        岩 崎 治 男 君             会 計 管 理 者        新 井 久 己 君 

 総 務 課 長        田 中 利 幸 君             防災担当課長        伊 藤 芳 昭 君         

 産業振興課長        前 田   満 君             農業委員会事務局長        菊 地 哲 雄 君 

 保健福祉課長        岡 崎 光 良 君     健康づくり担当課長        岡 崎 智 子 君 

 町民生活課長        中 田 繁 利 君             建設水道課長        北 向 一 博 君         

技術審査担当課長        松 本 隆 二 君     教育振興課長        服 部 久 和 君         

 ラベンダーハイツ所長        大 場 富 蔵 君             町立病院事務長  松 田 宏 二 

君  関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長        野 﨑 孝 信 君             主 査        深 山  悟 君         

 主 事        新 井 沙 季 君         
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。

御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより、決算特別委員会２日

目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程について、事務局長から説明をい

たさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 本日の議事日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程で進めて

いただきますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、平成２１年

度上富良野町各会計歳入歳出決算認定についての質

疑を行います。 

 初めに、各会計決算の一般会計より質疑を行いま

す。 

 一般会計の歳出については、款ごとに質疑を行

い、質疑を終了していきます。 

 調書及び資料等の質疑につきましても、その款ご

とに質疑を行ってください。 

 委員並びに説明員にお願い申し上げます。 

 審議中の質疑、答弁につきましては、要点を明確

にし、簡潔に御発言くださいますようお願いいたし

ます。 

 なお、質疑の方法は、一問一答方式により１項目

ごとに質疑を行いますので、質疑のある場合は挙手

の上、議席番号を告げ、委員長の許可を得てから自

席で起立して、ページ数と質疑の件名を申し出て発

言してください。 

 また、時間の関係もございますので、さきの委員

の質問と重複することのないよう質問をしていただ

きたいと思います。 

 また、説明員は、挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し、説明してくださ

い。 

 それでは、質疑に入ります。 

 最初に、歳入全体、１款町税の２２ページから２

１款町債の６１ページまでの質疑を行います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２３ページ、２２ページに

わたりまして、町税のところでございますけれど

も、９億８,８１４万５,９７９円、昨年と比べます

と５,２３０万円ぐらい少ないわけですが、特にこ

の中で、町民法人税、ここのところが３,０５３万

円ぐらい落ち込みが見えているのですけれども、い

ただきました資料１９のところで、法人数が昨年は

８６、ことしが７０ということで非常に、１６法人

数が減っております。 

 大変落ち込んでいるわけですけれども、この点に

ついてどのように考えていらっしゃるのか。それと

業種が、どういった業種の方なのでしょうか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（北川和宏君） ２番村上委員

の御質問にお答えいたします。 

 町民法人税につきましては、ただいま質問のあり

ましたのは、法人税割の減になった３,３５４万円

の件だと思いますが、これにつきましては、確かに

法人数で１６法人が納税が少なくなったということ

で、特に、一昨年来のリーマンショック以来の不景

気が続きまして、それにより、法人の収支もかなり

悪化してきているということで、特に、電子産業等

におきましては、それと建設業を含めまして、昨

年、予定納税等がありました業者３社が１００万円

以上予算還付しているのですけれども、その３社だ

けで約３,０００万円の減収となっております。 

 またあと、十数社につきましても、数万円から数

十万円程度なのですけれども、減収となっていると

ころでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 主なところは電子工業のと

ころ、わかりました。 

 それで、農業で法人格というところはないので

しょうか、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（北川和宏君） ２番村上委員

の質問なのですが、農業法人の数なのですが、今、

数えなければすぐ出ませんけれども、農業法人も最

近、一つ、二つと毎年ふえてきておりますので、後

ほど数を数えて御報告したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２２ページの固定資産税の

点についてお伺いいたします。 

 毎年資料をいただきましたら、不納欠損が７件と

いうことで今回も計上されております。年々件数等

がふえる、あるいは若干、２１年度については７件

という形で減っておりますが、しかし、引き続き滞

納繰越分、現年度の未収入分が比較的横ばい状態

で、なかなか納入にならないという状況になってい



 

― 9 ―

るのかと思いますが、この不納欠損等においての理

由等について、どういう職種の方で、実態というの

は当然適正に審査もされて、不納欠損に至ったのだ

ろうと思いますが、その背景等についてお伺いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（北川和宏君） ５番米沢委員

の固定資産税の欠損処分の件についてお答えしたい

と思います。 

 委員おっしゃるとおり、固定資産税につきまして

は７名、１２件の欠損処分１５０万円してございま

すが、その主な内訳としましては、特に一番大きい

のは、事業を営んでいて、土地、建物、不動産が競

売にかかりまして、すべてそれが処分が終わったと

いうことで、その部分が一番大きく割合を占めてい

るところであります。 

 また、もう１件につきましては、本人が死亡して

おりまして、引き継ぐ者もいないことから執行停止

をかけておりまして、執行停止３年という期限が来

たことによりして、時効が成立しまして、欠損した

というものが１件あります。 

 あとは、高齢により年金収入のみで、支払い能力

がないということが、それにつきましても執行停止

をかけておりまして、３年の時効が成立して、欠損

したところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 当然、競売という形になれ

ば、町税よりも道だとか国のほうの納税が優先され

るという形で、こういう不納欠損になったかと思い

ますが、それは、ちょっと聞き漏らしましたが、実

質その部分でいえば何件対象になっているのかお伺

いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（北川和宏君） ５番米沢委員

の御質問ですが、競売等により欠損した件数につき

ましては６件でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ３１ページの町営住宅の収

入の未済額ですけれども、３４５万６,５８０円、

これは、毎年これぐらいの金額が未済額になってい

るわけですが、大体２６人のぐらいの方。朝、昼、

晩と大変苦労されて徴収に行っておられるというの

はよくわかりますけれども、町の例規集にもありま

すように、入居する場合、連帯保証人２名とるよう

になっているかと思うのですけれども、その保証人

との連携何てというのはどのようにされているの

か、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ２番村上委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 公営住宅の滞納されている方につきましては、

朝、昼、晩と個別に訪問させていただきまして、言

われているとおり面談して、さらに、連帯保証人の

方のお宅に行って、連帯保証人にお話をさせていた

だきまして、連帯保証人にお支払いを求めるケース

もありますが、ほとんどの連帯保証人の方につきま

しては、過去に連帯保証人になったけれども、払う

払うという約束の中で成り立っていたので、本人と

話をさせてほしいということで、一時預かりみたい

な形になりまして、その後、連帯保証人から本人の

ほうに御連絡が行きまして、結果的には、本人のほ

うが分納の形になってございます。 

 連帯保証人さんのほうから実際に町に支払われた

ものにつきましては、私の知る限りでは今ございま

せんが、連帯保証人とのやりとりもさせていただい

ているのが実態でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 連帯保証人と連携をしなが

らやっていらっしゃるということですけれども、こ

れは、例えば１年１年、長くなりますと、だれに保

証人になってもらったか忘れてしまうとか、いろい

ろあるかと思うのですけれども、連帯保証人の方に

相談しますよとか、おろすということではありませ

んけれども、そういう方には迷惑をかけたくないと

思っていらっしゃると思いますので、そういったこ

とで手法をちょっと変えられたらどうでしょうか。

１年１年、連帯保証人さんを更新するとか、そう

いったことを考えられないか、毎年これぐらいの、

３４０万円前後、いつも未収になっているものです

から、その手法というのをちょっと、そういったと

ころはどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ２番村上委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 連帯保証人の前に必ず本人のほうへ書面で、面談

もできない、そういう方につきましては、連帯保証

人のほうに連絡させていただきますよという文書を

もって、いついつまで役場のほうに御連絡ください

と。それがかなわなければ連帯保証人のほうに行き

ますということで書面で通知しまして、その後、連

帯保証人さんから、びっくりして電話も来ることも

あります。 

 今の１年１年の確認なのですが、今、滞納されて

いる方につきましては、二十数名の方がいらっしゃ

いまして、そのうち実際、分納ができ得ない方とい
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うのはお２人でございますので、連帯保証人につき

ましては、１年１年というのも、約３８０件の管理

の中では、業務的にもなかなか困難なものもありま

すので、分納の形で、連帯保証人と入居者ですか、

支払うことができない人とは、いましばらく町と三

者で、できればやらせていただきたいと思いますの

で、できれば御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２８ページの民生費の負担

で、児童福祉費の保育料の負担金の問題についてお

伺いいたします。 

 保育料は、近年、高いという話が毎年出てきてお

ります。町のほうでは、前年度に対して９掛けとい

う形でなったかと思いますが、軽減しているという

ことで、その点は非常にいいかというふうに思いま

すが、しかし、実態を見ましたら、この保育料は、

当然所得に応じて納めるという形にはなっておりま

す。 

 いずれにしても、今の社会情勢の中で、保育料の

納入負担というのが近年、やはり重いという状況が

見受けられます。この点で、他の市町村では、やは

りこういうことも考慮した７分割、あるいは階層別

において、いわゆる基準を再分割しているという形

のところもあり、そういうことも、今回のこの決算

を通じて、町民の入所されている人たちの意見、話

を聞きますと、こういう部分での考え方というのは

持たれているのかどうなのか、また、そういう入所

者のそういう実態というのはどのように受けられて

いるのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の保

育料に関しての御質問にお答えを申し上げたいと思

います。 

 委員御意見のように、上富良野町では、国の徴収

基準額の前年度の９５％を用いているところでござ

います。あくまでも前年の所得に応じた額というこ

とでございます。税の納入状況等による階層を適用

としていることで、そういった御家庭の所得階層に

応じた負担をいただいているというところでござい

ます。 

 この点につきまして、私どもといたしまして、こ

の考え方については、やはり国の基準を定めている

中においての形を適用するということで、これから

も考えているところであります。入所者の御家庭の

状況といたしまして、特に問題となるような、滞納

がどんどんふえてきているとか、あるいは苦情が持

ち込まれるとか、そういったことは現状では起きて

おりません。今後とも、この点をよく御理解をいた

だくように努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 苦情が、いわゆる言えない

というか、言われないというか、思いはあるので

す。実際、町長でも課長でもいいのですが、対話し

ていただければわかるのですけれども、やはり年収

２３０万円あるいは３００万円の世帯でも一定部分

納めなければならないという状況になっています。

それは、当然、預けているわけですから、その対価

としては払うのは当然なわけであります。 

 しかし、暮らしているということで、これだけで

は、ほかにも国保やら税の負担というのがありまし

て、そういう意味で、やはりそういう表に出てこな

い声をきっちりと行政に生かすべき、今は時期だと

いうふうに思います。 

 町の資料等をいただきましても、所得階層別に見

ても、所得の少ない層がふえるという状況になって

います。その分、軽減されているからいいのではな

いかということもあるのでしょうけれども、しか

し、それだけ、やはり実態としては大変だというこ

ともありまして、いろいろこういうものも含めて、

やはり今のやり方では、ただ国の制度に準じて、９

５％という形ではなくて、きっちりと実態に即した

保育料の体系というのも、改めてこの決算の中で私

は感じていますので、この点もう一度確認しておき

たいと思います。軽減対策です。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員の保育料

についての再質問でございます。 

 上富良野町といたしまして、前年度の国の額より

も若干ではありますけれども、減免した中での適

用、それから、繰り返しますけれども、御家庭の所

得階層に応じた段階的な徴収基準となってございま

す。この点は、こういった形での負担をお願いする

ことといたしまして、よりよい保育サービスに努め

るということが、我々に課されている責務というふ

うに思いまして、十分この役割を果たしていきたい

と考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 歳入歳出決算書の３１ペー

ジ、それからもう１点は、資料請求をいたしました

ナンバー１４の関係でお尋ねをいたしたいと思いま

す。 

 清涼飲料水等の販売機の設置の関係です。 

 確かに、３１ページに記載されております１３款
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１項２目の関係、それから７目の関係、資料請求し

た中の金額は合致するのですけれども、資料請求し

たナンバー１４の関係で、まずお尋ねいたします。 

 母子会の関係です。これから行きますと、請求金

額２万６,６３０円、しかし、この中に消費税が

入っていないのですが、ここと、それからもう１

点、２枚目の商協、菅原さんに対しての販売と、こ

れも消費税が入っていないのです。そのほかのやつ

は、消費税込みだとか、それから１.０５掛けたと

かという形になっているのですけれども、まず、消

費税の関係についてお尋ねいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ９番中村委員の自

動販売機にかかわります建物の設置の使用料に関し

てでございます。 

 これにつきましての消費税の問題でありますけれ

ども、あくまでも込みという形で、また、母子会と

いう方に対しての使用許可ということで、その点に

つきましては、外出しをせず、含めた形での使用料

をお願いしているというふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 税は納めてもらわなければ

ならない。もしそういう気持ちがあるのであれば、

設置料等の減免とかなんとかという形のものを私は

すべきだと思っている。 

 現実、母子会ということの理解はしたいのですけ

れども、私は以前言いましたね、設置料やなんかの

場合については軽減してあげてもいいのではないか

と。そうすると、税とは全然異質なものなのです。

その点もう１回確認をいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ９番中村委員の再

質問でございますけれども、私どもといたしまして

は、やはり現状といたしまして、母子会という性格

を考慮した中での設定ということで、外税というこ

とではなくて、込みという形で設定をさせていただ

いております。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 現実に私は母子会という立

場で、そういう弱者的な立場で、ある面で減免措置

はすべきだという気持ちはわかりますけれども、税

は、あくまで公平ですから、やはり税は税として、

納めている金額に対して５％を取ると。そのかわ

り、設置料ですね、電気料はどうにもならないです

から、そうすると、設置料で減免をするということ

で、言うなれば、２２年度途中からでもいいです

し、２３年度当初からでもいいですけれども、そう

いう方向で考えていくべきではないかということな

のです。その点。本来、税というものに対する感覚

が違うと思いますが。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） この点、十分、考

え方を統一でできるような方法で検討させていただ

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午前 ９時２６分 休憩 

午前 ９時３０分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 副町長、答弁お願いします。 

○副町長（田浦孝道君） ９番中村委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 関係の施設におきまして、それぞれ使用者側に、

資料に基づくこういう明細を出しているわけであり

ますが、大変申しわけございません。それぞれ施設

ごとに、単価に消費税を加算して面積を掛けて使用

料を求めているケースと、それから、消費税を除い

た単価に面積を掛けて、出た答えに消費税を加算し

ているケースと二通りございますので、この表記の

仕方については、委員がおっしゃられるように、誤

解のないように今後統一をさせていただきたいと思

います。 

 いずれにしましても、結果として、１.０５掛け

て消費税を求めるか、用いる単価に消費税を含めて

面積を掛けるか、ちょっと計算上の不統一がござい

ましたので、この点については、今後統一して用い

たいと思いますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 副町長の、基本的なことは

そうなのだけれども、このバランスと、それからも

う一つは、設置料の関係なのですが、１平米２５０

円という単価になっているのです。それをそれぞれ

設置した面積で掛けております。 

 したがって、これともう一つは、それから電気

料、１キロワット時１２円２９銭にずっとなってい

ます。それで、私は、ちなみにということで、広域

連合の消防の関係を見ました。その資料を提出して

いただきました。そうすると、資料１４番の一番最

後のページ、自動販売機設置、資料請求で、連合長

能登芳昭。そうすると、消費電力が１２円２９銭

は、最初同じなのです。その後違うのです。ですか

ら、このことを今ここで言ってもあれなのですけれ

ども、そういう変化があるのにそのまま１２円２９

銭というのはどういうことかなというような気がい
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たします。それで、それはそれで一応検討していた

だくということで。 

 あと、教育委員会の関係、例えば体育協会の関係

です。これは、単純に電気料の分、３４１.１９キ

ロワット時掛ける１２円２９銭、そうすると４,２

７９円になるのです。１円違う。これが全部、総体

的に使用料のほうへ行きますと７万６７３円になる

のです。ですから、これらがきちっと精査をしてお

られたのかどうかということをまずお尋ねいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村委員の御

質問にお答えいたしたいと思います。 

 社会教育総合センターの電気料の算出の、こちら

に書いている式でいいますと、委員おっしゃるとお

り、今、計算しますと４,２７９円という数字にな

りました。 

 ちょっと詳細の、こちらに表記してあるものと、

現実に詳細資料を確認してみないとわかりませんけ

れども、この計算式では、委員の御指摘のとおり、

１円が合わないという結果になっております。数字

の確認につきましては、少々お時間をいただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ４,２７８円、私の計算で

は４,２７９円。トータルで使用料の合計が７万６

６０円が７万６７３円になるのです。消費税を入れ

てということです。まず、電気料の単価が違うとい

うことで、これは、正式には追徴という手続をして

いくのか、その点ちょっと確認したいのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 今、担当のほうから情報が入りました。体協さん

のほうで複数台設置しております。それで、１台ず

つ計算した結果が、この端数の１円の違いとなって

おります。 

 ただ、表記の仕方については正しくございません

ので、それら表記を正しくするように対応していき

たいというふうに考えております。そういうこと

で、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それで、その裏のページの

母子会の関係、使用料５万１,２６９円、これは計

算どおりなのです。ここには、今度、消費税を入れ

ているのです。それは、先ほど副町長の言うよう

に、今後統一した形でやっていただくということで

理解をしていいかどうか、教育委員会からも。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村委員の御

質問ですけれども、先ほどの公民館の商協について

は、計算式は外税、今回の社協については外税に

なっていますけれども、こちらの調書を見ていただ

きたいのですけれども、使用料の横に、内消費税と

いう表記、内税表記で表記をさせていただいている

ところであります。ということで御理解いただきた

いなと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） その前のページのことでは

なくて、これは、社会教育総合センターの関係で、

使用料５万１,２６９円というところがあります。

消防の前に。それが、１.０５掛けて消費税をあれ

しているということから、今言う答弁は前のページ

のことなので、私は今ここのページのことを言って

いる。ですから、その点は、先ほど副町長が言うよ

うに、統一した形でやっていただくということで理

解をしていいかということです。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（服部久和君） 失礼いたしまし

た。９番中村委員の御質問にお答えいたします。 

 教育につきましては、統一を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ５９ページ、ここのところ

の一時保育利用料ですけれども、昨年と比べまして

３０万円と５００円ぐらいふえております。ここの

ところの一時保育児というのは何名だったでしょう

か、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 一時保育の利用料の関係でございます。これにつ

きましては、７０万９００円の内訳でありますけれ

ども、まず、これは一時と特定保育ということであ

りますけれども、特定保育の利用ということで、延

べ人員といたしまして２６５名です。一時保育につ

きましては９６名という内容になってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２６５名ということで、大

変ふえているという感じを受けるのですけれども、

利用料としては８９万３,１２０円ぐらい入ってき

ておりまして、高田幼稚園さんとわかば愛育園さん

でやっていただいているかと思うのですが、そこに

補助として１８７万６５０円出しておりますので、
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こういったことで、これからこういう経済情勢で、

いろいろと状況もありまして、一時保育なんかもふ

えてくるのかなと思うのですけれども、利用料につ

きましてはどのように、これは、現在の利用料でど

うなのか、適切なのかどうなのかと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 村上委員の御質問

にお答え申し上げたいと思います。 

 一時預かりということでありますけれども、３歳

未満児、それから、３歳以上児という設定をいたし

てきております。この利用料、そして、この実施に

伴います民間の保育所に関しては、それぞれ補助を

いたしているところでございます。そういった形で

定着をしてきている中において、今の一時預かり事

業の設定、それから、特定保育についても、当面は

現状のままということでありますけれども、利用の

人数のこととか、あるいはかかる費用、それは、保

育に当たる保育士の費用等を今後もよくとらえなが

ら、あり方について研究をしてまいりたいというふ

うに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 同じく５９ページなので

すけれども、広域連合事務所の使用負担というのが

あります。予算書の中では１８７万円というふうに

書いてあったと思いましたが、これはどのようなこ

とが考えられるのか伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １２番佐川委員の広域

連合の本部の使用料についての御質問にお答えを申

し上げます。 

 昨日、資料５０番で提供させていただきました

が、これらの費用については、資料５０に記載のと

おりでございます。 

 当初予算、１８９万３５１円の当初予算の計上し

てございましたが、御案内のように、２１年４月か

ら広域連合が正式にスタートいたしましたことか

ら、当初見込んでございました燃料費ですとか電気

料、その他経費が、決算によって、１年間通しで

使ってみて、最終的に１５９万５２４円の精算を見

たところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 当初予算は１８９万円

だったですか、１８７万円というふうに思っていた

のですが、１８９万円、もう一度伺います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） 佐川委員の御質問です

が、２１年度当初の予算は１８９万円でございま

す。２２年度の当初予算は１８７万３,０００円に

なってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ５９ページの雑入の一番最

後です。身体障がい者補装具給付返還金６万４,０

６６円ということでございますけれども、資料請求

のナンバー２６の関係で、あわせてお聞きをいたし

たいと思います。 

 一応、聴覚障がい者手帳の自主返還ということ

で、医師の関係については、現在、起訴されており

まして、どうなるかということはわかりませんけれ

ども、現実、自主返還をいただいたということでご

ざいます。 

 この中で、返納金の合計が１０９万２,５７９円

ということで、今ここに出ている数字の６万４,０

６６円というのは、ここに出ている２番目のＢさん

の補聴器購入６万４,０６６円が返還されたという

ことで、わかりますけれども、あと、その他の関係

で、特に、重度医療負担金の関係で、それぞれ２１

年の返納分があります。それから、２２年度以降と

いうことでございますけれども、これらの関係の２

１年度の入った部分は、２１年度は、私の計算では

８０万８,９２０円ということになります。そうす

ると、この金額は雑入なのか、どこに入れているの

かということで確認をいたしたいと思いますが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（中田繁利君） ９番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 重度身障者の返納金につきましては、５５ページ

になりますけれども、雑入の１、高額療養費返還金

の３段目の重度心身障がい者医療費９４５万６,１

６３円の中に、２１年度分７０万１,０５４円がそ

ちらのほうに入ってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今の答弁はわかるのです。

そうすると、一般のその他の関係というのは８７５

万５,１０９円ということで理解をしたいのですけ

れども、できればこのことを明確に残すために、私

は７０万１,０５４円は、にらんででも計上したほ

うがよかったのかなというような気がいたします。 

 したがって、問題は、ここに米印で書いてある、

平成２４年８月完済予定ということで、お聞きしま

すと、２１年１２月から毎月、ＤとＥの方は同じ家

庭ということで、それぞれ５,０００円ずつで１万

円を納入するということで、それは間違えございま

せんか、確認したいと思います。 
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○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（中田繁利君） ９番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 今、委員がおっしゃられたとおり、ＤとＥの方に

つきましては、同一世帯ということで、それぞれ

５,０００円ずつ、毎月１万円をお支払いしていた

だくということになってございまして、平成２４年

８月にはすべて完済されるということになってござ

います。 

 あと、記述につきましては、わかりやすいような

形にしていきたいなと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それでは、５５ページ、雑

入のところで、資源売払代金３４９万２,６３７円

の関係です。 

 それで、２１年の予算では１１９万８,０００円

になっています。しかし、１９年度の決算では７４

３万４,４５９円、２０年度決算では７６５万３０

７円と、そういうことで、１９年、２０年と対比を

すると、半分以下の状況がわかります。 

 それで、私もこれはどうなのかということで、資

料の４９に、資源売払代金ということで、平成２１

年と２０年とを対比をするようにつくってください

ということでお願いいたしました。 

 確かに、相場等があったり、それから、出す量の

減量化といいますか、そういうものがあったという

ことは理解できます。しかし、これは非常に相手が

あることだからどうしようもありませんけれども、

まず、これらの関係の大きな要素というのは、私が

今言ったとおりではないかと思いますけれども、担

当のほうとしてはどう判断しますか、その点お伺い

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（中田繁利君） ９番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 委員のおっしゃるとおり、単価が２０年度と２１

年度比較いたしますと、半分以下になっているのが

かなりございます。また、売り払いの量につきまし

ても減っているというようなことで、総体的に、２

１年度につきましては、２０年度と比較して４１５

万円ほど減額になっているということでございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ３８ページの地域活性化の

経済対策ということで、臨時交付金が出て、大騒ぎ

して、それぞれ喜んで使ったということもありま

す。それで、これは地域の経済の活性化対策という

形の中で、ここに書かれているような分館の改築だ

とか、いろいろな施設整備、道路の整備等に使われ

ました。 

 それで、この雇用がどのぐらい、わかる範囲でよ

ろしいですから、この経済投資で雇用がどのぐらい

あったのか、経済的な効果という点も含めて、どう

いうふうな町に経済の潤いがあったのか、この点き

ちっと評価されているのかどうなのかお伺いしてお

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 この経済対策に係る工事の発注に伴って、町内外

もしくは常雇されるか臨時されるかというような分

類のもとで、新たに発生した雇用状況を調査して、

結果を集計しております。 

 ただ、現在、手元にちょっと持ってこなかったも

のですから、正確な数字はお答えできませんけれど

も、非常に多くの雇用の場が創出されて、新たな収

入につながっているということは確認しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） まだ詳しく調査されていな

いということかというふうに思います。それで、

きっちりと調査されて、きちっとしかるべきときに

報告していただきたいというふうに思います。 

 それで、今後こういうものがないという形になり

ます。一時的なものですから。そうしますと、やは

り地域の活性化をどう取り組むべきなのかという点

も課題に上ってきているのだろうというふうに思い

ます。そういう意味では、多面的なまちづくりの取

り組みというのも、この地域活性化の事業を通し

て、やはり底冷えする景気の中で、どう景気や雇用

対策を進めるのかということが、当然その反省の中

にあってしかるべきだというふうに思いますが、こ

の点、町長、どのようにお考えなのかお伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 国の経済対策に伴う交付金の関係については、

今、担当課長のほうから説明申し上げましたが、一

時的な雇用にとどまっていますので、非常に効果は

ありますが、それが持続しないということは残念な

ことだというふうに思っているところであります。 

 この地域が疲弊して、非常に元気がなくなってい

ることについては、私どもの地域にかかわらず、地
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方においては総じてそういう状況にあるわけであり

まして、町としましても、町長が機会をとらえて、

議員の皆さんにも御説明申し上げていますように、

この年、迎えまして、２度ほど経済関係団体のトッ

プの皆さんと懇談をしているわけであります。 

 そういうことで、この町の基幹産業の農業にかか

わる農産物等のそういう素材を十分生かして観光

面、あるいは商工業面に展開されることを念頭に農

商工連携を進めていきましょうということで、これ

は速効性のあるものではございませんが、時間がか

かると思いますが、一歩一歩前へ進めて、活力が低

下しないように進めていく。そのことがまた、雇用

の場の創出につながるというふうに信じているわけ

であります。 

 また、他方面で、特にこの時期は、少子高齢化の

時代でございますので、地域の中で、福祉面におい

て、それぞれいろいろなニーズがございますので、

しっかりした雇用形態につながるかどうかわかりま

せんが、そういうニーズにこたえることが、間接的

には雇用の創出にもつながりますので、そういう面

での展開も、今後、国のいろいろな施策のメニュー

を見まして、コーディネートしていかなければなら

ないというふうに思います。 

 いずれにしましても、昔のいい時代に戻るかどう

かわかりませんが、雇用の非常に逼迫している状況

を下支えするような、そういう取り組みをすること

で、２３年度の予算に向けても何とかメニュー化し

たいというふうに考えてございますので、御理解を

いただきたいなというふうに思うところでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 副町長おっしゃられたの

は、従来の延長線の言葉でありまして、それをする

ということであれば、どう具体的に何かをするのか

というところを、しっかりとしたテーマを持って進

めないとだめな状況になってきているのだと思いま

す。 

 そこで、言われているのは、よく地元の食材を

使ってということなのですが、使ってこの間もやっ

てきているのだけれども、それをどう次のステップ

につなげるかというところがはっきり結びついてい

ないという問題がある、観光にしても。 

 ですから、私はこの間、言っていますけれども、

そればかりでは進みませんが、住宅のリフォーム時

の助成制度の問題やら、環境時における、いわゆる

住宅環境設備に対する補助事業を展開するなど、具

体的なメニューと課題を持って前へ進めない限りは

進まない問題だというふうに思います。 

 そういう意味では、そういうことをやっぱり横断

的に考える、やはりプロジェクトチームをつくるだ

とか、政策調整会議ではやられているという話で、

いろいろと読みましたら、そういうふうになってい

るのですが、ただ、有機的につながっているのかと

いえば、まだまだそういうふうになっていない部分

があるので、そういうことも視野に入れた地域活性

化というのも、この経済対策を通じて私は感じてい

るのですが、町長、この点どのように考えるかお伺

いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 町の経済を失速させないということは喫緊の課題

というふうに私も十分認識しております。どういう

経済対策がどういう効果をもたらすのかということ

は、十分検証を現在しておりますし、これから農業

の被害等も把握しながら、町の経済に及ぼす影響等

も総合的に判断いたしまして、２２年の年末が経済

的に落ち込まないような方法、あわせて今、国が策

定使用としております補正予算等の情報等もアンテ

ナを高く張って、早く情報を収集するような、そう

いう体制を今、各課に指示をしておりますので、そ

ういったことを総合的に勘案して、町の経済活性化

に直接好影響をもたらすような具体策を今、講じよ

うとする準備を整えているところでございますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（北川和宏君） 先ほど２番村

上委員の農業法人数の数についての質問であります

が、１２法人ということでお答えしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。ほか

にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで、歳入の質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、歳出の質疑を行

います。 

 歳出につきましては、先ほど申し上げました款ご

とに質疑を行います。 

 最初に、１款議会費の６２ページから２款総務費

の９２ページまで、一括して質疑を行います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ７１ページ、公共施設の廃
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棄物収集のところでございますが、１１９万９１０

円、少しここは費用がかかり過ぎではないか。毎月

約１０万円ぐらいになるわけなのです。むしろ、公

共施設ですので、庁舎内ばかりでなくて、分館とい

いましょうか、コミュニティとか、そういったとこ

ろの廃棄物もあると思うのですが、それの割合、庁

舎内のごみと分館等のごみの割合と、それから、何

トンぐらいになっているのかちょっとお伺いしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ２番村上委員の廃棄物

の処理にかかわる御質問にお答えを申し上げます。 

 公共施設の廃棄物収集につきましては、燃えるご

み、不燃物、缶・瓶、これら公共施設から出る廃棄

物を、その種類ごとに曜日を決めまして、業者に収

集を委託している費用となるわけでございます。 

 具体的な数字につきましては、トン数につきまし

ては、今、手持ちに数字がございませんので、後ほ

どお答えをさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 後ほどよろしくお願いした

いと思います。 

 努めて減量に努めていただきたいと思います。庁

舎内では、再生して使えるものだとか、コピーの裏

を使用しようとか、いろいろやって、分別もやられ

ているようでございますけれども、さらに、庁舎内

のごみというのは紙が大変多いのではないかと思い

ますけれども、分別をされて減量に努めていただき

たいと思います。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） ７５ページの富良野広域

連合の推進費ということで、これ一括して載せてあ

るのですけれども、効果表の中では、１７ページに

内容は書いてあるのですけれども、ぜひ決算書の中

にも載せていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １１番渡部委員の御質

問にお答えを申し上げます。 

 広域連合の負担金につきましては、決算書の扱い

といたしましては、ごらんのように一括で包含をし

て記載をさせていただいたところでございます。 

 来年度以降、どのような形でするのがわかりやす

いのかも含めまして、ぜひ前向きに検討させていた

だきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 今の広域連合の推進費の中

で、ここで、ちょっとお伺いいたしますが、学校給

食のセンターの取り扱いの問題についてお伺いいた

します。 

 いろいろ聞きましたら、この点は、富良野市の広

域の学校給食センター、そこが、いわゆる児童・生

徒数が減らない限りは、上富良野町のサブという形

になっているのでしょうか、そこにはなかなか行け

ないという状況なのですが、しかし、実態を見まし

たら、もう既に老朽化して、逐次修繕、改善なんか

もして、営繕なんか行っているのですが、そこで、

お伺いしたいのは、将来的に推移として、富良野広

域圏の児童・生徒数の変化に応じて、増減があった

場合、上富良野の給食センターというのはどの時点

で、いわゆる一つになるのか、もしもそういうこと

があったにしても、上富良野町の、やはり安全で、

地域で、温かくておいしい食材を届けるということ

であれば、ここにきっちりと学校給食センターを位

置づけるという、そういう話し合いというのはされ

ているのかどうなのか、全く広域連合ですから、人

口の動態によって、吸収合併方式にすると、セン

ター方式という形にするのか、その点ははっきりさ

れているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御質問

にお答えをいたします。 

 まず、私のほうから基本的な考え方につきまして

御答弁させていただきたいと思います。 

 まず、富良野広域連合をなぜ設立したかという趣

旨からいたしますと、効率的な行政を推進する一つ

の手段として広域連合をスタートしたところであり

ます。 

 したがいまして、昨年スタート時には、それぞれ

持っている財産、これを廃棄していくことにはなり

ませんので、これらを包含した形で、それぞれ自賄

い方式もあったり、統合した部分でスタートした

り、このようになったところであります。 

 私のほうからは、この広域連合の趣旨、ねらい、

これらを考えますと、将来、これらの給食センター

をどのようにしていくかは、本来の形で、まず議論

がされるものだというふうに考えております。 

 給食センターに特化した形でいいますと、先ほど

のねらいからいたしますと、当然どこに集約をする

という議論がされるものだというふうに考えます。 

 ただ、これらの着地点におきましては、そのとき

の児童数等を勘案して、例えば富良野市で集約がで

きるのか、できないとすると、サブセンターを上富

良野に置くのか、これらについては、その時代背景
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と児童数等の考え方、現状、これらを勘案して、一

定程度の着地点が見えてくるのだろうというふうに

考えてございます。 

 したがいまして、この段階で、上富良野サブセン

ターを置く、置かないの御答弁は勘弁をさせていた

だきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） どちらにしても早くに、早

期にこの点をきっちり論議するという方向で、町長

も副連合長をやられて、その点は、私以上に重々わ

かっていらっしゃると思います。 

 この点、まず確認しておきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢委員の給食セン

ターに関します御質問にお答えさせていただきます

が、究極的にセンター化することが、皆さんが望む

姿なのか、あるいはそれぞれ各地域の特色を生かし

ながらという形態があるのかという、今のところ、

将来の方向づけを見定めようというテーマを掲げて

の議論はスタートしていないということから、今の

ところは、現況でそれぞれ運営を継続していってい

る。時期がいつなのかということは、今申し上げら

れませんが、いずれそういうテーマに向かっての協

議の機会もあろうかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 実際、施設等については、

いつまでも修繕、営繕、改善などして、大体どのぐ

らい、現状でもつというふうな判断なのか、その

点、わかっている範囲でよろしいですから、教えて

いただければと。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 今の現状の施設について

は、経年劣化しているのも御案内のとおりでござい

ますし、特に問題になるのは、調理の仕方が、厨房

を中心に今現在、多く取り入れられている方式とは

違うということでございますので、そういうことが

一つの課題だというふうに認識をしているところで

あります。 

 ただ、今の施設そのものが、早々に施設機能が果

たせないということではございませんので、前段、

町長が申し上げましたように、将来の課題の解決の

ための議論についても一定程度期間も必要でござい

ますので、そういう期間というか、年数をにらみな

がら、しっかりと現状維持をしていくことが、私ど

も施設を提供している側の責務だというふうに思い

ます。 

 いずれにしましても、いろいろ古いわけでありま

すけれども、必要な維持管理をしながら機能低下し

ないように努めてまいりたいというふうに考えてい

るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 全体的な中で、資料のナン

バー２、施設燃料使用量調書の関係でお尋ねをいた

したいと思います。 

 私もきのうもらって、夕べいろいろ単価等の計算

をやってみました。そうすると、平成２０年度の決

算状況と比べて、非常にある面で購入等の金額等の

指導的なものが徹底されているのかなという感じを

受けました。 

 例えばＡ重油、これが最高が７０円６９銭、下が

６４円１９銭です。そうすると、６円２０銭の差が

あります。昨年の状況を見ますと、２８円３１銭と

いう差がありました。 

 それから、灯油の関係では、一番高いのが６８円

０３銭、それから安いのが６３円９８銭ということ

で、これは４円５銭の差です。昨年は１３円５０銭

の差がありました。 

 それから、ＬＰガスは、非常に徹底されているの

かなという気がいたします。一番高いのは３８８円

４９銭、安いのは３８８円３８銭ということで、わ

ずか１１銭なのです。昨年は１３円６銭の差があり

ました。 

 したがって、これらの関係で、一応、総務課主導

の中で、この施設燃料の使用量の金額的なものを、

購入段階でそれぞれ指示をされた結果でないのか、

特に、昨年の決算特別委員会での指摘等もありまし

たので、それらの経過について一応お聞きをしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ９番中村委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 まず、Ａ重油、灯油等につきましては、御案内の

ように一昨年が、ある日突然高くなったり、安く

なったり、総じて価格上昇の範囲で、一昨年、昨年

と乱高下したところでございまして、予算を管理す

る立場にある私どもも、大変その値段については一

喜一憂していた現状にございます。 

 基本的には、これら燃料等につきましては、総務

課が単価契約をいたしまして、それらその単価の変

化に伴って契約をし、全施設でこれらの契約単価で

契約をさせていただいているところでございます。 

 また、ＬＰガスにつきましては、何回か中村委員

からこれらの不備について御指摘をいただいたとこ

ろでございまして、２１年度は、ガスを扱っている
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業者さんと協議を進めて、本来は、ガス屋さんは、

その器具に応じてそれぞれの単価を設定していた経

過にございましたが、これらを業者さんと協議を

し、この３８８円、実際には、端数の切り上げ等が

ございますので、若干、何銭までの単価は統一され

ませんが、おおむね３８８円の価格で統一をさせて

いただいた経過にございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） やはり総務課のほうで契約

等の一元化の結果だろうと思いますし、やっぱり２

０年度の決算特別委員会での関係からいうと、非常

に徹底された形で調整をされているのかなというこ

とを感じましたので、なお一層こういう形で、また

進めていただきたいということで要望をいたしたい

と思います。 

 それでは、資料のナンバー６の関係です。附属機

関の関係です。 

 報告いただいた資料６の関係では、附属機関がそ

れぞれ何回か会議を開催しています。それで、私が

言いたいのは、４時間以内３,６００円という関係

の、言うなれば、報酬の関係を以前申し上げまし

た。 

 それで、２時間以内であれば、若干金額をあれし

ていってもいいのではないかということで、開催状

況と出席状況ということで、そうすると、１９会議

のうち１３回が大体２時間でおさまっているという

ことであれば、ある面で、報酬等の関係も考えては

どうかということでお話を以前いたしました。 

 それで、上富良野町の行財政改革実施計画の平成

２１年度実践スケジュールということであります。

この中で、簡素で柔軟な行政体制の確立ということ

で、シートナンバー１－１－２の中に、行政委員及

び附属機関等の見直しということで、この中で、報

酬のあり方、それから、附属機関等の設置及び運営

に関する規定の適正運用を徹底するということで、

この実施計画のスケジュールに入っておりました。 

 それで、これらの取り組みはどうなされたのかと

いうことでお聞きをいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ９番中村委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 まず、附属機関等の資料にございます関係と、報

酬の関係でございますが、基本的には、１会議、一

番多いのは２時間前後、これらの会議の開催時間が

一番多いのかなというふうに理解をしております。 

 ただ、委員さんにつきましては、家の準備、さら

には移動時間、これらも当然にして拘束をしている

ものでございますので、会議の時間が２時間だとし

ても、拘束時間も含めますと３時間を超える場合も

相当数あるのかなというふうに考えています。 

 これらの附属機関の委員さんの使命につきまして

は、これら合わせた拘束時間を考えての４時間以内

の報酬を設定している現状にある点につきまして

は、ぜひ御理解もいただきたいというふうに思いま

す。 

 また一方、行政改革推進プラン２２、この２２年

から昨年までの、１６年からの行財政改革を受けた

後継の行政プランとして、この４月１日からスター

トしているところであります。 

 委員御指摘のように、これら附属機関等の見直し

につきましても記載をさせていただいてございます

が、これら同様の附属機関等があった場合には、統

合も含めて、これらも協議をしていこうということ

で書かれてございます。 

 また、報酬のあり方についても、御指摘のよう

に、今後どのようにすることが一番いいのか、これ

らも議論をしていく段階でございます。 

 今現在、この２２プランに沿って、附属機関等の

協議は具体的にまだ開催をしてございませんが、先

ほど申し上げましたように、附属機関等の今後のあ

り方についても、これから協議を進めていきたいと

いうふうに考えてございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 総務課長、これ２１年度の

実践スケジュールです。これからやるということで

はないのです。私は聞きたいのは、このスケジュー

ルに沿ってどう審議し、どう検討されたかと、その

結果どうなのかということを聞きたかったのです。

そうしたら、全然していないわけですか、これは。

もう一度確認いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ９番中村委員の、先ほ

どの実践スケジュールに載っているという関係、

ちょっと確認をさせていただきまして、ちょっとお

時間をいただきたいと思います。後ほど御答弁をさ

せていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ７７ページの最後のほうの

地方振興費でありますけれども、成果報告の１６

ページの定住・移住施策というところを基本に御質

問したいと思います。 

 １６ページの定住・移住施策によると、２１年は

３名の移住があったと。前年は４戸で８名というふ

うに書かれています。それで、総合計画では、２１

年度から毎年４０名ずつ定住・移住を確保していこ

うというふうになっております。初年度の２１年度
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は、残念ながら１０分の１の４名であったと。 

 ここで、この下のほうに、定住・移住のプロジェ

クトということも行われているということでありま

すので、この結果を踏まえてどのように分析したの

か、事後、定住・移住目標を達成するためには、計

画をどのように修正しようとしているのか等につい

てお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ６番今村委員の定住・

移住に関する御質問にお答えを申し上げます。 

 御案内のように、２１年４月からスタートいたし

ました第５次総合計画によりますと、この１年間に

移住・定住人口を４０人確保することで、平成３０

年に１万１,９００人の人口を確保するという計画

になっているところでございます。 

 移住・定住対策については、この地方の市町村挙

げて、重要な課題として、上富良野町にかかわらず

多くの市町村で取り組んでいる実態にございます。 

 我が町におきましては、平成１９年から、頑張る

地方応援プログラムを掲げて、移住・定住促進のプ

ロジェクトも立ち上げ、御案内のようにホームペー

ジのリニューアル、あるいは移住準備住宅の整備、

これらをしながら、一定程度の成果を上げてきたと

ころでございます。 

 ただ、この実態は、先ほど言いましたように４０

人の確保には到底至ってございませんので、今年度

からプロジェクトを立ち上げて、今年度の３月まで

には、さらに充実した、頑張る応援プロジェクトで

掲げたもの以外の具体的な計画について位置づけを

しながら、また、予算もあわせながら、これらの具

体的な推進方策につきまして議論を進めている最中

でございます。 

 いずれにいたしましても、全国の市町村がこぞっ

てこれらを取り合っている状況にございますので、

より魅力的な上富良野町の移住・定住促進計画はど

のようにしたらいいのか、これらをぜひ検討しなが

ら、いい計画づくりを進めていきたいというふうに

考えているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 非常に移住・定住というの

は頭の痛いところであろうというふうに思います。 

 ただ、目標に掲げて、目標を修正しないというこ

とであれば、ことしも含めたら、もう２年過ぎよう

とする。ことしでプロジェクトチームを立ち上げて

対策を練ると。残り８年しかないのです。毎年確保

する人数の上限をふやすしかないわけです。 

 もう一つのやり方というのは、２１年度の質問し

ているのですから、初年度をしっかり分析して、ど

こに課題があったのか、どこに問題点があったのか

しっかりとらえて、それに応ずる対策を講じるとい

うことをやれば、やはりもう一つのやり方というの

は、現実的に４０名ずつ確保するのは無理なのかな

と。また皆さんに諮って、やっぱりこれは無理だと

いうことで、計画を修正するか、二通りだと思うの

です。そこら辺をしっかり考えていってほしいとい

うふうに思うのですが、具体的な進捗状況はどうな

のでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ６番今村委員の御質問

にお答えをいたします。 

 目標は４０人、委員おっしゃるように、もう２年

が過ぎようとしているではないか、その御意見も十

分わかります。 

 ただ、目標４０人に向かって、私たちはこの３０

年にぜひ到達をするような努力を重ねていかなけれ

ばならない立場にございます。２年過ぎて、この目

標が全然達成できていないから、これらの目標を全

部、白旗を揚げて取り下げると、このようなことは

ぜひしたくないものだというふうに考えてございま

す。ぜひ私たちの意気込みも含めまして、もう少し

長い目で見ていただければというふうに考えてるこ

ろであります。 

 また、ちょっと長くなって申しわけございません

が、この上富良野町を取り巻く自然環境を含めて、

多くの方々があこがれを持っている非常に有利な土

地柄にあるということも私どもひしひしと感じてご

ざいますし、また、移住準備住宅の問い合わせの件

数も非常に伸びている現状にあることから、最終的

に３０年に目標が到達できるのかどうかは別といた

しまして、考え方としては、魅力的な移住・定住促

進の施策を掲げることで、多くの方々が実際に移住

をしてもらえるのではないか。 

 また、町長が私どものに、いつも指示を受けてご

ざいますが、移住だけではなくて、この上富良野町

民が定住をすることをどのようにしていったらいい

のか、先ほど産業の振興、農業を中心とした産業の

振興、これらもあわせて、また向上の対策、これら

を総合的に推進することで、上富良野町の定住対策

にもつながるものだと、このように考えているとこ

ろでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 本当に非常に厳しい状況で

ありますけれども、目標を変えないでやっていこう

という、非常に熱意というか情熱というのか伝わっ

てきて、非常にいいなと、職員のやる気というのが

伝わってくるなという感じがします。 

 ただ、やはり何事も早目早目に成果を分析する必

要があると思うのです。 
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 先ほど質問して、ちょっと答えがまだないと思わ

れるのは、２１年度をどのように分析して、どのよ

うな問題点があったのかということはある程度出て

いると思うのですけれども、そこをお聞きしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） 大変申しわけございま

せんでした。答弁が漏れてございました。 

 ２１年度の総括といたしましては、まず、移住の

相談の問い合わせはそこそこ来てございますが、そ

の都度、移住に関して言いますと、上富良野町に特

化して、上富良野町にぜひ住みたいという方ではな

くて、この富良野地方にどこかいい物件がないで

しょうかと、このような問い合わせが多く見受けら

れます。その都度、その個人の方のニーズに沿った

場所が紹介できれば一発で決まる場面がございます

が、これらによっては、上富良野町で今、提供でき

るものがないとすれば、また違うところを物色す

る。このような形態が一番多うございます。 

 ただ、町のほうも限界がございますので、個々の

ニーズに沿って、山がいいとか、平らがいいとか、

これらも含めて、町が土地を用意をしておくことに

はなりませんので、ここらが大変、お客さんが来

て、結果、要望にこたえられないという限界をひし

ひしと感じているところであります。 

 また、インターネットの環境が悪いから、結果、

定住ができないという方ももちろんございます。 

 これら、今村委員おっしゃるように、統一した課

題、問題点があったのかといいますと、なかなかこ

れらをクリアできるような現状にないことを、まず

御理解もいただきたいというふうに思います。 

 ただ、問題、私どもも移住準備住宅、今１０戸

持ってございますが、今すぐに埋まる状況を考えま

すと、これらの移住準備住宅をどのように整えてい

く、拡大をしていくのか、これらが大きな課題かな

というふうに考えてございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 先ほども言いましたけれど

も、課題というものをしっかり分析するというのが

非常に大事だと思うのです。わかっているようでわ

からないようなお話もありましたけれども、４０

名、４０名という目標は、絵にかいたもちではな

かったと思うのです。達成できるから、実効の可能

性があるから載せた数字だと思うのです。それが４

名になったというところは、やっぱりしっかり分析

しなければいけないだろうというふうに思っており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間を１０時５５分といたしたいと思いま

す。 

─────────────── 

午前１０時４０分 休憩 

午前１０時５７分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開し、質疑を続けます。 

 総務課長から答弁がありますので、答弁を求めま

す。 

○総務課長（田中利幸君） ２番村上委員の、先ほ

ど御質問のありました公共施設の廃棄物の収集の状

況につきまして御答弁申し上げます。 

 まず、役場、病院、かみん、各学校等１７の公共

施設のごみの収集を行ってございます。２１年度の

処理の実績につきましては、一般ごみ、１７施設合

わせしまして９万８,８５０キロでございます。ま

た一方、不燃物につきましては６,７００キロの処

理をいたしましたことでございます。 

 次に、９番中村委員の先ほどの、附属機関等の改

善の実績につきましての御質問にお答えをさせてい

ただきます。 

 先ほど私、勘違いをいたしまして、２２年の行政

改革推進プラン２２にお答えをさせていただきまし

たことを冒頭おわび申し上げます。 

 御案内のように、１６年から２１年までの６年間

の行政財政改革推進計画を立てながら、行財政改革

を進めてきたところでございまして、その中に、行

政委員会も含めました附属機関のあり方を協議しな

がら推進をしてきた経過にございます。 

 まず１点、１７年の７月施行でございますが、こ

れらの行政機関と附属機関等の報酬のあり方につい

て改定を進めた経過にございます。 

 また一方、附属機関等の設置運営に関する規定に

よりまして、附属機関、同一目的等のある附属機関

の統廃合も含めまして、これらの規定を遵守する形

で、附属機関等の委員さんの設置のあり方について

規定をしながら、具体的には、７０歳以上の委員さ

んは原則お断りをしようとか、あるいは一定程度の

女性の登用を進めていこうとか、これらの規定に基

づいて、都度、課長会議等を通じて、この規定の遵

守を呼びかけているところでございます。 

 このような形で、２１年度までの行財政推進計画

に基づきまして、推進をしてきた経過にございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 成果報告書の１８ページ

ですけれども、下のほうで、職員提案制度について
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質問したいと思います。 

 昨年度の決算特別委員会の意見書の中で、職員提

案制度は、職員の意識改革と行財政改革にもつなが

るので、積極的に推進されたいということが盛られ

ていたのではないかと思いますけれども、ことし見

ますと、提案なしということで、この１年間どのよ

うにこの件について啓蒙というか、指導をしてきた

か、ちょっとその経過を教えていただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １０番和田委員の職員

提案制度につきましての御質問にお答えをさせてい

ただきます。 

 スタート年度はちょっと記憶にございませんが、

この四、五年前から職員提案制度をつくりまして、

職員に積極的に行政に参画することとあわせまし

て、行政改革の推進となるように、この制度をス

タートしたところでございます。 

 大変申しわけございませんが、この提案制度の啓

蒙は、昨年度は現実にはしてございませんが、た

だ、課長会議等を通じて、これらの推進をすべき

だったなというふうに反省をしているところでござ

います。 

 ただ、制度自体は残ってございますので、過去に

は多くの職員から提案をいただいた経過にございま

すが、昨年たまたまなかったところでございます。

今年度これからさらに、職員提案制度が風化するこ

とのないように、都度、職員に呼びかけながら、目

的に沿った形での提案制度を推進してまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） ３月の定例会だったと思

いますけれども、一般質問で、国内外交流の基金を

有効に使うために、職員を町外に研修に出してはど

うかということを発言したと思うのですけれども、

そのとき町長は、積み貸しする契約がないので、資

金をできるだけ減らしたくないということで、消極

的な答弁が返ってきたのですけれども、毎年かなり

不用額が出ています。この不用額が、事業が予定ど

おり行われなかったということももちろんあるで

しょうけれども、職員の努力によって経費を削減し

て出た額も多分あるかと思うのです。この不用額の

何割かは職員の研修に使うと、そういうことがあっ

てもいいのではないかと思うのです。そのことに

よって、職員がやる気を起こして、またこういう新

しい提案制度に参画をしてくるというか、そういう

こともあろうかと思いますので、そういうことを考

えてはどうかと思うのですけれども、どうですか、

町長。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １０番和田委員の御質

問にお答えをいたします。 

 まず、職員の研修の成果につきましては、同じ成

果報告書の１８ページのところに掲載をさせていた

だいてございますが、御案内のように、この厳しい

地方財政を受けまして、職員の資質の向上は非常に

重要だと私たちも考えてございまして、この職員の

研修の実施と派遣、派遣する場合と、みずから上富

良野町で行う研修を盛んに今組み立てて、職員の資

質向上に向け、研修体制を充実しているところでご

ざいます。 

 また、予算額につきましても相当の研修等の費用

を上乗せしながら、この二、三年充実をしてきた経

過にございます。 

 委員御質問のありましたように、国内外交流基金

を使ってはどうかという御質問でございますが、先

ほどの一般質問の答弁でもございましたように、こ

れらにつきましては、趣旨等が違いますので、これ

らの基金を充当することは今のところ考えておりま

せんが、職員の資質向上に向けた研修体制の整備と

いうことでは、この成果報告書にございますような

研修を充実している点、御理解をいただいておきた

いというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ８３ページの防災対策、下

のほうであります。成果報告書の１９ページの下の

ほうに防災アドバイザーというのがございます。 

 まずここからでありますけれども、こういう防災

アドバイザーを招致いたしまして、防災の専門的な

見知からいろいろお話を聞くというのは、非常に成

果があるというふうに私も思っております。 

 ２１年度は、これの結果に基づいて、いいだろう

というふうに考えておられて、２２年度はどうしよ

うかなというのもあると思うのですが、私なりに考

えると、こうやってよそから招致するのも、今まで

はよかっただろうというふうに思うのですが、今、

私の承知している限り、防災士が上富良野町に今２

名おられます。この上富良野町の特性を熟知してい

る、この人たちに具体的なアドバイスを今後しても

らうということも、非常に効果的なのではなかろう

かというふうに思っております。 

 ２１年度の分析も含めて、私のお話とあわせて、

そこの考え方についてお伺いしたいというふうに思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長、答弁。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） ６番今村委員の御
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質問にお答え申し上げます。 

 防災アドバイザーの件につきましては、私どもと

いたしまして、今、防災組織というのは、地域住民

会にお願いいたしまして、地域の方々が窓口とし

て、防災弱者ですとか体の不自由な方の情報等を集

めまして、緊急時、災害時にどうするかという対応

を練っていただいていますけれども、専門的な分野

から考えますと、今、委員から御提言ありました件

については、町としても今後検討して、協力願うと

ころは協力してもらうという観点から、実施に向け

て検討してもらいたいと。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ぜひ検討していただきたい

と。 

 もちろん御案内だと思いますけれども、三原さ

ん、前上富良野町の消防長、それと、ことしになっ

て、広域連合の消防長であった藤田さんが取られま

した。２人おられますので、非常に人材的にもいい

のではないかなと思っております。 

 なぜアドバイザーの話から入っていったかといい

ますと、資料の９及び１０に、防災組織が、住民会

２５あるうちの再編成したのは１４、今年度中に一

つ再編成を完了すると１５になります。残り１０

個、昭和６２年度とか、昭和に直したら８５年に相

当しますから、２３年間もそのままなのです。はっ

きり言って冬眠している熊と一緒だと思うのです。

休眠状態です、これ。この休眠状態をとらえて、資

料１０の中ごろからちょっと下に、自主防災組織数

ということで、平成２１年度に２５とうたっている

のです。前も同僚議員も質問したときにも、２５防

災組織は編成完了しているのだという答弁もたしか

あったと思うのですけれども、そういった休眠状態

をとらえて２５と言っているのだろうと私もとらえ

ざるを得ないのですけれども、そこはどう思ってい

るか、ひとつ。 

 再編成やっていますよね、１４やって、ことしも

一つやると。事後、再編成をまだやっていない住民

会に対しては、どのように指導するのかということ

であります。自主防災組織をしっかり編成して強化

しておくということは極めて私は重要だと思ってい

ますので、そこをひとつ答弁をお願いしたいという

ふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長、答弁。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） ６番今村委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 ただいま防災組織というのは、今、委員御指摘の

とおり２５でありますけれども、実質、活動を全部

やっているというのは、組織としては２５あるので

すけれども、活動として機能を果たしているという

ものは、まだ五つですとか六つですとか、そういう

部分なのです、実質は。 

 それで、次にどうするかというのは、町が行って

おります住民会会長会議等に私ども出席したとき

に、こういう課題があるということで、住民会長の

皆様に情報を提供して、一日も早く再編なり、そう

いう地域の防災という考え方をうちのほうから情報

を流して、推進できるようにしていきたいと、この

ように考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） この自主防災組織の編成の

目的はいろいろあるというふうに思いますけれど

も、やはり災害時における災害弱者を救済すると。

災害弱者、困っている人がどこにいるかというのも

非常に問題点の一つであるのですけれども、やはり

この組織をしっかりつくるということが大事だと思

うのです。 

 なぜこういうことを聞いているかといいますと、

やはり行政のほうからある程度指導しないと難しい

面が多々あるのです。余りなり手がいないというの

も現状であります。そういったものをつくれと、今

の住民会長とか町内会長に、なぜつくっていないの

だという話をすると、では、おまえやれよという話

になるわけです。非常に住民会とか町内会でこうい

う話を盛り上げていくというのは、そういったこと

等も考えると若干難しいところがあるのです。 

 やはりそういったときは、自助、共助、公助のほ

うの町のほうからある程度指導していただかないと

無理なところがあるかなというふうに私は感じてい

ます。ぜひひとつ力を入れてやってほしいと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長、答弁。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） ６番今村委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 私ども情報を得ている住民会では、かなり高度な

部分で展開している住民会もございますので、その

住民会長と連絡をとりまして、そういう活動内容を

ほかの住民会に提示できるような工夫と、そういう

のを考えていって、少しでも多くの住民会が、今

言っている災害弱者ですとか、体の不自由な方の救

出ですとか、そういうものができますように働きか

けをしてきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ただいまの関連でございま

す。防災組織ということで、第５次総合計画の進行

状況ということで、これは、課長、平成２１年、実

績２５というのは、基本的に僕は直すべきだと思う
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のです。実際に２５の住民会がきちっと、この指標

の説明の中に、実質的活動を伴う自主防災組織の数

ということになると、４点セット、規約、役員、そ

れから防災計画、弱者対策、これは１１住民会しか

できていないのですよ、現実の問題として。 

 ですから、そういうことになると、私は第５次総

合計画の中で、平成１９年度１、２５年度は１６、

３０年度２５と。このときに辻主幹に聞いたので

す。現実はそうだと。実際に第５次総合計画の中で

は、実質的に合う形につくっていくということで、

今、進んでいるところ、それから、災害が予想され

るところを中心として、２５年までは１６というこ

とで考えたのかといったら、そのとおりですという

答弁だったのです。 

 ですから、伊藤課長からいえば、前任者が２５に

なったから、２５それぞれ計上せざる得ない気持ち

は私はわかると思いますけれども、現実に機能発揮

ということになると、さっき６だとか何ぼか言って

いましたけれども、やっぱりそういう進んでいると

ころを今度は、先進地として、いろいろな住民会長

会議で事例発表なり何なりやったり、そういうもの

を含めてやっていかないと、これが、２５がそのま

まずっとひとり歩きしているけれども、内容が伴っ

ていないのです。今村委員もおっしゃったように。 

 ですから、何とかそういうことで、２１年度は２

５、それから、２５年度は、僕はある面で、ここに

書いてあるとおり、１６というような具体的な形で

やって、その努力をしていくということが僕はベ

ターだなと思うのです。 

 伊藤防災担当課長として、前任者が２５だから、

それぞれ上げざるを得なかったという経過はわかる

けれども、本当は自主的に議論する、実態がどうだ

ということの形は進めていくということで、ここは

ぴしっと、何ぼというような形でやっていただいた

ほうが、４点セットあるところは１１住民会しかな

い。 

 私は、資料請求の中で、具体的な活動内容はどう

かということで要求はしたのだけれども、活動内容

の報告は、資料請求の報告にはなかったのです。な

いということは、余り挙げられなかったという、私

は気持ちとしては持っております。 

 そういうことで、今、今村委員もおっしゃったよ

うな形で、何とかそういう目標に向けて頑張ってい

ただくということと、２１年度の２５というのは、

基本的に、やっぱり数字を訂正する、それから、２

５年度は、第５次総合計画では１６となっているか

ら、そういうレベルに下げていったほうが僕はいい

のかなということで、それ以上いけば、これは本当

に我々地域住民としても喜ばしいことなので、その

点の見解を受けたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 防災担当課長、答弁。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） ９番中村委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 まず、２５の数の件でございますけれども、これ

は、町としていたしまして、今、委員言われました

とおり、やはり地域の方々の生命、財産を守るため

には必要な数字だと認識しております。それを踏ま

えて、目標２５ということで提示をさせていただき

ましたけれども、これを全町に広がるように、先ほ

ど御答弁させていただきましたとおり、住民会の会

長会議を通じまして、働きかけをさらに強めいきた

いと、このように思っているところであります。 

 それと、場所的に２５ある住民会組織の中で、先

進的な取り組みをしていただいている住民会も現実

にはございます。それは、行政が地域に出向きまし

て、災害弱者等の聞き取りをしましても、やはり個

人のプライバシーですとか、個人情報ですとか、そ

ういうものがありまして、なかなか情報が得られな

いという課題もございました。 

 ただ、その中で、住民会組織が自主防災組織を立

ち上げてくれたことによって、住民会の皆さんが地

域に出向いていって、そういう人の把握をしていた

だいているという現実もございますので、今後、何

回も言いますけれども、そういうところで機能の充

実を図ってまいりたいと。 

 ２５については、今後の町が考えている最大限の

目標でございますので、訂正できれば一番あれです

けれども、私ども２５に向かって努力をするという

ことで、御理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ７７ページ、広域消費生活

相談負担のところですけれども、昨年は９３万円で

した。ことしは１５万円マイナスで７８万円になっ

ておりますけれども、これで、広域ということで、

富良野市でやっていただいているかと思うのですけ

れども、負担金の決め方というのはどのようになっ

ているのでしょうか。 

 それと、２１年度は相談が少なかったということ

なのでしょうか。どれだけの相談寄せられたのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ２番村上委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 負担金の積算につきましては、人口割と世帯割

と、あと、相談件数割でなってございます。それと

同時に、金額が減少した者につきましては、平成１
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８、１９、２０と３カ年の実績できておりますの

で、その変化でございます。 

 それと、相談件数ですが、ちょっと細かい数字ま

で持ってきてございませんが、年間、富良野圏域全

体で３００件、そのうち１割弱が上富良野町の相談

案件ということで、富良野ほうからは連絡を受けて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 上富良野町にも消費者協会

ございますし、果たして上富良野町の消費者協会が

実際に富良野市、広域のほうにどのような相談が寄

せられているかというようなことはわかっていらっ

しゃるのではないかと思うのですけれども、その

点、町としては、上富良野の消費者協会の方との会

議とか、そういうのはやっていらっしゃるのでしょ

うか。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ２番村上委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 町の消費者協会のほうにつきましては、特に細か

い、例えば先ほど言いました２６件のうち、大体が

詐欺の相談件数でございますので、その内訳等を町

の消費者協会にお話しすることは特にしてございま

せんが、町の消費者協会のほうの皆さんにつきまし

ては、それぞれできるものの、地産地消とか、いろ

いろな相談、あるいは役員会等々ございまして、そ

ういうものの活動に一生懸命邁進していただいてい

るところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） この部分は、町民にとって

も大切な消費者問題とか生活の安全問題でございま

すので、よく連携とってやっていただきたいと思う

のですけれども、何年か前に私ちょっと伺いました

ら、上富良野さんから寄せられる相談は、どうにも

こうにもならなくなってから来るのが多いのだよね

と、こういうようなことをちょっと言われたもので

すから、きょうも火曜日で心配ごと相談、また

ちょっと違う面ですけれども、きょうやっておりま

すけれども、そういうことにならないようにしっか

り、地元の協会もありますので、やっぱり連携とっ

てやっていただきたいと思います。 

 この不用額が１４８万９,１１０円、こればかり

でないですけれども、非常にこの不用額も多いの

で、相談が、案件にもよって、世帯数とか案件とか

実績とかを見て、負担金を決めているのだというこ

とですけれども、要は、広域もしっかりやってもら

わなければいけないのですけれども、地元の協会を

生かすような感じで、綿密に連携とってやっていた

だきたいと思うので、その点、何回かそういうのは

やっていらっしゃったのですか、どうなのでしょう

か、２１年度につきまして。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ２番村上委員の

御質問にお答えさせていただきたいと思いますが、

町の消費者協会に対して、沿線の消費相談の相談件

数とか内容について、細かいことについて、私ども

事務局のほうからお話ししたことはございません。 

 ただ、年間、毎年３月に町の広報紙と一緒に、消

費者問題のチラシを入れさせていただいたものとい

うのはございますので、この後また、消費者協会の

役員会とか総会のときに、情報提供は随時していき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 同じページの協働のまち

づくり推進費について伺いたいと思います。 

 自治基本条例も制定されていまして、また、まち

づくりの準備委員会等も立ち上げて、終わりました

けれども、そういった意味で町民の関心がすごく高

まっていたと思うのです。講師の先生も、大変わか

りやすい講師を選んでくれたのだなというふうに

思っているところなのですけれども、つい先日もま

た同じ先生の講演がございました。 

 それで、２０万円という講師謝礼の金額が出てい

るのですけれども、これの内訳と、補助とかがあり

ましたら、また、旅費ですか、これは大阪の先生で

した。航空券はどのような感じで、早期に購入する

と安くなるとか、いろいろあると思うのですけれど

も、その辺ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹、答

弁。 

○自治推進班主幹（吉岡雅彦君） 協働のまちづく

り、大変重要な仕事というふうにとらえておりまし

て、講演会を開催するに当たり、どのような先生を

呼ぶかということでちょっと考えておりました。昨

年５月に、市町村職員中央研修所、いわゆる市町村

アカデミーに研修に行ってまいりまして、その中

で、ＮＰＯに関しては、ＮＰＯ法をつくるために奔

走した方だとか、ボランティア、ＮＰＯ、また、協

働に関していろいろ、第一人者といえるような方々

が講師でありました。 

 その中で、早瀬昇さん、大阪ボランティア協会の

常務理事と事務局長をやっている方なのですが、非

常にボランティアに精通しております。年間１２０

回程度講演をこなす方なので、大変お忙しい方では
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あるのですが、また、ＮＰＯ法をつくるときにも奔

走した方でもありますし、また、協働のまちづく

り、これも数々講演の実績を持っている方でござい

ます。 

 起爆剤になるような講演会というか、うちの協働

のまちづくりは、町民の方、また、議会、町が力を

合わせてやるということになってございまして、よ

り多くの方に聞いていただきたいということで計画

しましたが、この先生、実はお呼びしようと思った

ときに、アカデミーにもいろいろ聞きまして、直接

また電話したのですが、９０分で１５万円の講演料

の先生なのです。それに、交通費、宿泊費などは別

になります。今回、町民の方向けの講演会、それか

らあと、職員向けにも話をしていただきたいという

ことで、９０分で２回お願いをしたところでござい

ます。それで、交通費、旅費、全部講演料に含ん

で、予算が２０万円だったものですから、その中で

お願いできないかということでお願いしまして、正

直な話、既定の料金からいくとかなり少ないのです

が、日程を何とかすき間をつくってきてあげると。

それで、９月に話をしまして、２月に講演会をやっ

たところでございます。 

 ですから、当然向こうのほうで航空券なんかは手

配しますので、早期割り引き全部使っておりますの

で、実際には片道１万２,０００円程度で賄ってい

る。また、宿泊もトーアスで八千何ぼというような

ことできております。ただ、うちは全部込みで二十

万円ということでお支払いしてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番一色委員。 

○７番（一色美秀君） 成果報告書の１６ページな

のですが、ちょっと重複するかと思いますけれど

も、移住・定住対策についてでございます。 

 これは一つの例なのですが、秩父別というところ

で、学校の跡地を整備いたしまして、１平米当たり

１円で売り出しました。それで、３年から５年以内

に定住することを条件に売り出したわけですが、こ

ういった思い切った対策をとっているところもござ

います。 

 そういった意味において、もう少し一般の町民の

方にも公募してでもいいのですけれども、何かもっ

といいアイデアだとか、思い切った方策がないか、

そういったことをとるかどうかについてちょっとお

尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番一色委員の移住・

定住対策についての御質問にお答えを申し上げま

す。 

 先ほどの回答と重複するかもしれませんが、ま

ず、移住・定住対策につきましては、町の重要課題

だというふうに位置づけをしているところでござい

ます。 

 また、先ほどの答弁でもありましたように、これ

まで、頑張る地方応援プログラムの一環として移

住・定住推進プロジェクトを推進してきたところに

ございます。 

 今現在、職員のプロジェクトチームをつくりなが

ら、今後の移住・定住対策の具体的な計画について

今、策定中でございます。 

 委員の、先ほど例にありましたように、学校の廃

校の売り払い、これは上富良野町にあるのかどうか

は、今後の推移を見なければなりませんが、思い

切った方策を打つことが、どのような方策をすると

で効果的に推進を図れるのかどうかは、この計画を

今、策定している最中でございます。 

 委員から御発言のあった部分についても、ぜひこ

れらの計画で検討を進めていきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番一色委員。 

○７番（一色美秀君） ちょっと町長にお伺いした

いのですけれども、移住・定住も含めてそうなので

すけれども、本当に富良野というか、上富良野の景

観に頼るだけではなくて、本当に子供たちを育てる

にはいい町なのだと、保育園から学校すべてに対し

ていろいろな、子供たちの手当だとか非常にいい町

なのだとか、例えば各地域のコミュニティ活動は非

常に活発で、非常に隣近所が仲よくて住みよい町な

のだとか、また、農業のお手伝いだけではなくて、

趣味と実益を兼ねた野菜栽培だとか、そういうもの

ができるのだとか、そういうようなことも含めて、

いずれにしても、根底には、本当に私たちはいい町

なのだと、本当に住みやすい町なのだということが

前提でありまして、端的に言えば、本当にこんなに

いい町なのだから、ぜひ皆さん我が町に来てほしい

と、そのような呼びかけができるような町にしなけ

ればならない。 

 さらに言えば、根本的には、一部署ではなくて、

まちづくりそのものに関することになってくると思

いますので、総合的に取り組む意思があるや、なし

や、その点について町長にお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番一色委員の移住・定住

についての御質問にお答えさせていただきますが、

全体的な考えの部分につきましては、ただいま委員

からお話があったような、そういうまちづくりは、

まさしく望ましいまちづくりで、共感を覚えるもの
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でございます。 

 ただ、現実に移住の誘導策をどのように推進して

いくかということにつきましては、幾度か定例会等

でもお話しさせていただいておりますが、非常に移

住を希望される、潜在的に上富良野に目を向けてく

れる方が多いということは私も認識しております

が、それぞれ目指すものが非常に広範にわたってい

る実態もございまして、そういう方々を実際に上富

良野に定住していただくために条件整備を、また、

町としてしなければならないという、そういうよう

なことも起きてくる可能性がございます。そういう

ことを考え合わせますと、町がそういう準備をどの

程度整えていけるかという大きな課題もあります。 

 しかし、総合計画にも掲げておりますように、や

はり目標人口を維持するということは大命題でござ

いますので、現在、上富良野で住んでおられる方と

の、移住を希望される方との公平感も一方では保っ

ていかなければならないということで、今、プロ

ジェクトチームで、そういった課題について一つ一

つ検証しておりますので、さらに具体的に皆さん方

にお示しできるものができるというふうに考えてお

りますので、ぜひまたいろいろな機会を通じて、皆

さん方からも御意見を賜ればというふうに思ってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ７７ページの真ん中辺の生

活灯のところなのですけれども、資料のほうでいき

たいと思います。成果報告書の１５ページ。 

 きのう資料ももらって、資料は、似たようなもの

が出てきたのですけれども、資料４５ページなので

すけれども、成果報告書の１５ページでお話ししま

す。 

 第１種と第２種の内訳という、一番右端の表を見

ると、新設が２とか４とか書いてあります。撤去が

１４とか２１ございます。資料をもらっても撤去の

話はないし、その下にある生活灯の新設等において

も撤去の項目等は出てきません。しかし、ここに撤

去という数字が載っておりますので、この撤去につ

いて質問したいというふうに思います。 

 撤去するに当たって、１種、２種の目的はいろい

ろありますよね、商工業の振興だとか、あるいは１

種、２種共通では、交通安全とか防犯とかありま

す。そういった目的がありますから、この撤去はだ

れが判断しているのか、そこをぜひお伺いしたいな

というふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ６番今村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 撤去につきましてなのですが、この生活灯の助成

につきましては、町内会等の団体を持っている団体

に対して町が助成をさせていただいております。そ

のそれぞれの団体において、物がもう劣化した、あ

るいは近隣に建ったので、もうなくても特に防犯

灯、生活灯に支障ないものだということで、それぞ

れ申請者のほうから上がってきたものを町のほうで

認めて、改修等費用等の補助を出しているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 町のほうに上がってきて、

認めると。例えば町長は御存じなのか、どこか、途

中の課長サイドでとまって、委任決裁しているの

か、そういったお話も、どこで結審しているのかお

聞きしたいと思います。 

 やはり撤去というのは、たった２文字ですけれど

も、非常に大きな意味があると思うのです。防犯を

兼ねていますから。それを一町内会あたりで撤去で

きるのかどうか、やはり町としては指導するべきで

はないかというふうに思うのですけれども、万が

一、防犯上の事件、事故が起きたらだれが責任とる

のかというお話、やっぱり町内会長にとってもらう

のか、そういったところも含めて、ぜひお伺いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ６番今村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 撤去等の部分につきましては、決裁につきまして

は、課長決裁となってございますので、担当課長で

あります、うちの中田課長までで判断してございま

す。 

 それとあと、生活灯、防犯灯として、当初つけて

おりましたので、当然そのことがなくなるというこ

とは危惧する部分ですが、現在、白熱灯２０ワット

とか水銀灯４０ワット、暗いものにつきましては、

町内会それぞれ考えられて、電気料等々も比較して

考えられて撤去することがございますので、そうい

う形につきましては認めることで、また新たなもの

がついた場合についても、新設の部分で補助してお

りますので、そういうことで考えてございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。先ほども言

いましたけれども、目的が目的としてありますの

で、ちょっとまずいなと思っておられるのであれ

ば、ぜひ考え、見つめ直して、直すところは直して
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いってほしいなというふうに思っています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ページ数は８７ページ、そ

れから、成果報告書は２０ページの関係でお尋ねを

いたしたいと思います。 

 戸籍の関係です。成果報告書の中で、戸籍関係と

いいますと、戸籍人口１万３,４２７名、それか

ら、住民基本台帳関係、人口１万１,８８７名とい

うことで、この差が１,５４０名おられます。 

 先般、９月１４日の道新に富良野市の関係が出て

おります。富良野市は、１００歳以上が、戸籍上生

存している方は１２５名、最高年齢は１８６７年生

まれで、１３３歳に相当するということで出されて

おります。 

 したがって、今回、１００歳以上で、わからない

人が２名ということでございましたけれども、現実

に、１,５４０名の差というのを、やはり戸籍を

チェックしていかなければならないのではないかな

という関係がございます。 

 それで、あくまで上富良野に戸籍を持って、住民

票だけ移したと、そういう人たちがおられると。そ

の方の数字がこの数字だということで、先般、法務

局の戸籍の主任の方にお伺いをしたら、そういうこ

となのですと。言うなれば、法務局には、うちの戸

籍の副本があって、万が一、上富良野町が火災に

なった場合のことも含めて、復元できるような形で

法務局に保存しておりますと。そして、実際に法務

局としては、戸籍人口イコール住民基本台帳にはな

らないので、それはあくまで上富良野町でそれらを

調査をすべきではないかと。 

 この前、道新の富良野市の関係は、そういうこと

で、１２５人がおられると。住民登録先の住所など

を記載する戸籍付票というのが白紙で、所在不明に

なっているという方が１２５名ということで、そう

すると、うちの町も戸籍人口の、現在、戸籍のある

中で、それらを精査していかなければならないので

はないか。これは大変な作業量もかかるし、それか

ら、もしくは親戚縁者等も含めて確認の作業もしな

ければならないのではないかなという気がしますけ

れども、いずれにしても、この数字をある面で再調

査をすべきと考えるのですけれども、この点いかが

でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（中田繁利君） ９番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 本町におきまして、平成７年１０月１日から、戸

籍の届け出を戸籍情報総合システムでコンピュー

ター化いたしまして、入力して処理をしてきており

ますけれども、この時点で、戸籍の人口は１万４,

５０９名、住民基本台帳の人口は１万３,２００人

ということで、戸籍の人口のほうが１,３０９人多

い状況でスタートしております。 

 その後、それぞれの届け出を処理してきておりま

して、平成２２年３月３１日現在は、今、委員が

おっしゃったように、成果表の２０ページに記載し

てございますように、１,５４０人戸籍人口が多い

状態になっております。 

 この原因といたしましては、委員がおっしゃられ

ておりましたように、ここにも書いておりますけれ

ども、転籍が１年間で６３件、転出届が４７７件と

いうことで、住民基本台帳のほうの転出の届け出

は、その都度されますけれども、戸籍上の転籍のほ

うが大変少ないというようなことで、それらが原因

して、このような戸籍人口のほうが多くなっている

のが現状であります。 

 ことし１００歳以上の方の調査をいたしましたけ

れども、このような原因で、２名の方が戸籍上に

残っているというようなこともわかりました。 

 それで、今回の調査では、１００歳以上の方が、

戸籍上は８名で、住民基本台帳のほうは６名という

ことで、対象者が少なかったので、すぐ突合できま

したけれども、これら突合するのには、コンピュー

ター化しておりますので、生年月日と名前と住所を

入れると突合はできるのですけれども、その後、そ

れらを突合して、いらっしゃらないということが判

明したときに、その後の調査がまた必要になってき

ますので、現在、窓口のほうのスタッフではなかな

かそこまでできないような状況ですので、今後、ど

こまでそれをする必要性があるのかも見きわめなが

ら、ちょっと検討させていただきたいと思っており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 確かに大変な作業だなとい

うことは、私、推測をされます。しかし、こういう

ことで、１回どこかで、平成７年に電算化したとき

も、こういう実数が、１,３０９名の方が違ってい

ると。今回は、私は平成１１年からずっと調べみま

したら、大体１,５００、１,３００程度が、全部各

年度ごとにあります。 

 したがって、副町長にお尋ねしたいのですけれど

も、やはり今、国もそういうことでやる方針でいる

ということで、旭川法務局に聞いたら、担当の係長

は言っておりましたので、基本的にうちの戸籍人口

の大差をぴしっとして、一応の段階として、どこか

で区切りをつけたほうがいいと考えるのですけれど

も、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 
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○副町長（田浦孝道君） ９番中村委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 住民基本台帳法に基づく住民登録と違いまして、

ここに実在するかどうかについては、ちょっと私、

戸籍法上の規定、ルールがどうなっているかわかり

ませんが、聞き及んでいますと、特定の人が北方領

土に本籍を移すというようなこともございますの

で、実際の住基人口とかけ離れていることについて

は多くあるのかなというふうに思うところでありま

す。 

 ただ、今回、特に高齢者が生存しているかどうか

について、非常に社会的な問題になりましたことか

ら、これらについても、それ以外の方についても、

所在がどうなっているか、あからさまに調査するこ

とについて、戸籍法上どうなっているか私は承知で

きていませんけれども、今、法務局のほうで、特に

高齢者の問題がクローズアップされていますことか

ら、一定程度指導なり、取り扱いの目安が示されて

いますので、最低限そういうものに沿って、しっか

り適正な管理はしていかなければならないと思いま

す。 

 いずれにしましても、この大差をどうするかにつ

いては、これらについてはなかなか、やることがい

いのか、やらないとだめなのか、これはしっかり法

と照らしながら、また、法務局の指導を受けながら

対処してまいりたいと思いますので、その点ひとつ

承知をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 戸籍に白紙付票ということ

で、住民票を移したら移した先の住所を戸籍の中に

付票で書くことになっているのです。 

 しかし、富良野の場合は、それがないから、どこ

かわからないということで、恐らくうちもそうでな

いかなという気がしますけれども、ただ、法務省の

通達では、１２０歳以上で、付票が空白になってい

る対象者を戸籍から外すことができる、申請ができ

るということであれば、私はやっぱり調査をして、

その観点できちっと削除申請をするのかどうかとい

うこともやらなければならないし、特に、親戚の関

係のルートを調べるといったら大変な作業かなとい

う気がしますけれども、今、中田課長がおっしゃる

ように、今の職員体制では十分それらができないと

いうことになると、恐らく、全国的な関係なので、

法務省もある面で予算措置をしながら、ある面で指

導されてくるのかなというのが、今、旭川法務局の

お話でしたので、そういうことを含めて、国の方針

等が出てくれば善処するような形で進めていただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 地デジの関係で質問いたし

ますが、まだ地デジの、いわゆる普及に当たって、

どういう手続をして、チューナーを所得がない生活

保護世帯だとか、そういう知らない方がいるかとい

うふうに思います。それで、その点で、具体的に、

やはりそういう方が上富良野に何人おられるのかと

いうところを丁寧に調査して、そういう方に対して

は、具体的な今の制度がかかわった部分もあります

ので、手続で、お知らせする。もしくは、できなけ

ればこちらが誘導するというような、そういう方向

というのは必要だというふうに思いますが、この実

態等について含めて、今後の対応等についてお伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 まず、委員御質問のＮＨＫの受信料の全額減免さ

れている、いわゆる低所得者の方々の地デジ対応か

なというふうに理解してございますが、これらにつ

いては、一定程度の低所得者世帯につきましては、

チューナーを無償で貸し付ける制度がございます。 

 このＮＨＫの受信料の全額減免につきましては、

申請行為で、保健福祉課に申請をし、これらの対象

の方々の名簿があるかというふうに思います。来年

７月の完全移行までの期間、これらの方々の申請が

されているのかどうかチェックをしながら、場合に

よっては、その方々に通知をすることも可能かなと

いうふうに考えています。 

 したがいまして、来年７月に向けて、これらの制

度の周知徹底を図っていきたいというふうに考えて

ございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ぜひその点、進めていただ

きたいと思います。 

 次に、移らせていただきますが、６５ページの臨

時職員等の処遇改善の関係ですが、去年もこの点に

ついて改善すべきだということで、この間、賃金、

給与の改定の問題、それと、忌引き休暇等の問題等

を指摘して、改善するようにということで言ってお

ります。 

 しかし、この間、そういった点については、なか

なか改善されません。確かに、有期雇用という形の

中で、特に現場、介護や看護職員の方、そういった

ところについては、半年あるいは１年間の、１週間

休んでまた雇用されるという形の中で、有期雇用体



 

― 29 ―

制になっていて、これは国の制度のもとに、そうい

う制度になっていて、自治体が声を上げていかない

限りは変わらない部分だというふうに思いますが、

やはりこういう制度の見直しとあわせて、忌引き休

暇制度、一般職員等については、こういった制度が

ありますが、有期雇用の方については、こういった

ものがない。あるいは一時給付の手当、そういった

ものがないという形の中で、働いても喜びがないと

いうのでは困りますので、やはりこういったところ

は、その行政改革という形の中で極力、整備の問題

もありますが、出さない、整備しないという問題が

あるかというふうに思いますが、やはり働いている

以上は、正職員と同等の形の中で、そういう制度を

きちっと整備するというのが前提にあるのかなとい

うふうに思います。 

 そういう意味で、行政というのは、やはり労働体

系をきっちり整備するというのは、当然行われてし

かるべきことだというふうに私は思いますが、この

点について、改めてその実態等、あるいは今後、そ

ういう改善の意思があるのかどうなのか含めて、ぜ

ひ改善すべきだと考えておりますが、お伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御質問

に私のほうからお答えをさせていただきます。 

 委員からさまざまな場面で、今、御意見のある部

分につきまして、御意見をいただいていることは承

知をしているところでございます。 

 資料３でも御提示をさせていただいてございます

が、町のいわゆる臨時職員の雇用の形態につきまし

ては、さまざまな形態で雇用をしている実態にござ

います。 

 この資料３の数字は申し上げませんが、ある非常

勤嘱託職員等につきましては、職員の４分の３の勤

務を確保しながら、おおむね社会保障等々も含め

て、休暇も含めて、職員に準ずる形で雇用をさせて

いただいているところでございます。 

 また、一般臨時職員、いわゆる短期の、短時間の

臨時職員につきましては、法に照らしながら、いわ

ゆる労基法に基づく有給休暇等を付与しながら雇用

している実態にございますし、また、職員の４分の

３の勤務を下回る時間の雇用につきましては、社会

保障の全般は付与していない実態にございます。 

 また、最低、労災あるいは雇用保険等を付与しな

がら、雇用実態にある点、御理解いただきたいと思

います。 

 また一方、介護の部分につきましては、昨年の９

月から時間給を上乗せしながら、その勤務実態に合

わせた賃金体系等をさせていただいているところで

あります。 

 いずれにいたしましても、あと、忌引き休暇につ

きましては、短時間臨時雇用の方々については、忌

引き休暇は今、付与していない実態にあります。 

 これらいろいろな雇用形態の中で、今現在、内部

で協議をしてございますのは、忌引き休暇を付与す

ることがいいのかどうかは別といたしまして、今、

裁判員制度等も制度化されたことから、例えば臨時

職員の裁判員に任命されたときにはどのようにする

のか、今ルールを持ってございませんので、これら

も含めまして、臨時雇用の処遇のあり方をどのよう

にしたらいいのか、今、内部で協議を進めたいとい

うふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ぜひ協議していただきたい

というふうに思います。 

 特に、介護現場等については、やはり忌引き休暇

がないから有休を使うという形にもなっておりま

す。 

 なぜパート労働者に至っても、臨時がパート化に

なったのかというのですが、行政改革の、ここにも

書かれておりますが、すべて業務体系、多様な業務

体系というように、課長おっしゃるように、まこと

にそのとおりなのです。短時間、あるいはその労働

時間に合わせて、仕事に合わせて労働時間を変える

という形の中で、なるべく、いわゆる社会保険も減

らしてもいいのではないかという論議の中で、結

局、臨時がパートになるという形態になってきてい

るわけで、私は、多様な雇用形態というのは大変よ

ろしいかと思いますが、しかし、行政が行うべきと

きには、きちっとした社会保障制度や、やっぱり形

態をとって担保する、そういう必要性があるという

ふうに私は思いますので、そういうものも含めて、

ぜひもう一度、町長、この点、よく内部の協議もさ

れていて、わかっていらっしゃると思いますが、町

長、今後、改善される考えをお持ちかお伺いしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えします。 

 今、概要については総務課長のほうから説明申し

上げたとおりであります。 

 休暇制度について、どれぐらい制度化したらいい

のかについては、今のところ具体的な腹案は持ち合

わせてございません。 

 ただ、労働実態を見ますと、この間、賃金水準も

改善をしてきましたが、一般の、この地域の中で、

その労働に見合う賃金水準かどうかについては、い
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ろいろと疑義がございますので、それらについて

は、一定程度改善を図らなければならないと思いま

すし、それに関連しまして、今、委員が言われるよ

うな忌引き休暇等についてどうすればいいかについ

ては、これらについては、またほかの自治体の動向

も見ながら、そういう幅出しが必要なのかどうか、

これらについては十分、慎重に判断をしたいという

ふうに考えてございます。 

 いずれにしましても、賃金の水準について、これ

は、以前から申し上げてございますように、これま

でも取り組んできましたが、もう少し目標値を設定

して、一遍にできるのか、段階的にしなければなら

ないのかについては、これを優先して、内部議論を

さらに進めてまいりたいと考えているところであり

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩といたしたい

と思います。 

 再開時間を午後１時からといたします。 

─────────────── 

午後 ０時０４分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、委員会を再開し、質疑を続けます。 

 １款、２款に対しての質疑は、ほかにございませ

んか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 代表監査委員にお伺いをい

たしたいと思います。 

 決算審査意見書の２６ページ、審査意見書まとめ

の(2)の関係でお尋ねをしたいと思います。 

 ここに、負担金及び補助金についてということ

で、負担金及び補助金に関しては、各整理合理化方

針等は、その目的、内容、効果、実績等を定期的に

評価をして精査をされたいと。特に、補助金につい

ては、補助金等整理合理化の指針を定めた実践効果

を上げることを目的にして、この中で、補助金等の

交付基準によらないものが見受けられたということ

は、恐らく抽出監査ということだろうと思います。 

 したがって、補助の目的や事業の効果等、交付基

準に照らして、的確な交付に努められたいというこ

とで、それで、私なりに、３１ページから３２ペー

ジの中に、３１ページに、補助金事務の適正な事務

処理についてということで、総務課、農業委員会、

それから９に、補助金等の整理合理化の指針の適正

について、総務課、それから１０が、町長の権限に

属する事務の補助ということで、恐らくことを指し

ているのかどうかということで、まず１点、確認し

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員、答弁。 

○代表監査委員（米田末範君） 御質問をいただき

ました内容でございますけれども、そこに、意見書

に添付をさせていただいたもの、あくまでも、委員

御指摘のとおり、試査でございますので、その試査

をもとにして整理をさせていただいてございますの

で、ここに出ているものが、件数がどうだというこ

とではございません。私どもとしては、件数等の関

連は、特段のことはございませんで、その中で示さ

れるものとして位置づけさせていただいてございま

す。 

 負担金及び補助金にかかわっての指摘といいます

か、改善点を申し述べたものについては、そこに提

示しているものをベースにして伝えているものでご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私は、３１から３２ページ

の関係が、２６ページの、補助金の交付基準によら

ないものが見受けられるというのと連動しているの

かどうかということなのです。 

 というのは、補助金の整理合理化等の指針の中

に、いただいた資料のナンバー８です。その裏面の

中に、補助金等の交付基準、(1)共通事項、(2)団体

運営等の補助金等、それから(3)が、奨励事業等の

補助金ということがありますから、これらの中を含

めて、３１ページ、３２ページの中で指摘をされた

のかということで、ちょっと確認したいのですが。

そのとおりなのかどうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員、答弁。 

○代表監査委員（米田末範君） 御指摘のとおりで

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） わかりました。 

 そうすると、ここで、指摘の事項、それから、所

管課の意見ということで、非常に基準に沿わない、

お粗末な事務処理がされていたのかなという気がす

るのですけれども、これらの関係で、総務課長にお

尋ねいたします。これらの指示を受けて、どう課長

として、事務処理の関係等を考えているのかという

ことをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ９番中村委員の補助金

の整理合理化に関します御質問にお答えを申し上げ

ます。 

 私どもの資料の中では、この合理化指針に合致し

ない補助団体が９団体ございます。この資料提供、

ナンバー８で提供してございます補助金等の交付基

準、５分の１の縛り、あるいは３分の１の縛り、５

万円以下の縛り、これらに該当しない団体が９団体
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ございます。 

 御案内のように、各団体の単年度の収支だけを見

てまいりますと、繰越金が多くある年、あるいは会

費収入が多くある年、これら年度によって若干の違

いがございますので、厳密に３分の１、５分の１の

縛りをかけていくと、単年度ごとにこれらが変動す

る可能性もございます。 

 また、政策的にどうしても、例えば例を挙げます

と、単位老人クラブ等の団体においては、一定程度

の人数の基準額を定めている場合がございますの

で、１２のクラブがございますが、このうちの一

つ、二つを、基準に該当しないから落としていくと

いうこともなかなかできない状態にございます。 

 先ほど言いましたような、政策的にどうしても必

要な団体については、一部基準をクリアしていない

ところも補助を出している実態にございます。 

 ただ、１７年にこの合理化指針を定めながら、多

くの補助団体につきましては、これらの基準に合致

するように、これまでも補助金の整理合理化を進め

てきた経過にございますので、この９団体をもうし

ばらく見ながら、補助金の整理合理化指針に合致す

るような形で、補助金の見直しを進めてまいりたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それで、ここの中で指摘さ

れていることというのは、本来的に、１０番の中

で、町長部局の決裁について失念したものがある。

それから教育委員会で、学校長への補助において、

５万円を超える備品購入起案者が学校担当者になっ

ているというのがあります。これが、前例を踏襲し

てそのままやっていたというような監査意見の所見

なのですけれども、教育委員会として、これらの関

係はいないのか、いないのですね。それであれば、

総務課長。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ９番中村委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 補助金の指令につきましては、権限、権能に応じ

て、教育委員会と農業委員会については、別の交付

指令の権限を持ってございます。 

 ただ、私ども総務課といたしましては、権限はと

もかくとして、補助交付の一連のルール化は私ども

で持ってございますので、私のほうからお答えをさ

せていただきますが、委員御指摘のように、今回、

大変恥ずかしい話でございますが、補助金の交付の

一連の手続について不備があったことを監査委員か

ら御指摘をいただいたところでございます。 

 これらについては、事務が完璧に行われることが

私どもの当然の責任でございますので、御指摘いた

だいた事項については、すぐに所管課に指導しなが

ら、今後このようなことがないように、また、一般

の職員についても、イロハのイでございますけれど

も、これらについては徹底を図っていきたいという

ふうに考えてございます。大変申しわけございませ

ん。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ７９ページの住民自治活動

推進交付金のところですが、８１２万３,２００円

書かれております。それで、今、２４、資料いただ

いております。見てみますと、世帯数がふえるのと

同時に、高齢化が進んで、どんどんふえる傾向が見

られます。ですけれども、人口減、総体的には、こ

の金額、昨年と比べまして２６万５,９５０円ぐら

いマイナスになっておりますけれども、今後につい

ても私は交付金は余りふえてくるような形にならな

いのではないかと思うのですけれども、各自治会に

対して、活動の報告書とかしっかり精査されている

のかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹、答

弁。 

○自治推進班主幹（吉岡雅彦君） ２番村上委員の

質問にお答えしますが、以前は六つの、例えば文書

配布だとか、いろいろなものを一括しまして交付金

化してございます。使途を縛らない自由度の高い一

括した交付金ということでありまして、これに関し

ては、特段求めているものはございませんが、基本

的に各住民会から総会議案をいただいておりますの

で、その中で事業の報告だとか、そういうものを確

認させてもらっているということであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 余り縛りをつくらないのだ

ということでございますけれども、各自治会で工夫

をして、いろいろ取り組んでほしいということもあ

ろうかと思いますけれども、２０年９月３０日現在

になっておりますけれども、郡部のほうでは、一番

小さいところの地区で３５名、一番大きいところで

６４１名、それから、市街地にありましては３０５

名、一番大きいところで１,２６６名と、かなり格

差がついてきておりまして、それで、郡部の心配と

しましては、限界集落、将来についてはなってくる

のではないかとか、市街地では、３０５名というの

は中町でして、中心のほうから空洞化が起きてきて

いるなと、こういうような傾向が見えるのですけれ

ども、今後について、こういう住民自治の活動の推
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進交付金としてのあり方でいいのかどうかと思うの

ですけれども、そこら辺はどのように考えていらっ

しゃるか。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹、答

弁。 

○自治推進班主幹（吉岡雅彦君） ２番村上委員の

質問にお答えしますが、この制度はまだ始まってそ

う年数がなく、例えば一括いたしまして、平成２０

年度まで激変緩和ということで、額の差があるとこ

ろにつきましては、２分の１の額を補てんするとい

う形で、今回の資料の中でも、２０年度は、右端の

交付額の横に加算額というのがございまして、それ

がようやく２０年度をもって３年間の猶予が終わり

まして、２１年度からようやく加算がなくなったと

ころでございまして、まだ制度としては新しいもの

ですから、現状では、今後、交付金を見直すという

考えは今のところございません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ７４ページの負担金、補助

金及び交付金という形で、基地対策協議会の関係に

かかわってお伺いいたします。 

 この間も申し述べてきましたが、この資料でも演

習の回数が非常に多いという形で、地域の方々から

も、それにかかわる、いわゆる騒音の被害防止に対

する対策等をとってほしいという形の声がずっと上

げられております。 

 それに基づいて、町も要望という形で、改善のた

めにその努力もされているかというふうに思います

が、具体的に進歩があったのかどうなのか、この

点、わかればお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 今現在、特に、演習場における騒音対策というこ

とで、地元から騒音の苦情等を一部いただいている

ところでございます。それを受けまして、町といた

しましては、国に対しまして、基地対策協議会の要

望をもって、防音対策について要望を上げていると

ころでございます。 

 現実には、ことしに入りまして、騒音の現状につ

いて、今、国において、上富良野町の３地区という

ふうに候補地を聞いてございますが、具体的にこと

しじゅうに騒音の現状について調査をすることと

なったところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 前にも調査するという話あ

りましたが、ことしから具体的に着手するという形

で、それに基づいて具体的な対策をとるということ

かいうふうに思いますが、これは、３地区というの

は、大体どの地域で、どういう騒音防止の、いわゆ

る調査という形だけなのか、それに住民の意見も当

然取り入れられるかと思いますが、その点、具体的

にわかる範囲でよろしいですが、教えていただけれ

ばと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 騒音の現状については、町でも何度かはかってご

ざいますし、これらについては承知をしているとこ

ろですが、今回、国において、上富良野演習場だけ

ではなくて、これまで航空機の騒音対策が中心に国

で行っていたところですが、このたび国において

は、いわゆる砲弾の騒音について、現状を今、把握

する動きになったところであります。 

 したがいまして、全国の演習場の現状について、

今、国が正式に委託業者に発注をし、全国の騒音の

状況を調査しているところでございますが、その調

査がたまたま今年度、上富良野町で行われると。ま

だ確定した情報ではございませんが、そのように聞

いてございます。 

 地区については、まだ確定地区ではございません

ので、今、候補地が３地区ぐらいを候補に上げてい

るようですが、そのうち１点になるのか２点になる

のかは、まだ今後、地元の意見も聞いていただける

ものだというふうに考えてございますので、私たち

はなるべく多くの調査地点を設けていただけるよう

な要望も上げていきたいというふうに思ってござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 御存じのように、調査地点

によっても当然いろいろと騒音の響きだとかも違っ

てきます。そういったところは、町も当然きめ細や

かな助言をしながら、住民の困っている問題につい

て、当然助言もこれからもされるかと思いますが、

その点。 

 それと、従来は飛行機騒音だけが対象でありまし

たが、砲撃訓練等による被害が対象になれば、さら

に地域の方にとっては本当に喜ばしいことであり、

それは、今後の騒音対策につながるものにもあるか

というふうに思います。 

 あわせて、この点は、恐らく個人の補償等の問題

等がどうなるかというところまで踏み込まれるかど

うかわかりませんが、そういうものも含めて、町と
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しては、一連の騒音対策として、当然要望の一つと

して上げる必要があると思いますが、この点はどう

でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御質問

でございますが、まず、調査地点でございます。先

ほども申し上げましたように、上富良野町だけの調

査ではございませんので、全国で統一した基準の中

で調査をされるというふうに聞いてございます。お

おむね基準となりますのは、いわゆる公共施設の場

所において騒音がどうなのかというふうに調査がさ

れるように聞いてございます。 

 したがいまして、演習場の境界付近で調査がされ

るものではなくて、公共施設をどの程度の範囲で判

断するかにありますが、いわゆる部落の会館を公共

施設と見るのか、もっと住民会組織の会館を公共施

設として見るのか、この辺は、基準がまだ定まって

いないように聞いてございます。 

 いずれにいたしましても、町といたしましては、

前から北海道の基地対策協議会でも、上富良野町の

基地対策協議会においても、以前から要望をしてお

るところでございますので、町といたしましても、

どのような枠組みになるのかわかりませんが、今回

の騒音の調査によって、国もどのような対策を図る

かは今後の話だというふうに思いますので、引き続

き、町といたしましても、抜本的な解消に向けた要

望を上げていきたいというふうに考えてございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） ８９ページの選挙管理委

員会の費用について伺いたいと思います。 

 これたしか４人ということで伺っていたと思った

のですけれども、報酬の活動日数というのですか、

あと、選挙がないときにどのような活動をなさって

いるのか、また、どのような人がなっているのか。

あと、他町村と比較した場合に、どんな数字が出て

くるのか、その辺をちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（石田昭彦君） 選挙管理委員会の活

動等についての御質問かというふうに思いますが、

選挙管理委員会につきましては、当然、選挙のある

ときには、選挙時にそれぞれの必要な、法令に基づ

いて選挙管理委員会を開いて、物事を決定していき

ます。 

 選挙がなければ、基本的には、年間４回の定時登

録がありますので、その定時登録に向けたものが、

具体的な活動としてはございます。 

 あと、それぞれ選挙ある、なしにかかわらず、選

挙の啓発事業等がありますので、それらについての

御意見をいただいたりというのが、選挙管理委員会

を開くときの主な内容であります。 

 報酬につきましては、例規に載っている金額でご

ざいますので、ちょっと今、正式に、手元にありま

せんけれども、委員長が３万二千幾らだったと思い

ます。他の委員が２万４,０００円ぐらいだったと

いうふうに記憶しておりますけれども、この月額報

酬がどうなのかについては、それぞれ御判断はあろ

うかと思いますけれども、私たちとしては妥当な報

酬額だろうというふうに認識をしているところであ

ります。 

 以上です。（「他町村」と呼ぶ者あり） 

 他町村は、私どもとそう変わらない、町村レベル

では変わらないというふうに思っています。大きな

都市や何かであれば、新聞等の報道でもありますよ

うに、３０万円、４０万円という月額報酬のところ

も、札幌市等でありますので、小さな自治体のレベ

ルであれば、大体月額報酬が、私どもは決して高く

も安くもないといいますか、どちらかというと安い

ほうの分類に入っているというふうに認識をしてい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 町長交際費の関係で、１階

の情報コーナーで見ますと、ちょっと確認をしたい

のですけれども、１０月７日決裁の平成２１年札幌

上富良野会総会で３万４,０００円支出をしている

のですけれども、何名出席したのかということを

ちょっと確認したい。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹、答

弁。 

○自治推進班主幹（吉岡雅彦君） ９番中村委員の

質問にお答えしますが、これは、今、手元に資料な

いのですが、町長、それから議長と、あと、教育委

員会から２名、それから、私ども町民生活課のほう

で予算を組んでおりまして、課長を含め、事務局が

３名、それからあと２名が、役場の課長職を２名と

いうことで出席してございます。ちょっと今、正確

に何名というのは、ちょっと手元に資料がございま

せんか。申しわけありません。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私は今、町長交際費と教育

長交際費をちょっと比較しているのです。町長交際

費のほうは３万４,０００円、それから、教育長交
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際費は１万６,０００円、教育長が出席というだけ

で載っている。そうすると、３万４,０００円は何

人分の会費なのか、それから、教育長は１万６,０

００円支出して、教育長だけ出席ということで、教

育委員会の交際費の中にはなっているものだから、

そうすると、人数的に１万６,０００円が妥当なの

か、３万４,０００円で何人行ったのか、それは教

育長は入っていないと思うのです。それをちょっ

と、人数割として、何ぼで何人ということで、それ

をちょっと確認したかったのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹、答

弁。 

○自治推進班主幹（吉岡雅彦君） ９番中村委員の

質問にお答えしますが、まず、町長交際費のほう

は、町長を含め６名であります。３万４,０００

円。それから、教育委員会のほうは、教育長と教育

委員さん１名出席されておりますので、教育委員会

は２名となってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） １人当たり何ぼということ

ではないのですか。ほかのあれを見ると、１人当た

り４,０００円だとか、何ぼということでなってい

るものですから、その点、確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹、答

弁。 

○自治推進班主幹（吉岡雅彦君） 基本的に、札幌

上富良野会総会は、１人８,０００円という形に

なっているところでございますが、非常に交際費の

ほうもなかなか厳しいということから、ですから、

町長部局のほうは、割り返したら５,６６６円とい

うふうな額になってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ８,０００円だけれども、

６人行って、六八、四十八、４万８,０００円だけ

れども、３万４,０００円を支出したという理解の

仕方でいいのですか、わかりました。 

 あと、教育委員会の交際費の中でまた改めてあれ

します。ありがとうございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで、１款の議会費及び２款の総務費の質疑を終了

いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、３款民生費の９

２ページから１１２ページまでの質疑を行います。

ございませんか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ９７ページ、保健福祉総合

センター管理運営費のところの利用の関係でござい

ますけれども、成果表をいただいておりまして、そ

れの２３ページ、ここに利用者の延べ人数を書いて

おりますけれども、大分減っておりまして、きのう

ちょうだいしました資料と数字的にちょっと違うの

ですけれども、まずはその点ちょっとただしたいと

思います。いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、どことどこ

違うか指摘願えますか。 

○２番（村上和子君） ここの利用者のところで

す。資料がいろいろいただいているのであれですけ

れども、人数が、いずれにしましても、３,８３６

人、利用が減っているのですけれども、減っている

部分について、どのようなお考えをお持ちなのか

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の、

かみんの利用状況でございます。２１年度の実績と

いたしまして、前年度と比べまして減少していると

いう傾向にあるわけでございます。例えばかみんの

健康遊浴プールにおきましては、前年に比べまして

２,０００人を超える、年間でありますけれども、

減少があるということでございます。 

 そのほか、貸し館の部分などについては、部屋に

よっては増加をしているというところも実はござい

ます。 

 そういった意味において、健康遊浴プールであり

ますけれども、このところの活用、いかに利用者

の、一度来ていただいた方について、継続して来て

いただけるようなメニューであるとか、要望にこた

えるとか、そういったものの取り組み、工夫が必要

だなというふうに感じてございます。 

 また、健康にいいということの十分なＰＲ、広報

を通じても行っているところでありますけれども、

そのところに力を入れていく必要があるというふう

に思っています。 

 ということで、２２年度におきまして、そういっ

たＰＲを実は実施しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ６万３,６９１人に対して

６万３７４人で、三千幾ら、利用者が減っていると

いうことで、今、一番減っているのが、課長がおっ

しゃいましたところでございます。 

 それで、利用料も多少いただいてはいますけれど

も、利用者が減りましても管理費はそう違わないと

思いますので、健康浴のところの人件費というのも
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かなりウエートを占めておりますし、利用者減の対

策として、何かプログラムとか、そういうのも２２

年度においてはちょっと考えたいというようなこと

をおっしゃっていますけれども、ここの落ち込みが

すごくあれだと思うのですけれども、その点はいか

がでございましょうか、どのように認識していらっ

しゃいますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 特に、かみんの健

康遊浴プールにおきましては、中心的な役割といい

ますか、町民の健康を守るという中の取り組みとし

て、大いに利用していただくことの活動を展開して

いる中であります。 

 その中において、そのレッスンの一つであります

けれども、例えばアクアビクスを実施する中におい

て、子育て支援であるとか、いしずえサークルの方

に体験していただくであるとか、夏場よりも冬場、

農作業が終わる方について、時間を利用して来てい

ただいているところでありますけれども、何とか年

間を通じて来ていただけるようなＰＲ、それから、

レッスンの工夫というものもどんどん、受託してい

る業者との協議の中で進め、取り組んでまいりたい

と思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 問題点もとらえていらっ

しゃるようですけれども、私はしっかり利用料とい

うのが把握されていないのではないかというような

気がします。 

 資料４７です。今、資料見つかりました。ここの

ところを見ますと、２０年度の利用が５万９９名、

２１年度が４万６,２６３名となっております。と

ころが、今回いただきました成果報告書を見ます

と、昨年が６万３,６９１人で、ことしは６万３７

４人だということで、１万４,１１１名の差がござ

います。それで、かみんを使っていらっしゃる方の

きちっと、しっかりした利用者の把握ができている

のかどうかということをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（坂弥雅彦君） ２番村上委員の

御質問でございますが、人数の関係につきまして

は、資料を精査いたしまして、後ほど報告いたした

いと思います。 

 ただ、デイかみんだとか、サービスの人数の関係

だとかもございますので、そこら辺と。あと、無料

相談ですとか、そういった関係の人数の絡みもござ

いますので、後ほど、確認いたしまして答弁したい

というふうに思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 後ほど出していただきたい

と思いますが、余り違っているものですから、１０

人とか１５人とかだったらわかりますけれども、１

万４,１１１名も違うものですから、これはいかが

なものかと思ったわけでございます。後ほど、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） ９７ページ、かみん運営

費のところにＡＥＤの保守点検というのがないので

伺ったのですけれども、それぞれ福祉のほうでして

いるのだというお答えをきのういただいたのですけ

れども、町内に何カ所もありまして、そのＡＥＤ

は、建物を管理している方に保守をお願いしている

という形をとっているのか、それとも福祉対策班の

中でだれかが行って点検をしているのか、その辺を

ちょっと伺いたい。 

 実際に使いたいときに、もし作動しなかっただと

か、そういったことを考えて、他町村では、今、レ

ンタルを利用している町村もふえてきているので

す。ここに保守点検が書いていないものですから、

その辺はどういうふうにお考えなのかちょっと伺い

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １２番佐川

委員の御質問にお答えいたします。 

 町内におきましては、現在、たしか１１カ所でＡ

ＥＤが設置されていたかと思いますけれども、基本

は、設置を行っている部署に担当職員を決めまし

て、毎日きっちりと緑のランプがついているかどう

かという点検を行っています。 

 あわせまして、バッテリーと電極のパットが、交

換日が決まっておりますので、それに関しては、交

換日の調査を行いまして、きっちり交換を行うよう

なことで指導を行っております。 

 健康推進班のほうから３月の段階で、ＡＥＤが設

置されている部署すべてに、ＡＥＤの取り扱いに関

して、このような取り扱いを行ってほしいというふ

うなことで、取り扱いの説明を書いて、調査を行う

ような様式もすべての部署に回して、その上で、

きっちり管理が行われているかどうかという聞き取

りも実施、３月には行っております。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） それは毎年行うというこ

とでよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、
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答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ＡＥＤの管

理に関しましては、やはりきっちりとした管理が行

われていないと作動しないということが起きたら困

りますので、年に１回はこちらのほうでも確認を行

うという形で進めたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ９９ページの負担金、補助

及び交付金で、介護保険の在宅サービス料の負担軽

減補助という形で利用されておりまして、前年度は

４８人で、今年度、２１年度は５３人という形に

なっておりますが、具体的に利用サービスの中身

等々についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 在宅サービスにか

かわりましての御質問ということでございます。 

 ２１年度の状況でありますけれども、その前の年

と比べての状況であります。配食サービスが増加い

たしているところでございまして、そういった利用

が増ということで、支出ともに増加というふうに

なってございます。 

 そのほかにつきまして、移送サービス、利用サー

ビス等がやや減少している状況にあります。 

 それから、除雪サービスにつきましては、前年度

に比べ降雪量の多さから増となっているというふう

に押さえているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 移送サービスであります

が、要支援、要介護１、２、恐らく３ぐらいまでで

したか、ちょっと記憶はっきりしないのですが、移

送サービスは制限されるという状況になっている部

分があるかというふうに思います。 

 こういった点で、利用者が求めているものという

のは、そういった利用が制限されている、介護認定

者に対するそういった支援制度というのが、他の市

町村では既に実施されている部分があるかというふ

うに思います。上富良野町では、そういった部分の

支援策というのは、具体的に実費負担という形にな

りますので、軽減策をとって負担を軽減するという

形の手法をとっている自治体も最近は出てきており

ますが、町のほうでは、この点、前にも話したかと

思いますが、なかなか実施されない部分があるので

すが、実施されないというのは、例えば人員が不足

して、そこまでいかないのか、そういうものも、何

か障害があってできないのか、全く頭に考えがない

のか、どちらかだと思うのですが、その点お伺いし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の移

送サービスにかかわっての御質問にお答え申し上げ

たいと思います。 

 本件につきましては、やはり一定の基準を設けた

サービスの提供ということで、これは委託事業であ

りますけれども、やはり通常のタクシーや乗用車で

の移送が困難、介護が必要な方で、寝たきりの状態

の形で、病院等へ通うというような、そういった

ケースで利用をしているところでございます。 

 そういったことで、現状においては、その範疇の

中で運用をしていくという形をとってございます。

やはりその基準に達しない介護度の方については、

このサービスは利用できないことになりますけれど

も、現状のところでは、こういった形の運用という

ことで、旭川なり富良野なりの病院へ通う場合の、

そういった業務で移送サービスを提供している範疇

でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 改善すべき点があるのだろ

うというふうに思います。例えば、こういう手法が

あるのではないかと、身体障がい者等については、

タクシーチケットを給付するなどがされています。 

 そういう意味で、該当にならない方々にとって

は、身体的には、寝たきりではないと。だけれど

も、その状態によってうつ、あるいはその日によっ

て、そういう状態になる。あるいは足がなかなか不

自由で、思うようには歩けないという方がおりまし

て、そこら辺が、いわゆるボーダーライン層という

形の中で、利用したくても利用できないという実情

がありますので、やはりこういう実態も含めて調査

して、そういったものに結びつけると、こういう

サービス利用の負担軽減策補助を、やはり活用する

ということが自治体に求められていると思います

が、そういった実態調査も含めて、対策をとられる

のかどうかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員の移送

サービスにかかわります再質問でございます。 

 現在、社協へ委託をしている事業につきまして

は、先ほど申し上げた事業の範囲内で現在運用して

いるところでありますけれども、町内にまた、ＮＰ

Ｏ法人である事業所というのも、実は二つ、移送事

業にかかわりまして、所要の資格を取っているとい

う現状でありまして、そういった利用の形も実は図

られるという状況にあります。 

 そういったことから、在宅サービス事業、さら
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に、ＮＰＯの実施している事業というものの利用を

視野に入れていただきたいと思いますし、当面はこ

の範疇で見守っていくように考えているところであ

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 副町長にお伺いいたします

が、担当者はこのように言っておられますが、実態

調査も含めて、ＮＰＯ法人たんぽぽ等では実施はさ

れておりますが、そういったことが知らない、ある

いは利用がなかなかされない、あるいはわからな

い、そういうこともあるのだろうというふうに思い

ます。 

 費用負担、待つ時間もありますので、それをする

となると、ＮＰＯ法人自体の負担も相当かさむとい

うこともありますので、そういったものも含めて、

実態はどうなのかということを調査する必要あると

思いますが、その点は、副町長、どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

お答えします。 

 今、担当課長のほうから申し上げたとおりであり

ますけれども、非常にそういう部門のニーズが少し

ふえてきている傾向にありますので、どういう実態

なのか、地域内の実態調査については、つぶさに調

査することが極めて重要でございますので、実態調

査については、それぞれ関係の皆様の協力もいただ

きながら、実態調査に努めてまいりたいというふう

に考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １０５ページ、地域生活支

援事業のところですが、成果表の２５ページに出て

おりますけれども、４１件、件数は減ったのです

が、２００万円ぐらいふえております。７７５万

５,２９０円になっておりまして、ここのところ

と。 

 それから、システム改修、毎年行っているのです

けれども、システムの改修というのは毎年やっぱり

行わなければいけないものなのかどうかと。 

 それから、日常生活用具の給付のところで、１８

０件、かなりふえております。これはどういったも

のが多いのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の障

がい者の自立支援事業にかかわります何点かの御質

問でございます。 

 まず、地域生活支援事業でありますけれども、こ

れにおきましては、町の範疇におきまして、独自の

といいますか、障がい者の方が日常生活を送る上で

必要な事業ということで、必要なサービスを提供す

るという内容でございます。やはり年々増加する傾

向にあるところであります。 

 それから、２点目のシステムの改修でありますけ

れども、昨年度におきまして、今年度からの報酬単

価の改正というのがございまして、その改正をシス

テムに盛り込むために必要であったということでご

ざいます。 

 それから、日常生活用具でございますけれども、

これも障がい者の方が日常におきまして、生活する

上で必要な用具の給付でございます。主に、最近こ

の対象となりましたのが、ストマ用具、人工肛門の

方、あるいは人工膀胱の方が日常生活を送るための

消耗品的な用具の給付というのが最近ふえてきてい

る傾向にあります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） システム改修は何か毎年、

組み込むものが、項目が変わってくると必要なのだ

と思いましたけれども。 

 プランのほうですね、町独自の対策をとっていろ

いろやったのだと、そういうお話ですけれども、ど

ういった内容のものなのか、今あれでしたら、また

後ほどよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、日常の用具で、今、人工肛門の方が給付

が多かったのだというお話ですけれども、件数が１

８０件ぐらい、倍になっているものですから、その

方は大きな給付だったと思いますけれども、あとの

方は、どんな用具を主に借りていらっしゃるのかと

思いまして、お尋ねしているのですけれども、その

点につきましてどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 最初の御質問の地

域生活支援事業であります。これにつきまして、メ

ニューといたしまして、日中一時支援でございま

す。障がい者の方の生活、一時的な預かりという形

でございます。そういったものから、訪問入浴サー

ビスであるとか、移動支援というものが主なサービ

ス提供の内容となってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 日常用具、主にどういった

ものが、昨年と比べまして１８０件ぐらいふえてい

るものですから、それで、どんなものが主にあれな

のかと思ってお聞きしているのですけれども、それ

を教えていただきたいと思いまして。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（坂弥雅彦君） ２番村上委員の
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用具の関係でございますが、ほぼ大半がストマとい

うことで、蓄電器、同じような方が、ある程度時期

が来たら更新するということで、そういった方々が

年々ふえてきておりまして、本年度についても１

件、２件というようなことで、蓄電器がほぼ９割以

上というような状況になってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ９７ページの敬老祝い金の

ところでありますけれども、成果報告の２３ページ

です。 

 成果報告によると、喜寿１１１人、米寿３６人、

白寿３人と、結節結節でしっかり調べられておるの

ですけれども、この所在確認というか、生存確認を

どのようにやったのか。 

 と申しますのは、町民生活課は、１００歳以上が

６名で、追跡調査もなかなかできないという話あり

ましたので、これだけの人数の確認をどのようにさ

れたのか、あるいは課同士の横の連携はあるのか、

ないのかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（坂弥雅彦君） ６番今村委員の

御質問にお答えいたします。 

 今回、高齢者の所在不明だとか、そういったよう

な報道やなんかもあったわけなのですが、保健福祉

課の職員、数班に分かれまして、あと、包括支援セ

ンターのほうでも、ある程度所在確認してございま

す。 

 そういった状況の中で、御本人がおられる場合に

ついては御本人に、御本人が入院ですとか入所だか

している方につきましては、その確認を行いまし

て、御家族の方に交付しているというような実態に

なってございます。 

 あと、高齢者の人数の関係につきましては、町民

生活課とも確認とった中で、１００歳以上の関係で

すけれども、２２年度につきましては６名というこ

とで、それぞれ施設入所５名、それから在宅１名と

いうようなことで確認をとっているところでござい

ます。 

 ２１年度についても、担当職員が班に分かれまし

て、そういった形で実施しているということで、そ

の当時の課の連携の関係につきましては、ちょっと

私もその当時いなかったので、連絡調整されている

かどうかまでは、ちょっと私のほうからは差し控え

させていただきたいと思います。ちょっとわかりま

せんので。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 対象者の把握とい

う意味では、町民生活課との連携のもとに、喜寿、

米寿、白寿の該当者というものをそろえまして、給

付への準備を進めるということをとっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） これだけの人数を情報収集

すると、情報収集手段が、また町民生活課とは違う

と。そういったものを町として持っている能力を、

やはりお互いに横の連携というものを持ってやれば

もっとよくなってくると思うのです。ここは、副町

長、どうお考えでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 組織の内部の連携につい

ては極めて重要でありますが、一方、個人情報の関

係については極めてデリケートな課題であります。

と言いつつも、行政内部で、公務を果たすために必

要なものについては、法の趣旨を抵触しない範囲

で、十分に連携をとって、あらゆる面で対処してい

くことが求められていますので、そのように努めて

まいりたい思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 基本条例でも町と町民、あ

るいは議会と町民とか、情報の共有というのはうた

われておりますので、模範を見せる意味でも必要だ

ろうと。 

 やはり所在不明というのは、これは、日本全国的

に有名になっていて、長寿大国日本がこんなことを

やっているのかと、世界的にも有名になってしまい

ましたので、追跡調査等もしっかりやらなければい

けないだろうということは思っています。非常に大

変なのもわかります。 

 ただ、ちょっと安心したのは、７７、８８、９

９、結節をやっておられるということは、来年当然

１歳手前の人がこうやって来るわけですから、ある

いは１歳年とった人は去年調べているはずですか

ら、結構頑張っておられるのかなという感じもしま

す。引き続きしっかり調査していってほしいなとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は要らないです

か。 

○６番（今村辰義君） 要りません。 

○委員長（長谷川徳行君） 質問の趣旨をちゃんと

説明員に言ってください。よろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで、３款民生費の質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 
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（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、４款衛生費の１

１２ページから１２９ページまでの質疑を行いま

す。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １１７ページ、健康推進班

のところの健康増進費のところでございます。成果

表の２９ページを見ていただきたいと思います。 

 ここに、成人保健ということで、日ごろ病気予防

から健康の増進を図るためには一生懸命頑張ってい

ただいているところでございますが、ことしは、何

か保健師さんの御都合があったようでございますけ

れども、健康教育の受講者、これが昨年は８７１人

でしたが、ことしは３３１人ということで、５０８

名減っております。 

 それから、健康相談が昨年は３,１０８人でした

が、ことしは２,７４２人、ここも３６６名減って

おりまして、それから、訪問の延べ人数も、昨年５

７４人に対しまして、ことしは３９９人ということ

で、マイナス１７５名となっております。 

 何か聞くところによりますと、きのうの書類審査

の時点でお聞きしましたら、保健師さんの事情が

あったかに聞いておりますけれども、そういうこと

であれば、なぜローテーションをうまく組み合わす

ることはできなかったのかという感じがしておりま

すけれども、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ２番村上委

員の御質問にお答えいたします。 

 昨年度につきましては、健康教育につきまして

は、実施回数は同じでしたけれども、地域で開催さ

れる、婦人会ですとか、さまざまな高齢者の集まり

ですとかの中で、集まる人数の少ない地域に出かけ

たということで、人数が減った状況になっておりま

す。 

 あと、健康相談につきまして、そして、訪問指導

につきましては、昨年は、理由にはなりませんけれ

ども、スタッフが育休をとったりですとか、２名ほ

ど少ない状況がありましたので、かわる方法としま

して、例えば２０年度には、特定健診の未受診の方

に関しましては、１件１件回って、受診を受ける必

要性とかを御説明申し上げたりという訪問も行って

おりましたけれども、ちょっと稼働的に難しいとい

う状況もありましたので、国保の保険証の更新の会

場で御説明をさせていただくというふうな、ちょっ

と方法自体を変えたという部門もありまして、この

ような実績となっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 回数については同じぐら

い、まして、ちょっとふえているのだと。ところが

人数がかなり落ちているということでございますけ

れども、助産婦さんも臨時に雇ったり、採用したり

していると思うのですけれども、そこら辺の活用と

いうのは、うまく活用できなかったのでしょうか。

なかなか課長もしっかり厳しい、かなり健康づくり

については力を入れていらっしゃるわけですけれど

も、ローテーションの組み方というのはいかがなも

のですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

 ２番村上委員の御質問にお答えいたします。 

 助産師に関しましては、昨年度は、妊婦の健康相

談を充実したいということで、妊娠初期に行ってい

た相談を初期、中期、後期という形で、お１人の妊

婦さんに３回、３０分ずつ相談を行うというような

仕組みをつくっております。成果報告書の３０ペー

ジを見ていただきますと、前年が２８８人に対し

て、妊産婦の相談が４３６人、そして、乳幼児の相

談もふやすというような形で、昨年につきまして

は、妊娠期の相談を特に力を入れるという形で、助

産師を活用しておりますので、成人保健のほうま

で、稼働的にちょっとかける余裕がなかったこと

と。在宅の保健師が今いない状況もありましたの

で、このような結果となっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １人３回、一生懸命やって

いただいているところですけれども、健康の問題で

ございますので、ひとつまた今後ともよろしくお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 決算書の１１９ページ、そ

れから資料では、ナンバー３５、成果表では３０

ページの関係でお尋ねしたいと思います。 

 資料３５で、平成１５年から２１年度までの、そ

れぞれがん検診の検診別で、それぞれ数字を出させ

て資料請求をし、いただいたところですけれども、

これらの関係で、その年度でがんが発見されたとい

う関係で、どこが何件というような形でデータ的に

とっておられれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ９番中村委

員の御質問にお答えいたします。 

 胃がん検診につきましては８名、１５年から２１

年の間で８名発見されております。大腸がん検診に

つきましては７名発見されております。肺がん検診
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につきましては１３名発見されております。子宮が

ん検診につきましては２名発見されております。乳

がん検診につきましては５名発見されております。 

 あと、町の助成はありませんけれども、前立腺が

ん検診の受診機会の提供の中で９人発見されており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） がん検診で、平成１５年か

らこうやってそれぞれ数字が挙げられました。 

 それで、私はできるだけがん検診を受けるという

ことで、データ的なものを何かの方法で町民に、早

期発見されたか、もしくは若干おくれた面もあろう

かと思いますけれども、こういう実績があるから、

できるだけ早く定期的に検診をというような、何か

周知の方法をすべきではないかと考えているのです

が、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） がん検診に

つきましては、検診の時期ごとに広報ですとか防災

無線とか、そのような形で住民のほうにはお知らせ

しているのですけれども、やはりここ２５年の間で

６２０名ぐらいが、やはり町の中でも、がんで亡く

なっているという実態もありますし、若い年代で、

例えば３０代とか、非常に若い年代で亡くなってい

る、がんの方もいらっしゃいますし、ちょっとこと

し、過去の町のがんの状況を少しまとめる作業に今

は入っています。 

 それで、胃がんと肺がんが多かったのですけれど

も、やはり最近は大腸がんの増加のほうが目立つよ

うになってきたとか、やはり町の、がんで亡くなる

方と、がんにかかっている方が今どういう状況で、

予防のために今何ができるのかというところを少し

まとめた形でやっていけたらいいなということで作

業を進めている途中ですので、また、年度末になら

ないと最終的なまとめはできないかと考えておりま

すけれども、まとまった段階で、特集を組むなりの

形とか、あと、周知方法について趣向を凝らしなが

ら、住民の方にきっちりと実態が見えるような形で

御報告できたらと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２９ページの成果報告書の

中で、基本健診の部分なのですが、６９名の対象者

で、受診者数が１２名という形になっております

が、これは、どういう方が基本健診の対象になるの

か、これは、料金等についてはどういう体系になっ

ているのか、この点についてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ５番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 基本健診につきましては、それぞれの加入してい

る保険者が特定健診を行うような制度改正が２０年

に行われましたので、町が実施主体として行わなけ

ればならない方というのは、基本、保険に加入され

ていない方となっております。 

 ここに書いてある６９人の方に関しましては、生

活保護世帯のために、医療保険に加入されていない

方というふうになっております。この方に関しまし

ては、町のほうは健診の徴収をかけないということ

になっておりますので、無料で町の健診を受けてい

ただくということになっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、相手の意識

というのも大分ありまして、なかなか受診に来られ

ないという方もあるかというふうに思いますが、そ

ういった意味では、この受診率、単純に高いとか低

いかという話ではありませんが、なかなか難しい面

もあるという形でよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 医療扶助を

受けられている方が多く見られて、本当に日常的に

医療を活用されているということで、改めて健診と

いうふうな形で意識を持っていただくということが

難しいという状況にあるということで、御理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、本来は来て

いただきたいけれども、日常的に通院等をされてい

るということで、この点で、何とかその部分につい

てはカバーできる要素もあるということでよろしい

でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） そう考えて

おります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 先ほどの健康相談の、いわ

ゆる訪問指導、あるいは集まりが少ないところに、

今回、訪問指導をかける、そういう健康相談を持ち

かけるという話ありましたが、これは、恐らく上富

良野町の状況分析をも踏まえて、こういったところ
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を受診率をどう高くするのか、どういうふうに地域

の方が考えていらっしゃるのかということも含めた

中で、健康を害さないようにするための訪問指導で

あったり、そういうことを高めるという前提のもと

で、こういったところにわざわざというか、失礼で

すが、入っているということでよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 健診を受け

て、見つかった方がきっちり生活改善していただく

というのとあわせて、健診を受けていない状況で、

自分の体の状況すら予想できないという方たちにつ

いては、きっちり受けていただくという、両方を

行っているということで、委員のおっしゃるとおり

だと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １２７ページについてお伺

いいたします。 

 一般廃棄物有料化対策費という形で、ごみの対策

関係ということで、上富良野町では、一般ごみ４５

リッターだとか、不燃ごみ等々の袋を買っていただ

いて分別にしているという形になっております。 

 近年、お年寄りの世帯がふえてきております。そ

ういう意味で、生ごみ、この点、非常に今大きいの

ですね、１人世帯ですと。また、聞きますと、やは

りこういった部分で、もう少し小さい袋を用意して

ほしいというような、そういう声が大分聞かれま

す。そういう意味で、そういった実態等は、いろい

ろしていらっしゃるかどうかわかりませんが、どう

でしょうか、そこら辺は。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ５番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 お年寄り世帯、単身世帯等、小さい世帯において

は、生ごみの袋が現在大き過ぎて、長期間でいっぱ

いになるということで、小さい袋の御要望が寄せら

れております。町の広報紙でも回答させていただき

ましたが、今現在は、まだ今の袋のままですが、小

さい形を今、試作品をつくっていただいております

ので、年内には何らかの形で、それぞれスーパーさ

ん、販売店さんのほうには出せるような準備を今進

めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 非常に高齢者世帯がふえて

きていますので、そういった点では、非常に助かる

という状況になるかというふうに思います。 

 あわせて、今、１人世帯の見守りというがありま

して、今、各地で広がりを見せつつあるのですが、

いわゆる本人の同意を得て、見守りで、ごみが出せ

ない、そういう世帯に対して、それぞれの自治体が

特別に、見守りも兼ねて、ごみ袋をごみステーショ

ンに運ぶという作業がされつつあります。 

 そういう意味で、上富良野町も、これは決まりも

きっちりあるわけですが、そういう形の中での見守

り作戦というのも一つあっていいのではないかとい

うふうに考えます。当然地域で見守りもあわせてし

なければならないのですが、そういう声も何件か、

私もごみを出す場合はあるのですが、そういうこと

を感じました。 

 そういった点の改善、あるいは今後の課題だと思

いますが、こういった点、どのようにお考えなのか

お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ５番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 単身世帯のことにつきましては、そういう声も聞

かさせてございました。それで、それぞれ収集の作

業の方が地域の方ですので、そうした状況をまた私

共のほうにあれば、そういう声を届けてほしいとい

うことでお願いもしておりますので、今後また担当

としても勉強して、改良を重ねていきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 当然周知されるということ

も必要になってくるかというふうに思います。ただ

口コミだけでは広がらない部分もありますので、も

しもそういう形でされるようであれば、きちっと周

知されて、そういった対応も必要になってくるかと

いうふうに思いますが、この点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ５番米沢委員の

質問についてお答えさせていただきます。 

 現状等認識を改めてさせていただきまして、それ

ぞれ受益者としていい体制に整えたいと思いますの

で、今後、勉強していきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 保健福祉課長。答弁漏れです。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 先ほど村上委員の

成果報告のかみんにかかわります利用料、人員の関

係でございます。 
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 資料の４７と成果報告の２５ページの相違点でご

ざいます。成果報告のほうの２５ページ、下から８

行目、利用者数延べ６万３７４になってございます

が、資料４７のほうは４万６,２６３名と少ないわ

けですけれども、こちらの資料４７のほうに、浴室

の利用、それから運動機器の利用、あるいは来所相

談、これが利用料徴収以外の利用者ということで、

カウントされておりませんでした。その数が１万

４,１１１人を足しますと６万３７４名になりま

す。 

 ちなみに、２０年度におきましては１万３,５９

２名が加わりまして、６万３,６９１名となりま

す。ということで、御理解をお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで、４款の衛生費の質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、５款労働費の１

３０ページから６款農林業費の１４６ページまで一

括して質疑を行います。ございませんか。 

 １番岡本委員。 

○１番（岡本康裕君） １３９ページです。演習場

周辺農業用施設設置助成ということで、成果表が３

７ページでしたか、トラクター等の購入の件なので

すが、ホイルトラクター耕作作業機等々あります

が、機械のチョイスに当たってはどういった基準

で、どこでだれがチョイスしているかということを

お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １番岡本委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今回の演習場周辺農業用施設設置助成に関してで

ございますけれども、基本的には、事業主体が農協

さんになるものですから、当然、機械の選定、それ

から、どういうものが必要か等々につきましても、

農協さんと協議をさせていただきながら、これは進

めさせていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） １番岡本委員。 

○１番（岡本康裕君） 購入した後の管理というの

は、農業者個人で管理ということでよろしいでしょ

うか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １番岡本委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 基本的には、ＪＡさんが購入をして、それぞれ各

町内の農業者の方々に貸し出しをするという形を

とっております。 

 大変失礼しました。貸し出しの相手方等につきま

しては、農業集団等の団体等に貸し出しをする形を

とらせていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 関連質問ですが、先ほどの

答弁では、事業主体が農協であるということで、農

協の意向を聞きながら、どういったものを買うかと

いう話がございましたが、聞くところによると、す

ごい大型の機材も購入しているという話も聞いてい

るのですけれども、そういった機材の大きさとか、

どのようにして決めるのか、例えば７０町歩もやれ

るようなトラクターを買うと、上富で農家４０軒で

済むようになるわけです。そういった規模をどのよ

うに決めているのか。隣の町とかは小さなやつも

買っていますよね。上富はどのようにして決めてい

るのかというのをわかれば教えていただきたいなと

いうふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） まず基本となる農

機具については、トラクターになるのですけれど

も、それにあと、附属する機械等を購入するわけな

のですけれども、トラクターの規模等につきまして

は、それぞれの受益面積に合わせた形の中で機種の

選定をしているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。そういった

大きなのを買って、何か問題点とか、そういうのは

生じていないのか。そういう大きなので満足してい

るのか、そこら辺はわかりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） 今村委員の御質問

にお答えさせていただきますが、導入する段階で、

要するに作物ごとの受益面積ですとか、そういう作

業効率を考えまして、作業機の規模決定をしてござ

いますので、以降、導入後につきましては、効率よ

く作業がされているものというふうに認識しており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） 何点か質問させていただ

きたいと思います。 

 １３９ページの農業振興、生産振興事業というこ

とで、２１年度２９１万円、３００万円ぐらいで
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す。平成１６年、５年前の資料では８８０万円、そ

れから見ると５００万円ぐらい減っているというこ

とで、これは、年々こういう傾向にあって、減って

きているのです。決して農家は裕福なわけでなく

て、非常に厳しい状態なのですけれども、先般、一

般質問の中でも、土地改良事業ということでお話し

させてもらったのですけれども、そういった絡み

で、ぜひ来年に向けて、土地改良事業の心土破砕事

業をぜひ復活させていただきたいなというふうに

思っていますので、そこら辺を聞きたいなと。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １１番渡部委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 生産振興事業補助ということで、２１年度につき

ましては、６形態を対象にして進めてございます。

内容等につきましては、今後、農業者、あるいは農

協等とも協議を進めた中で、また検討していく形を

とっていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） もう１点、１４１ペー

ジ、有害鳥獣駆除、これについてですけれども、こ

れも５年前の資料と比較しますと、駆除の謝礼に対

しては３３万円、そして、猟友会の補助ということ

で２７万円、これは、同額ということで、５年前と

同じで、２２年度、ことしについては、駆除の謝礼

ということで２０万円ほどふやしてもらって、５３

万円とったのですけれども、ただ、狩猟免許、これ

について、今現在、２名の資格を取るための補助と

いうことで１６万円、歳入のほうで、２０年度使わ

れなかったということで８万円返還されているので

す。 

 今、道のほうも非常に駆除に対しては力を入れて

きているということで、補正予算組んだりして、各

市町村にそういう通達をしたりしてやっているので

すけれども、前から、ぜひ免許を取ってほしいとい

うことでお話はしているのですけれども、なかなか

取る人がいないのですけれども、先ほど今村委員に

聞きますと、自衛隊さんは、大体制服を着ている人

は銃を撃つ訓練はしているということなので、でき

たら退職者の方はぜひ免許を取ってもらうようにＰ

Ｒしてはどうかなという気がするのです。なかなか

素人に免許取ってくれと言っても、なかなか取る人

もいなくて。 

 猟友会のほうも非常に高齢化して、結構いるので

すけれども、なかなか実際にシカをとるといったら

限られているというのです。そんなことで、ぜひそ

ういった面でＰＲしていただきたいなというふうに

思っているところでございます。 

 それともう１点、今、２人分で１６万円の助成と

いうことでやっているのですけれども、これがもし

３人、４人と人数ふえたときに、それなりの追加し

て出してもらえるのかどうなのか、そこら辺も教え

ていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １１番渡部委員の

狩猟免許の補助等についての御質問にお答えさせて

いただきます。 

 ２１年度につきましては、２名の方に補助をさせ

ていただいております。ことしも含めてでございま

すけれども、ことし、予算化してございますけれど

も、もし予算化以上の方が、希望者がいらっしゃれ

ば、また補正等の対応を図ってまいりたいと思って

おります。 

 なお、自衛隊退官者等への働きかけにつきまして

は、今後においてＰＲ活動を積極的に進めていきた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） それと、猟友会のほうの

補助ということで、これはずっと同じなのですけれ

ども、実は、よくテレビで報道されておりますよう

に、最近、猟銃の事件、事故だとかが結構多くて、

かなり免許を取った後の対応というか、だんだん厳

しくなってきて、ちょこちょこ検査があったり、か

なり負担が多くなってきているらしいのです。そん

なことで、できればそちらのほうも少し増額しても

らったらいいのかなという気がするのです。そこら

辺お願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １１番渡部委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 猟友会等々も、いろいろ猟友会長さんにもお願い

しながら、それぞれ免許取得者等についての御指導

も含めて、当然、猟銃免許ということで、規制が厳

しいのはもちろんでございますが、当然、規制の遵

守等も含めて、安全管理を含めて、猟友会さん、そ

れから町と協議を進めながら、今後も進めていきた

いと思っております。（「補助のほうも増額をお願

いしたい」と呼ぶ者あり） 

 大変失礼いたしました。補助についても、来年度

に向けて、また協議を進めていきたいと思っており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １３３ページ、アグリパー

トナー協議会のところでございます。 
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 監査委員の方からいただいております、３１ペー

ジの８番目にもちょっと指摘、これは事務処理のこ

とでございますけれども、指摘がございます。それ

で、ことしは、何か残念ながら一組みも結婚が決ま

らなかったということでございますが、ここの部分

はちょっとなくすというわけにもいかないのではな

いかと思いますけれども、もう少し回数をふやすと

か、農業体験を通じてとか、そんな工夫とか考えな

がらできないものか、農業後継者の花嫁対策等も深

刻だと思うのです。その点いかがでしょうか、

ちょっとお伺いしたい。２１年度の活動につきまし

て、よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局、答

弁。 

○農業委員会事務局長（菊池哲雄君） ２番村上委

員の御質問にお答えいたします。 

 アグリパートナーの関係でございますけれども、

平成２１年度につきましては、残念ながら委員の御

指摘のとおり、上富良野町からは、この事業を通し

て結ばれることはなかったのですけれども、その事

業の成果、それから、前年までの成果を踏まえまし

て、本年度の事業につきましては、農業体験等を含

めた中で事業を進めております。 

 実際に事業を進めておりますのは、ここにも記載

されております富良野地方アグリパートナー協議

会、沿線と、それから美瑛町を含めた協議会の中で

事業を進めてまいりまして、ことしの夏にも実施し

ましたが、農業体験を含めた中で実施してございま

す。 

 残念ながらそのときにも、あちこちのこういう婚

活といいますか、アグリパートナー事業の成果とい

いますか、その辺の状況はよくつかんでおりません

けれども、今回、参加者が７名ということで、非常

に少ない状況でした。上富良野町からも男性の方１

名が参加して、交流事業を広げたのですけれども、

今回も成果を見るところには至っていないのですけ

れども、また、今月になりますけれども、秋の事業

として、収穫体験等を含めた交流会を計画して、さ

らに農村青年が次代の担い手としてやっていけるよ

うに、アグリパートナーを見つける場を充実させた

いと考えております。 

 沿線の協議会のほうとも話しまして、新たな活動

の仕方について、今、研究を進めておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 農業後継者の花嫁対策とい

うのは本当に深刻でして、大変困って、なかなかお

嫁さんがいないのだということをよく聞いておりま

す。 

 それで、ほかの自治体でうまく、こういった農業

体験とか、いろいろな方法で成功されているところ

もありますので、そういったこともいろいろ参考に

されて、それと、お金をかけない方法で幾らでも、

チラシをつくったり、ＰＲすることもできますの

で、ぜひそんなことも考えていただきたいと思いま

す。ことし、今後について期待したいと思います。

よろしくお願いいたします。どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局、答

弁。 

○農業委員会事務局長（菊池哲雄君） 村上委員の

再質問にお答えさせていただきます。 

 委員御指摘のとおり、経費はなるべくかけないよ

うにしたいと思いますけれども、周辺の札幌ですと

か旭川の女性の方々との交流機会をなるべく多く持

てるような形で、できるだけ近くの、道内の方々等

との交流会を沿線で進めていって、道外につきまし

ては、多額な費用もかかることもございますので、

なるべく近くのところで交流の機会がつくれればい

いなというふうに考えて、今、計画を進めていると

ころでございます。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 情報としまして、毎年１２

月上旬に曹友会主催で、富山さんで合コンを、クリ

スマスパーティーの、それで、その中に農業者が１

名か２名、女性が４０名、男性４０名、８０名で、

私もそこへ一緒に行きまして、経験させてもらった

のですけれども、そういったところに農業者も入れ

ていくというのも、そういうことも一つ、何人か、

２人ぐらい入っておりましたけれども、自衛隊さん

が多かったのですけれども、そういったことも考え

られたらどうかと思って、参考になりましたら、ど

うぞよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局、答

弁。 

○農業委員会事務局長（菊池哲雄君） 村上委員の

再質問にお答えさせていただきます。 

 委員御指摘の婚活事業については、十分承知して

いるところでありますけれども、自衛隊協力会とい

いますか、自衛隊を応援する団体が主催していると

いうことでございますので、その担当の方と、どの

ような形で参加させていただけるのか、もしよけれ

ば、そのような形で参加させていただけるのであれ

ば、取り組んでまいりたいなというふうに考えてお

ります。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません
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か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで、５款の労働費及び６款の農林業費の質疑を終

了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 再開時間を午後３時といたします。 

─────────────── 

午後 ２時４６分 休憩 

午後 ３時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開し、質疑を続けます。 

 次に、７款商工費の１４６ページから１５６ペー

ジまでの質疑を行います。 

 １番岡本委員。 

○１番（岡本康裕君） １４７ページ、報告書が４

０ページです。 

 地場産ホップと大麦によるプレミアム生ビールの

審議会の開催ということで、２１年度は７月４日、

５日ということで、本年におきましても８月２２日

に開催されました。ことしの話ではあれなのですけ

れども、２１年度よりは少し進化したのかなと思っ

て、販売店、小売業とかというところでも飲める時

期があったということで、少し進化した形になって

いるのかなと思いますけれども、３年やられてき

て、今後どういった展開、展望をお持ちなのか、町

長は今いらっしゃいませんが、オール上富というこ

とで町長は言っておられますし、また少しずつ進化

もしているようにお見受けするのですが、展望など

あればお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １番岡本委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今回、プレミアムビール、２０、２１、２２とい

うことで３年続きました。もちろん２１年度と比較

して、ことしにつきましては、岡本委員御承知のよ

うに、小売業、飲食店でも期間を限定しながら、飲

めるようにということで、それぞれ今、拡大を目指

してそれぞれ進めさせていただいております。 

 そういう意味も含めて、今後、将来に向けてであ

りますけれども、もちろん原料の確保も含めて、

サッポロビールさんとも協議した中で、できれば量

もふやしながら、あるいはもっと上富良野を出せる

ものとしてのアピールもしていきたいなと思ってお

ります。 

 また、ビールパーティーの体制等につきまして

は、岡本委員御指摘のとおり、オール上富良野とい

うことで、それこそ農協さん、それから商工会さ

ん、それぞれ関係、あとは、さまざまな団体に、今

回も実行委員会の中で絡んでいただきながら、御協

力をいただき、盛況な形で終わらせたのかなという

ふうに自負しております。 

 そういう意味も含めて、今回このプレミアムビー

ルも、上富良野町の一つのＰＲ材料として、今後も

活用できればと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 関連で質問させていただ

きたいと思いますけれども、町外に向けて発信する

ということを考えますと、今までの、ことしも含め

てですけれども、プレミアムビールの消費は、主に

町内向けでしたよね。それでは全然売り込むことに

なっていないと思うのです。逆に町内よりも町外の

方たちに利用していただけるような、そういうこと

が大事だと思いますので、今後、そのように向けて

考えを深めていっていただきたいと思います。 

 特に、町外からいらっしゃった、ホテルだとかペ

ンションだとか、そういうところにビールが回るよ

うな、そういうことも今後考えていっていただきた

いなというふうに思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １２番佐川委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 今、佐川委員御指摘のとおり、今の中では、それ

こそ町内で消費するという形を基準にしてございま

す。ただ、目的としては、町外から来られる方、そ

ういう方を大きな今後のターゲットにしていければ

なと、そういうことで、上富良野に来れば上富良野

のこのビールが飲めるのだよという、そういうもの

を目指して、上富良野町のＰＲになればと思ってお

ります。 

 もちろん、今のところまだ量が限定されておりま

すので、量をふやすことも含めて、今後の課題とし

てとらえております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 成果報告書の４０ページの

地場産品活用推進という形で、いろいろ関連するわ

けですが、取り組まれております。商工会を中心と

したまちづくり委員会等の連携も含めて、地場の農

畜産物を食材として商品開発の取り組みという形で

やっておりますが、見ていましたら、なかなか難し

いと思うのですが、地域の盛り上がりとつながりが

もっと出てくれば、そのものが生きてくるのかなと

いうふうに見ております。 

 各地で、深山峠では「とんとんまつり」だとかい

ろいろやっております。あれを全町的に広げるだと

か、いろいろな今、工夫が上富良野町には求められ
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ているのだろうというふうに思います。そこの発信

となる、やっぱり主体となるところがどこなのかと

いういろいろな課題や問題があるのだろうと思いま

すが、そういうところのつながりという点ではなか

なか、単発的に終わってしまう。何をやっているの

かよくわからないという形になっているところが多

く見受けられますが、こういったところの改善もや

はりもっとする必要があるのではないかというふう

に考えますが、この点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今、地場産品の活用推進という形の中で、それぞ

れ成果報告書の中にも記載させていただいておりま

すが、さまざまな今、活動をさせていただいており

ます。 

 その中で、この段階ではまだ本当に、今のところ

は上富良野町を町外の方々に向かって、上富良野町

とはこういうところですというものをＰＲしなが

ら、ぜひ上富良野町を訪れてくださいという気持ち

を込めて、それぞれＰＲをさせていただいておりま

す。 

 先日行われましたオータムフェスタにおいても、

それぞれ上富良野町の豚肉をメーンにしまして、Ｐ

Ｒをさせていただきながら、そういう形の中で進め

て、上富良野町のＰＲをさせていただいておりま

す。できれば、さらにまたいろいろなアイデアを含

めながら、もっと効果的なものも含めて、今後の課

題としてとらえていきたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 例えば富良野だとか、マル

シェだとかというのがテーマとしてあって、あれは

やはり地元にお客さんを呼び込むというような、そ

ういった先を見据えた発信基地となっているわけで

す。やはりそういった取り組み、同じかどうかわか

りませんが、札幌で行った、上富良野で行ったポッ

プ、地ビールで行ったという形で、それを今度有機

的にどう結びつけていくかというところを、しっか

りとした将来の枠組みもつくらないと本当に生きて

こないのだと思うのです。それぞれ取り組みはいい

ところがたくさんあるのです。それをどうするかと

いうところだと思うのですが、そういったところを

やはりきちっと押さえながら、もっと発信すべきだ

と思いますが、この点、もう一度お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 委員御指摘のとおり、本当に今後、この活動がた

だ単発的なものに終わるわけではなくて、今後の上

富良野町のそれぞれの商品開発についても、上富良

野町で販売ができるようにするとか、これからさま

ざまな取り組みをしていかなければならないという

ふうに我々も認識してございます。 

 そういう意味も含めて、ぜひ上富良野町のＰＲを

含めながら、今後の上富良野町のそれぞれの商店、

あるいは小売店、あるいはホテル、旅館等でも活用

できるような形になればなというふうに考えてござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １４９ページ、商工会運営

費の中の商工振興事業補助のところ、１,７０４万

１,３７６円、ここのところ。いただいております

資料は３１ページ。この中に、町から１８０万円、

商工会に補助をして、そこからまたＮＰＯ法人に委

託している方法かと思いますけれども、町からは１

８０万円補助をいたしております。 

 それで、ここのところ、いつまでこういう形態

で、こういう状態で行くのかどうか、今後に向けて

の方策はないのか、こういう形態でずっと行くのか

どうかちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ２番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 コミュニティ施設、中茶屋の件だと思いますが、

基本的には、中茶屋の設置目的を返りますと、基本

的には、町の商工業の発展のために、町の中心的な

情報発信基地という形で設置されたというふうに私

のほうでも認識しているのですけれども、基本的な

目的からいくと、今のところはまだ商工会のほうに

管理もお願いしながら進めております。 

 ただ、管理の方法としては、村上委員御指摘のと

おり、商工会からＮＰＯ法人のほうに管理委託をし

ながら進めているというふうな運営をされてござい

ます。 

 将来に向けての考え方でございますけれども、ま

だ将来に向けて、そういう部分では、商工会さんの

考え方、あるいはＮＰＯさんの考え方等について

は、申しわけございませんけれども、私どものほう

としてもまだ協議を進めてございません。そういう

意味も含めて、今後の課題として協議を進めていけ

ればなと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ここは当初３万円の家賃を

町で、３年間ということで始めた中茶屋でございま

すけれども、それで、いただきました資料３１を見

ますと、ことしどうやら商工会からの負担がゼロと
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いうことで、２２年度につきましては、そういう状

態が見られるようでございますので、そういうこと

であれば、少し、ここをどうするかということを、

いつまでも、これはもう５年か６年になるかと思い

ますけれども、今、商工会からＮＰＯ法人にという

形態でやっておりますけれども、そろそろ今後に向

けてはどうしていくか、たまたま資料いただきまし

たのを見ましたら、商工会負担がゼロと、町では１

７５万円だと、こういうような数字いただいており

ますので、今後については、ぜひ商工会とも連携さ

れて、考えていただきたいと思います。いかがで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（藤田敏明君） ただいまの村上

委員の質問にお答えしたいというふうに思います。 

 中茶屋の関係につきましての収入の関係でござい

ますけれども、以前からずっと８０％の充当という

ことで収入に入れさせていただきました。平成２０

年度からにつきましては、収入の２分の１を繰り入

れさせていただいていますし、それを年次的に、２

２年度に向けまして、収入を全部充当しまして、そ

の分も補助をしていきたいというふうに考えてござ

いますので、御理解を賜りたいというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ここの利用者の結果を見ま

しても、６,９３５人ということで、１,００５人も

ふやしております。大変利用されているなという感

じを受けておりますので、こういう形態でいつまで

いくのかどうか、指定管理者制度だとか、いろいろ

あるかとは思いますけれども、この形態をどういう

ふうに考えていらっしゃるかということで質問させ

ていただいていますので、よろしくお願いしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ２番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 先ほどもお答えさせていただいたことと、また重

複する形になりますけれども、基本的に商工会さ

ん、あるいはＮＰＯのたんぽぽさんとも協議を進め

させていただければと思っています。まだ私どもの

ほうで一方的な話もする形にもならないということ

も御理解をいただきながら、進めさせていただきた

いと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 前にもそういう質問あった

ら、なかなかいい返事が返ってこない。たんぽぽ

は、指定管理者でやらせていただけるのだったら、

指定管理者でやらせてほしいということを言ってい

る。 

 ただ、それからもう大分年数がたっていますか

ら、やっぱり主体となる人たちも一定、年齢も高く

なってきています。若干そういった変化はあるわけ

で、そこら辺も考慮して、どうなのかというところ

を、本当に実際聞いていただければいいのだと私は

思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今、委員御指摘のとおり、それぞれの御意見を賜

りながら、また今後の方向性を決めていきたいと

思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １５３ページの富良野、美

瑛の広域観光協議会負担という形で、成果調書の報

告書の中にもそれぞれの事業の取り組み等が書かれ

ております。この補助事業を行って、負担金も出し

ているわけですが、皆さん感じていらっしゃるよう

に、なかなか上富良野町に、負担の割には結びつい

ていない、何ぼか流れはあるのかもしれませんが、

やはりそこをどう、今後、補助を出している以上、

流れを変えていくかというところが今求められてい

るのだろうというふうに思います。この点どのよう

にお考えなのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の富

良野、美瑛の広域観光推進協議会の活動等について

の御質問かと思いますので、お答えさせていただき

ます。 

 基本的には、申しわけございませんが、何年度か

ら始まったからちょっとまだ私ども確認をしていな

いのですけれども、富良野、美瑛、それぞれ連携を

持ちながら、それぞれの市町村の特徴を出しながら

今後ＰＲをしていこうということで進められてきて

いるというふうに私ども認識しております。 

 その活動の中で、当然それぞれの市町村のトップ

の方がトップセールスをしていただいたり、あるい

は担当者が中国のほうへＰＲをしながら進めていっ

たりということで、それぞれ活動を進めておりま

す。 

 そうした中で、徐々にではありますけれども、基

本的には外国人、特に中国方面の方等についても

徐々に、上富良野町だけではなくて、富良野地方、

全体的には、そういう部分ではふえてきているとい

うふうに私どものほうでも確認をとっております。 
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 そういう意味も含めて、今後さらに、それが上富

良野町に来るような、今後、誘導もできればという

ふうな考え方を持ちながら、今後、進めてまいりま

したいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 従来も１４０万円の負担を

しながら、それがなかなか返ってこないという、本

当に島国根性の考えなのですが、しかしこれは、全

体的に言えばいい面もありますから、全く悪いとは

言わないです。 

 ただ、やはり上富良野町がこういうものを、先ほ

どの地域の地場産品の推進とか販売というものを通

じて、どういう客層というか、つかんで、どういう

観光農業だとかをしたいのかというところを、まず

はっきり核となるものをつくり上げないとだめなの

だと思うのです。それがなかなか見えてこないわけ

で、例えばわかりやすい話で言えば、日の出公園の

鐘のところの上富良野の「良」が抜けているので

す。 

 きめ細かなことで言えば、ああいうところまでき

ちっと、観光というのであれば、きちっと対処する

だとか、やはり見晴台から上富良野の鐘に向かっ

て、心を込めて願いを込めて、あそこへ行って鐘を

突けばかなうのだとか、そういう物語も必要なので

す。そういう物語をつくりながら、面となるもの、

それと結びつけていくという、そういう作業をやれ

ばもっと変わっていくところがあるのだと思うので

す。そういったものをやはりきっちりと打ち出すこ

とが必要だと思います。 

 観光に来られた方に対するアンケート調査を行う

だとか、本当に上富良野町が観光の、他と同じこと

できないわけですから、どのところを主体とした観

光農業に取り組むのかだとか、そういった打ち出し

方というのをもっとはっきりさせる必要があると思

いますが、この点どうでしょうか、今感じているの

です。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 本当に今、上富良野町の観光、観光というより

も、上富良野町をいかに町外、道外、国外へ向けて

どれだけアピールできるかという形の中で、本当に

今、米沢委員がおっしゃっていただいたような部分

も一つの案としては、また検討できる材料なのかな

と思いつつも、私どものほうも今後も、そういう形

の中では、ぜひ何か方策も含めて、富良野、美瑛を

利用しながらも、含めてですけれども、考えていけ

ればなというふうに考えてございます。 

 私どものほうには、本当に恵まれた自然、十勝岳

という大きな観光資源も有してございます。それを

うまく景観等も含めて、活用できるような形をとれ

ればなというふうに考えてございます。そういった

形で、急激な形ではなかなかあらわせない部分が出

てくるかもしれませんけれども、一歩一歩進んでい

ければなと思っておりますので、御理解をいただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにないようですの

で、これで、７款の商工費の質疑を終了いたしま

す。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、８款土木費の１

５６ページから１８０ページまで一括して質疑を行

います。ございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １７０ページの都市計画と

いう形で、街路樹の整備の件なのですが、２７万

３,０００円ついております。維持管理も最近はさ

れるようになりましたが、しかし、まだまだ行き届

かないところがたくさんあるような気がします。木

が枯れてそのまま放置になっているだとか、やはり

そういったところから、街路樹のあり方というのも

見直して、観光に結びつけていくのだったら、そう

いったところからも、細かなところからも入ってい

かないとだめなのかなというふうに思います。 

 そういう意味で、この整備計画というのは、どう

いう形で整備されているのか、単純に何メートルぐ

らいの大きさになったら上を切るだとか、やられて

いると思うのですが、それと、やはり実のなるもの

だとかいろいろ、美瑛でしたらコブシの花を植えて

いるだとかいろいろあるのですが、そういう四季

折々の、狭いわけで、なかなか難しい面もあるので

すが、そういう管理の仕方というのももっと積極的

にやる必要あると思いますが、この点お伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の街

路樹に関する御質問にお答えいたします。 

 現在、上富良野町内の、市街地の主要道路になり

ますけれども、幅員が確保されて、植樹ますが設置

されている部分については積極的に、整備当初に樹

種を選定して街路樹を配置してきております。 

 ただ、委員がおっしゃられるとおり、管理状況が

悪い部分、それから、最近特に、害虫の発生源と
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なっているというようなこともありまして、毎年、

順繰り順繰りの形になりますけれども、全体で３０

０本余りの数がありますが、これを年次的に回して

整備しております。剪定の大きさの基準とか、そう

いうものは特に定めておりませんけれども、予算の

範囲内で、五、六年ぐらいで一回りするというよう

なペースでやっております。 

 ただ、ひどいものについては、その都度行ってお

りますし、枯れたものについては伐採の手段を講じ

ております。ただ、伐採して失った場所に同じ大き

さの木をまた植樹するということについては、費用

が非常にかさむ面がありまして、そのまま放置状態

になっているところもあるということは実態でござ

います。 

 観光の町としての景観を健全に形成していくため

には、維持管理上、これはできるだけ早期に解消す

べきものだと思いますので、今後も継続的に維持管

理に努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２７万３,０００円という

形でなっております。これを単純に倍にしたら、管

理する面積もふえる話で、何千万円も要る話でない

わけで、やはりやるのだったら思い切って予算をつ

けて、こういったところについて、きちっと管理す

るということをやれば、それはやはり大切なことな

のです。よく言うのですけれども、基金にため込む

ことも大事だけれども、こういった町の美化をやる

という点では、ここに何千万円もかけるということ

ではないわけですから、この３倍かけても６０万円

か１００万円ぐらいで済むわけですから、副町長、

こういった予算のつけ方というのは本当に必要だと

思うのです、今、上富良野町にとっては、どうでし

ようか、こういったところをふやす必要がある。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

お答えします。 

 言っている意味はよくわかりますし、町も、ここ

では、１５節の、いわゆる業者へのお願いの部分で

ございますので、人も直接任用していますことか

ら、直営でやっている部分もあるかと思います。そ

ういう意味で、こういう外出しの費用が万が一、実

態として足りないのであれば、これは、当然適正管

理をするためには予算が必要でございますので、そ

れは予算編成の中で十分考慮してまいりたいという

ふうに考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ぜひその点、改善していた

だければというふうに考えています。 

 次に移らせていただきたいのですけれども、１８

１ページの公営住宅の、富町団地の建設という形で

２億４,９００万円計上されております。富町公営

住宅と、お伺いしたいのは、東町団地、もう建設が

終わりました。この建設に当たって、地域アンケー

トもとられているかというふうに思います。どうい

う方が入所して、どれぐらいの負担に耐えられるの

かということでありますが、比較的年々、工事材料

費も高くなってくるということがあって、ちょっと

高目になってくるのかなというふうに思いますが、

東町団地と富町団地の、最近建った公営住宅でいえ

ば、構造上の問題も、聞きましたら、変わっている

ということで、比較的高目になっているという形の

話ですが、どういった部分で、いわゆる積算単価と

いうか、その部分が高くなってきているのか、ほぼ

同じなのか、その点お伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主査、答弁。 

○建設班主査（高松 徹君） ５番米沢委員の御質

問にお答えします。 

 東町団地、それから、現在整備中の富町団地、こ

ちらの建設費の違いについてですけれども、この２

団地を比較しますと、構造的にはどちらも鉄筋コン

クリート造の２階建てということで、細かな点は違

いますけれども、大きな構造では違いはございませ

ん。 

 建設単価ですけれども、東町団地が全部で４０

戸、１団地であります。富町団地につきましては、

７号棟から現在建設中の９号棟まで２５戸ございま

して、これの平均的な戸当たり単価でいきますと、

東町団地が１,９４５万円、富町団地が１,６１４万

円という戸当たりの単価になっております。 

 ちなみに、面積で単価を出しました平米当たりの

単価でいいますと、東町団地が１平米当たり１８万

円、富町団地が１平米当たり２２万円、以上のよう

になっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 私はなぜこういうことを聞

くかというと、いわゆる家賃の収入や体系、基準が

変わってきまして、入居者の負担になってくる部分

があります。これからお年寄りもふえるということ

もありますので、やはりこういう建設単価が高くな

れば、その分、単純に考えれば、家賃のほうにはね

返るということがあって、いわゆる年金の５万円と

か６万円で生活している人にとっては大変厳しい状

況になって、暮らすのが大変だということ。 

 それで、今後、これとあわせて扇町やあすなろの

ほうも近々建てかえも進められようとしておりま

す。そういう意味では、工事単価のあり方、あるい
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は建物の建設費をいかに低く抑えられるか、高齢者

が使いやすい、そういった住宅にするかということ

が必要になってきているというふうに思います。 

 もう既に、高齢者の方に至っては、今、ユニバー

サルデザインという形でなってきておりますが、そ

ういうものも含めて、地域に集まって語れる場所を

つくってほしいだとか、そういう具体的な要求が出

ておりますので、そういうものも含めた団地形成の

あり方というのも一つテーマになってきているので

はないかと、私、今回の富町団地の建設に当たって

も考えているわけですが、この点、建設に当たって

のいろいろな反省も含めて、今後の対応等について

お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ５番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 先ほど委員のほうで言われましたアンケート調査

を実施した中で、だんだん高齢化が当たり前ながら

進んでおります。そうした形の中では、やっぱり高

齢者に使いやすい、また、ＵＤというのでしょう

か、ユニバーサルデザインというのでしょうか、そ

うした形の住宅建設もこれからは必要ではないかと

思いまして、今現在は検討している作業でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） １７３ページ、中央コ

ミュニティ広場、資料４８。管理がされております

が、中央コミュニティというぐらいですから、利用

料もあったと思います。１万２,０００円前後の歳

入があったと思います。それも含めて、大体何回ぐ

らいの利用があったのか。 

 それと、多分、１万２,０００円前後というの

は、商工会、横の部分の利用料だと思われますけれ

ども、これは何回ぐらいでこの金額になっているの

か伺いたいと思います。 

 それと、冬の間は、これはどういうふうな形を

とっているのかということ。それで二つですが、あ

ともう一つ、セントラルプラザの後ろの線路部分の

フェンス手前の部分、細長い部分ですけれども、こ

れ、土地を購入されているようなのですけれども、

したがって、今現在、芝生というか、草が生えた状

態でずっとおります。その辺の土地利用に関して

は、どういうふうにお考えになっているのかという

こと、まずこの三つ伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） １２番佐川委員の

御質問にお答えいたします。 

 まず、資料４８番にかかわる御質問でありますけ

れども、使用料につきましては、この図面でいうＩ

の部分、石のある公園、広場になります。これは商

工会などが年間２回ほどイベントを開催しておりま

して、その際に、商行為、ものを物販するという、

収益の上がる事業をやる関係で、有料、使用料をい

ただいております。 

 あともう１点、冬の管理状況についてですけれど

も、実際的に冬、利用するエリアにつきましては、

セントラルプラザの横にある駐車場と、それから、

駅の裏側にあります町営駐車場の部分、そこを利用

できるように除雪するのみで、ほかの面につきまし

ては、特に利用を配慮した維持管理は行ってござい

ません。 

 最後の御質問のセントラルプラザの裏側に、ＪＲ

用地との間に緑地がございますけれども、この緑地

につきましては、資料４８の全体図を見ていただき

ますと、裏側に、東側にある駐車場、それから、セ

ントラルプラザ横にある駐車場、イベントの行う規

模によって、当然駐車スペースが不足しますので、

不足した場合については、東側の線路を越えた部分

の駐車場を利用いただくということで、それを利用

した場合について、相互のエリアを行き来するため

の通路として一応位置づけております。 

 ただ、実際のところ、草刈りを年数回やって維持

管理しておりますけれども、通常の会議とかの範囲

では、皆さん、駐車場が少ないということで徒歩で

来られておりまして、特に裏側まで、駐車場を利用

して、セントラルプラザ裏の通路を通行する方は余

りいない。通常は、散歩される方が主に使っている

という実態にございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） ２１年度の決算なので、

今後のこととして考えていただきたいなというふう

な、先ほどおっしゃった商工会の駐車場のスペース

がないという。御存じのように、本当に今、雇用の

関係で人数ふえたのです、商工会で働いている人。

いつ行っても駐車場が２台か３台ぐらいしかあいて

いないのです。 

 見てきたのですけれども、草が生えている部分な

のですけれども、人間が歩けるような部分の幅を残

したとしても、ちょっと簡単な、アスファルトにす

るにはちょっとあれだということであれば、砂利を

入れるなり何なりで、車を並べることができるよう

なスペースがあると思うのです。今、行ってきまし

たので、間違いなくありました。 
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 それで、裏の部分、多分、私思うのですけれど

も、人間て移動するのに建物の裏道を歩くというの

は、夜道、それこそ飲食店に行くときに、夜行くの

は構わないかもしれません。でも、通常人間が歩く

場合に、家の裏を歩くというのは余りしないので

す。歩くために細い部分を使うのだというような感

覚でさっきお答えいただいたと思うのですけれど

も、これは利用価値がないような状態であると私は

思っていますので、この辺も含めて、今後、商工会

がもしここら辺も使いたいのだという意見が出た場

合に、町として、公園管理としてどのように対処す

る構えがあるのか、その辺も含めて伺いたいなと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） １２番佐川委員の

御質問にお答えいたします。 

 御存じのとおり、この用地、中央コミュニティ広

場につきましては、ＪＲが清算されるときに町に譲

渡いただいて、これを一体的に管理するということ

で、いろいろな施設配置を行っております。当時に

つきましては、駅前のほうまで含めた総合的な利用

管理を想定した位置づけをもっていろいろな施設を

配置しております。この裏側にある駐車場につきま

しても、当然全体利用を見込んだ上での駐車スペー

スとして設定したものであります。 

 現実的に、車を裏にとめて、表側に歩いて、すき

間といいますか、用地界を通行するという方は余り

いないように承知しておりますけれども、実際上、

公園全体の位置づけが、前側にある、記号でＩと書

かれた部分も含めて、中央コミュニティ広場という

位置づけで都市計画決定されております。当然両方

を無駄なく結ぶためには、町有地をすべて確保しな

ければならないのですけれども、間に鉄道が挟まる

ということで、やむなく踏切を介在した一体施設と

して運営管理しているという実態にございます。 

 ただ、必要に応じて、例えばイベントの際の臨時

の駐車スペースとして御利用いただく分について

は、協議をいただければ、利用いただくための許容

の運用はできると考えておりますけれども、公園部

分に常設の駐車用のスペースを新たに設置するとい

うことについては、なかなか難しい面がございます

ので、利用する際に御協議いただければ、駐車ス

ペースとしての利用は考えてまいりたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） イベントのときに利用す

るためとかで言っていることではなくて、駐車場の

裏側のところに車１台ずつ置けるスペースがずっと

長く建物まで延びしたとしても、人が歩けるスペー

スもとれるのです、ずっと。だから、移動が可能な

ものだから、もしこれで邪魔にならないのであれ

ば、何台も置けますので、この辺も商工会のほうか

ら依頼があった場合に、申請はそうやって出してい

たとしても、利用はできるということで構わないの

ですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 佐川委員の再度の

御質問にお答えします。 

 非常に私としてもつらい立場でございまして、公

園を設置しております。緑地としての扱い、それか

ら複合的な施設も配置しておりますけれども、その

一部について別の用途に、完全に変更するというこ

とについては、なかなか面倒な要件が発生してまい

りますので、専用の部分として利用いただくという

ことについては、商工会から正式な申し出があれ

ば、いろいろな検討をすることは可能かと思います

けれども、ほかの面の問題点が生じるということ

で、御理解いただきたいと思います。柔軟な対応は

していきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） やはり有効利用というこ

とを第一に考えていったほうがいいと思うのです。

今はただ草が生えているだけなのです。そこら辺

も、ちょっと今後の課題として、商工会と一緒に検

討をして、有効的な土地利用ということで考えて

いっていただきたいと思います。 

 それと、駅裏の、先ほどおっしゃっていましたけ

れども、町営駐車場と緑地の部分なのですけれど

も、ことし、臨時雇用の関係で伐採していただきま

した。景観もすごくよくなって、ことしはよくなっ

たのです。２１年度においては、そういうことがな

かったものだから、余計利用価値というか、そうい

うものもなかったのかなと。少しずつ、利用される

方のことを考えて、計画をしていただきたいなと、

そういうふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） ２点ほどお聞きしたいと

思います。１７９ページの町営住宅の絡みで、火災

報知器、成果表４５ページにも載っているのですけ

れども、６団地ということで、これは、公営住宅に

ついては全部つけ終わったということでいいのです

か。それと、１戸当たり何個ぐらいつけたのかお聞

きしたいと思っております。 

 それともう１点、一番下に、富町の公営住宅で火

災あったのですが、これの復旧ということで１,０
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８１万５,０００円。これについては、歳入のほう

で、災害共済給付金ということで同額入っているの

で、全部給付金で終わったのか、ここら辺をちょっ

とお聞きしたいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） １１番渡部委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 火災警報器につきましては、長期入院されている

方以外はすべてつけ終わりました。つけていないも

のにつきましては、病院から退院した時点で、こち

らのほうに連絡いただいて、つけるようになります

ので、今現在ほとんどございません。 

 それと、１戸当たり何個ということなのですが、

平均すると二つ程度ということで御報告させていた

だきたいと思います。 

 それと、火災の部分につきましては、保険ですべ

て賄っておりますので、同額で支出しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ちょっと先ほど言い忘れた

のですが、公営住宅、お年寄りの方が多いというこ

とで、ことし一部、車いすで出入りされる方がおり

まして、出入り口にコンクリートで打ったスロープ

をつけていただいて、大した喜ばれて、公営住宅の

管理されている職員の方が現地を見てきて大変苦労

されておりました。 

 それで、扇町、あすなろについては、それと、西

町の公営住宅に至っても、お年寄りの方がふえてき

ております。 

 それで、わずかな、このぐらいの１０センチの段

差でも足をちょっと踏み外すというような、そうい

うような現象が起きてきております。町内でも多少

なりとも、もしも見てくれるのだったら、そういっ

たスロープをつけてもらったほうがいいというよう

な話も出てきておりますので、この点、今どうなる

という話ではありませんが、やはり住宅の環境整備

の一環として、こういうものは当然、介護度もなけ

ればその補助はつきませんし、実費負担という形に

なります。これは、公営住宅ということであれば、

一定部分は、やはり町の管理部分でするべき要素も

あるのかなというふうに感じておりますので、こう

いったところも含めた環境整備、そんなところです

が、どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（林 敬永君） ５番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 当たり前ながら、公営住宅の新しいところにつき

ましては、それぞれスロープが義務的につけてござ

います。古い扇町、西町、泉町、南団地、東中団地

等につきましては、建ててから３０年、４０年とい

う経過がございますので、そうした中で、建物の中

につきましては、保健福祉課と共同で手すりなどを

つけてございます。また、町の単費で手すりをつけ

ているものもございますが、表の玄関の出入り口ま

でについては、正直考えてございませんでした。 

 新しく建てかえるものについては、当然ながらそ

ういう対応をするのですが、今現在あるものについ

て、それをやる云々というのは、ちょっと修繕計画

にも記載してございませんし、計画にもございませ

んでしたので、今後、協議して検討していきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで、８款の土木費の質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、１０款教育費の

１８０ページから２３３ページまでの質疑を行いま

す。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １９１ページ、児童登校ハ

イヤー借り上げのところです。１６４万９,６６０

円。ここにつきましては、いただきました資料を見

ますと、バスの効率的な運行を図るために、路線に

外れた草分と沼崎地区の生徒さんを送迎するために

タクシーを借り上げているということなのですけれ

ども、どうしても路線変更とかというのは変えられ

ないのでしょうか、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ２番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 児童登校用のハイヤーの借り上げでございますけ

れども、このハイヤーの借り上げの始まりは、町バ

スの路線変更によりまして発生したものでございま

す。そこの部分を通過しないということから、ス

クールの対応を図るということでこの借り上げが始

まったものでございまして、地域の住民会との約束

も含めて、今回の、今現在行っているハイヤーの借

り上げによる登校を行っているものでございまし

て、町バスの状況が変われば、変化要素は出てくる

かもしれませんけれども、現状の路線の中では、こ
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れを続けていくというふうな考え方でおります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 何年か前までは特認校であ

りました江幌小学校、ここに生徒を、送迎タクシー

を出していたのですけれども、時代にそぐわないと

いいますか、町としても財政的に大変な時期を迎え

ているということで、過去にやめた経緯がございま

す。 

 中央バスの路線変更が何ともならないのだとい

う、住民との話し合いとか、いろいろなことでやむ

なくというようなことでございますけれども、金額

的にも１６４万９,６６０円ですので、ちょっとど

うかなということで、ずっとこのままということで

なくて、何か考える方法はないのか、よろしくお願

いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ２番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 経済的な観点から物を見るのか、あるいは、ある

一定の学校までの距離がある児童に対してどういう

対応をするのかということになるのですけれども、

基本的には、何らかの形で、一定の距離以上のとこ

ろに住んでいる方、児童の方については、スクール

なりの対応を図るということが大原則であります。 

 その方法として、町としては、客観的に見たとき

に、この路線のためにバスを１台用意して走らせる

より、現在のタクシーの借り上げのほうが経済的メ

リットがあるという判断のもとに、今のタクシーを

借り上げている状態にあります。 

 今後においては、そこの児童の数だとか、そうい

う状況変化によって、ずっと必要なのか、必要でな

いかという点については、今後の情勢の変化により

まして対応していくべきものというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 教育委員会の点検評価報

告書の８ページ、教育委員会の開催についてなので

すけれども、町立小中学校教職員の人事について

は。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午後 ３時５８分 休憩 

午後 ３時５９分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩を解いて、質疑に

入らせていただきます。 

 ほかにございませんか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） １８５ページ、１０款１項

２目の上富良野高等学校振興対策費の関係でお伺い

をいたしたいと思います。資料請求の関係で、ナン

バー４０です。 

 それで、平成２１年の予算の関係で、資料請求を

したものが、今、私持ってまいりました。そうする

と、我々議会に出された補助予算の内訳と中身が非

常に違うのです。特に、極端に言えば、金が余った

からこっちで使おうというような傾向がありますの

で、一応確認のために申し上げたいと思います。 

 例えば入学準備金２万円掛ける３０人で予算をし

て、６０万円とっております。しかし、実際には２

３人しか入っていないので４６万円、そうすると１

４万円余っています。そうすると、これをほかのも

のに流用をしているのです。 

 それから、環境整備費、これが２０万円とってあ

りますけれども、現実の問題として２３万８,７３

４円使っております。 

 それから、対策費の資格取得助成、一応２１年度

予算は８１名掛ける７,０００円で５６万７,０００

円。しかし、２１年度の実態は２６万６,１８０円

と。そうすると、対策費の関係も、資格取得では３

０万８２０円余ります。 

 それからもう一つ、対策費の関係で、進路用製本

カバー代ということで１０万２,３２１円使ってお

ります。しかし、平成２０年度は、同じ名目で２万

３,４８１円しか使っていない。１９年度は４万２,

０７０円しか使っていないのです。そうすると、こ

こでも大幅にふえているのです。 

 そうすると、余ったから各部活用品代１４万９,

９３０円、それから、対策費の中での部活動補助２

３万９,４００円、ここで３８万９,３３０円使って

いる。 

 ですから、私は、２１年度の予算特別委員会で出

された補助予算の内訳という項目からすると、非常

にかけ離れた決算状況になっているのです。極端に

言えば、我々のほうに出された予算内訳と逸脱した

形で、余ったからこっちに使い、余ったからこれに

使えというような傾向が見られるのです。 

 ということは、僕は一番心配するのは、結局、振

興対策協議会の会長が教育委員長であります。ま

た、事務局が、言うなれば教育委員会の職員がやっ

ていると。そうすると、このようなでたらめな流

用、余った使う、余ったから、確かに振興策には必

要なのかもしれないけれども、やはり予算の内訳と

いうことで議会に出されたものを、それを尊重して

使うべきではないかという気がいたしますけれど

も、その点、実態と非常にかけ離れた決算というこ
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とで、教育委員会の見解を受けたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村委員の上

富良野高校の振興対策補助の関係の御質問にお答え

いたします。 

 まず、予算のときにお示しした資料と実決算にお

いて、相当の部分の差異が出てきているということ

に対してでございますけれども、現状として、その

結果になっていることについては、まことに申しわ

けなく思うところであります。 

 若干その中で、昨年の２１年の変化要素といいま

すか、昨年は非常に新型インフルエンザ等が流行い

たしまして、その関係で若干、執行において変化を

しなければならない状況にあったということを１

点、御理解いただきたいと思います。 

 また、現場の中で先生方が考えるいろいろな部

分、日々変化している部分もございますので、そう

いう面で変化要素がやはり出てくることもあるとい

うことを御理解いただきたいと思います。 

 ただ、先ほど委員のほうからるるお示しいただい

たように、非常に変化要素が大き過ぎるという部分

につきましては、十分反省して、今後の部分に十分

対応するような対策を講じていきたいというふうに

考えているところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私も振興会の関係で、例の

佐藤事務長のいろいろな不祥事もあったりして、こ

の関係については十分、やっぱり取り扱いをしてい

かなければならないのではないかという気がしてお

りました。 

 今回の結果の内訳を見ると、まるっきりどんぶり

勘定で、余ったからこっちで使い、こっちが余った

やつはこっちで使えというようなことが見え見えな

のです。 

 ですから、例えば各部活用物品代１４万９,９３

０円、それから、部活動補助２３万９,４００円な

んていうのは、最初のこの中には入っていないので

す。 

 それでは、聞きますけれども、環境整備費の部活

動用品１４万９,９３０円という中身、それから、

部活動補助の２３万９,４００円の中身はどういう

状況になっているのですか、確認いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 環境美化と部活の中身でございますけれども、ま

ず、部活の関係につきましては、野球の同好会のバ

スの借り上げを含める物品の購入でございます。

（「部活動補助のほうですか、物品代でなくて」と

呼ぶ者あり）環境整備費の各部活用物品代でござい

ます。については、それらのバスの借り上げと、遠

征費と、それに関する消耗備品等の購入でございま

す。 

 あと、環境美化活動の花壇用品等については、プ

ランター、苗を購入しているものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 環境整備費の各部活用物品

代１４万９,０００円、この中にバスの借上代なん

ていうのは入るべき性格のものではないのです。や

るのであれば、対策費の中の部活動補助ということ

の中に入るのが適切ではないですか。これは、環境

整備のために道具を買ってやるとかなんとかという

のであれば、まだ話はわかるけれども、しかし、こ

れ自体も、今の答弁からいくと、いかに不適切な処

理を各部門でされていたのかなという気がするので

す。 

 極端に言えば、部活動の下の対策費の２３万９,

４００円、この金額の中身は何でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 部活動補助の内訳については、手持ち資料をただ

いま持ってきておりませんので、後ほど説明させて

いただきます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今、課長も主幹も全部か

わったから、私は、立場はわかります。これは、前

田課長と藤田主幹が、その当時の事務局を担当し

て、事務局長が前田課長、それから、次長が藤田主

幹だったので、その方が皆それぞれかわられたから

あれなのですけれども、結局、委員長が教育委員長

だ、それから、事務局が教育委員会だ、だからこん

なことのずさんな経理の仕方でいいのかなという気

がするのです。 

 それで、ちょっと代表監査委員にお伺いします。

今、我々、昨年の予算委員会で出された補助予算の

内訳と中身ががらっと変わって、その項目項目で

余っているのであれば、不用額で僕は戻すべきだと

思うのです。もしあれであれば、改めて補助の必要

があればまた出していただくという関係なのですけ

れども、今の話を聞いて、代表監査委員としてどう

判断しますか。 

 今、具体的に意見を求めるということで、事前に

あれしていませんでしたから、その数字は的確にわ

からなければ、また後ほど総括の中でやりたいと思
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うのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員、答弁。 

○代表監査委員（米田末範君） 内容的にどうだと

いうことではなくて、総体として整理をさせていた

だいておりますので、このことについてはどうだと

いうことは、今、差し控えたいと思います。 

 各支出の項目に応じてどうだということではな

く、総体額としてどうだということで、これまでは

試査して見させていただいてございますので、今後

の対応についてということであれば、さらに進めて

見ていきたいというふうに思ってございます。今の

段階で、過去の部分について内容まで、予算の段階

からというところは見てございませんので、理解を

いただいておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それでは、予算の段階から

ということで、後で事務局から、平成２１年の予算

特別委員会の要求資料のナンバー２７の中に、補助

予算の内訳ということでなっておりますので、それ

と、今回のやつと対差をしながら見ていただきたい

と思いますし、それから、今、部活動補助２３万

９,４００円の中身ということは、余り今、承知を

していないということであれば、改めて御報告をお

願いしたいと思います。 

 それで、私はことしの予算委員会の中で、上富良

野高校が頑張っているのであれば、対策費の中で、

ある面で野球部の応援もよろしいのではないかとい

うことは発言しました。だけれども、これはあくま

でも２２年度に向けてということでございますの

で、そういう点で、今、２１年度の関係について

は、非常に不適切な会計処理ということを言わざる

を得ないということで申し上げ、後ほど、部活動補

助の関係等を含めて、再答弁いただいたときに、こ

れらの関係についての意見等を保留しておきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） いただいた資料のナン

バー４２の学校評議員についてなのですけれども、

設置されましてから何年か経過しているかと思いま

すけれども、これの成果がどのようにあらわれてい

るかということと。 

 もう一つは、開催日の出席率を見たときに、例え

ば上富良野中学校、２月２２日、出席者が１人で開

催されているということなのでしょうか。５人しか

いない評議員ですので、やっぱり５人の都合を聞き

ながら、全員が参加できる、年に２回しかやらない

会議ですから、全員が参加できるような日にちを設

定するべきではないかと思うのですけれども、いか

がでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） １０番和田委員の

御質問にお答えいたします。 

 まず、学校評議員の成果についてでございますけ

れども、学校評議員につきましては、校長の求めに

応じて、教育活動の計画及び実施、地域社会及び家

庭と学校との連携の促進など、校長の行う学校運営

に関し意見や助言を述べるものとするということ

で、この委員会を設置しているところであります。 

 したがいまして、今、目的としてお話ししました

部分に対して助言、意見をいただいているところで

ありまして、その成果は、学校経営に十分生かされ

ているものと思っております。 

 ２点目の上富良野中学校の２月２２日開催の会

議、これが１名の出席しかないということに対して

でございますけれども、これにつきましては、委

員、今お話しされていましたように、事前に、２月

２２日に行うので、御都合どうですかということを

学校側では当然聞いて、御案内を申し上げていたと

ころでありますけれども、残念ながら急遽、風邪だ

とか腰痛だとか、それぞれの理由で欠席なさって、

結果的に１名の方の出席しかなかったところであり

ます。 

 なお、この会議の内容でございますけれども、学

校の評価ということで、この会議とあわせまして、

ＰＴＡの会議を一緒に、学校評価をするという会議

でございました。それで、そちらのＰＴＡのほうと

の兼ね合いもあって決行をしているところでありま

すけれども、今後においては、十分にその辺の、事

前の部分、委員さんにも御理解していただいて、皆

さんが出席された中で会議が開催されるというのは

当然のことでございますので、これら学校のほうに

も十分注意をして、今後このようなことのないよう

に努めさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 配付された資料の４１、決

算書からいえば１８５ページ、１０款１項２目の特

別支援教育事業の関係でお尋ねをいたしたいと思い

ます。 

 これらの関係で、実際には、上富良野町特別支援

教育連絡協議会設置要綱ということがあります。目

的、それから部会の設置と業務内容というようなす

ばらしいものがあるのです。ですから、特に、部会

は、就学部会、研修部会、教育相談部会ということ

になっております。 
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 それで、現実に平成２１年度、連絡協議会が１回

も開催されていないのです。開催状況は、平成２１

年３月６日ということは、年度からすれば平成２０

年に１回、平成１９年に５回ということになってお

ります。 

 それで、開催ができなかった理由というのは、ど

ういう理由なのかお伺いをいたしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 開催できなかった理由につきましては、残念なが

らはっきりした理由はございません。開催していな

いという事実だけでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） これ、やっぱり担当者の熱

意かどうかちょっとわかりませんけれども、この事

務局体制の中では、委員長は上小の校長、それか

ら、事務局長は学校教育班主幹の藤田さん、それか

ら、同じく次長には、学校教育班主査の真鍋さんと

いう、教育委員会の職員が入っているのです。 

 それで、ちなみに見ますと、平成２０年度、予算

１３万３,０００円、決算ゼロ、１３万３,０００円

そのまま残っています。 

 それから、２１年度、予算８万６,０００円、決

算２万円、差し引き６万６,０００円が余っている

のです。この２万円という決算は、旅費だというこ

とで私は理解をいたしました。 

 そうすると、本当に特別支援教育が大変な時期

で、これを充実していかなければならないというの

に、特に、就学部会、研修部会、教育相談部会とい

う、こういう構成をして、やはり専門の先生方とと

もに進めるというのに、こんな形でいいのかという

のが非常に残念なのです。 

 だから、使わないのなら予算を計上しなければい

いのであって、必要だから設置要綱までつくって、

そしてやっているということですから、その点、や

はり学校教育班の皆さん方は、十分この状況の反省

に上に立って、やはりぴちっとしていかなければ、

一体どうなのかということが非常に僕、本来の仕事

をなぜしてくれなかったかという気持ちでいっぱい

でございます。 

 それで、事務局は５名体制ということなっている

けれども、あともう１名はどなたが今なっているの

か、おわかりでしたらお知らせ願いたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村委員の御

質問の特別支援の事務局体制、役員構成でございま

すけれども、基本的には、その後、会議を開いてお

りませんので、それら当て職で当てていくような形

の形態のものしかないところであります。 

 あと、先ほどの質問の中で、非常にこの連絡協議

会が開催されないことによって、特別支援自体が場

に見ていないという御指摘をいただいたところでご

ざいますけれども、確かに町も加わって、その部分

を協議するという場をなくしているというような形

に見えますけれども、現場においては、その先生方

が集まって、研修会を数度開催していますし、横と

の連携という部分で、学校間でのそういう会議等

も、この会議とは別に設けられておりまして、それ

がイコール現場において、特別支援教育が後退して

いるものではないということだけ、御理解をいただ

きたいと思います。 

 また、先ほど予算の未執行の部分のお話をいただ

きましたけれども、８万円のうちには講師の謝礼と

いう部分も入っておりまして、こちらは３月６日の

研修会を行っておりますけれども、これについて

は、上川局のほうから来ておりますので、講師の代

金がかからなかったという一面もあることを御理解

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ９番中村委員の御質問で

ございますけれども、今後、就学指導委員会、私の

ほうも担当と再確認を実はさせていただいておりま

す。こういう協議会自体が、これからやっぱり各学

校の連携を深めなければならないということは当然

のことのように私たちも思ってございます。先ほど

課長が申し上げましたように、現場の中ではそれぞ

れ連絡調整をさせていただき、また、就学指導委員

会等も含めながら、別な会議の折にも、こういう子

供たちの対応をどうするかというのは事実やってご

ざいますけれども、この協議会としての動き方、

ちょっと若干手ぬるい部分が実はございましたの

で、また、この協議会が本来あるべき姿をもう一

度、再度確認いたしまして、進めるように対応して

いきたいというふうに考えておりますので、御理解

を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １９１ページの校舎の耐震

診断で、もう既に一部聞きまして、結局、耐えられ

ない構造の中で、改築しなければならない部分等が

あるということの話でありましたが、この結果等に

ついて、小中学校の現状等々、今後どういうふう
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な、耐震診断の結果を受けて、どういうふうに学校

の管理運営、あるいは改築等に取りかかるのか、こ

の点お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ５番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 耐震診断につきましては、前の各委員会の中で、

各数値をお示ししたところでございます。結果、西

小学校と上富良野小学校、そして、上富良野中学校

が耐震の、何らかの形で強化を図らなければならな

い結果となったところであります。 

 まず、上富良野小学校でございますけれども、上

富良野小学校につきましては、耐震強度も足りな

い、なおかつコンクリートの劣化も激しいというこ

とで、改築というものを視野に、改築方向で検討を

進めているところです。 

 あと、西小学校につきましては、耐震改修という

形で対応を図っていきたいというふうに考えており

ます。 

 上小と西小体育館につきましては、指数としては

０.３未満でありますので、これらについては、早

い時期に、年度的な位置づけを考えているところで

す。 

 上富良野中学校につきましても、０.３は超えて

おりますけれども、年次的に、年次を決めて対応を

図っていきたいなということで考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） これとあわせてお伺いした

いのは、放課後プランの事業展開という形になって

おります。西小学校においても、本当に空き教室を

使うという形の中で、本当に狭隘な中で進められて

いるという事態になっております。上小に至って

は、体育館の２階を使っている形で、いろいろ課題

があるということであります。 

 そういうものも含めた、改築時における問題等に

ついては、こういったものも含めてカウントして考

えられる要素があるのかどうなのかお伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ５番米沢委員の御

質問の、放課後クラブと、その改築する西小、上小

についての御質問にお答えいたします。 

 まず、西小学校でございますけれども、西小学校

の体育館ということから考えまして、基本的には、

現状の面積を確保した中で耐震改修を行うというこ

とで考えております。結果として、そこの部分が放

課後クラブに対応できる形での改修ということは、

現状のところは考えていないところであります。基

本的に、ジプシー的な状況になりますけれども、今

の状況を続けていく方法しかないのかなというふう

に考えております。 

 あそこの体育館、あの形状の中でやりますと、学

校開放だとか、いろいろな部分で、学校だけに使っ

ているわけでなく、学校開放、そして放課後クラ

ブ、放課後スクールということで、多岐にわたって

使っていますので、そこを仕切る、小さくする、仕

切って部屋をつくるということもなかなか難しいの

かなというふうに考えております。 

 あと、上小につきましては、改築ということで考

えていますので、それら十分対応できるような仕切

り方を、部屋の配置だとか、そういうものは十分検

討して、今の状況とは違う形で対応を進めていきた

いなということで考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） ちょっとお聞きしたいの

ですけれども、資料３９の図書館利用統計概要につ

いて。 

○委員長（長谷川徳行君） 決算書の関連で何ペー

ジかお知らせ願います。 

○１０番（和田昭彦君） 決算書は、ちょっと探し

たのですけれども、出てこない。２１７、図書運営

費ということになるのでしょうか。 

 ここで、ちょっとお聞きしたいのですけれども、

人口１人当たり貸し出し冊数が６.６冊というの

は、近隣町村というか、道内というか、比べてどの

程度のレベルにあるのか、多分数字が出ているかと

思いますけれども、それをちょっと教えていただき

たいのと。 

 それから、図書購入が１,１８８冊ということ

で、この数字はどうなのでしょうか、妥当なところ

なのでしょうか、もっと予算があればというか、そ

ういうような考え方でいいのかどうか、その辺

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） １０番和田委員の

御質問にお答えいたします。 

 最初の、人口１人当たり貸し出し冊数６.６が全

道的に見てどうなのかという御質問でございますけ

れども、今、手持ち資料を持ってきていないため

に、ちょっと感覚でお話しさせていただきたいと思

いますけれども、富良野市との比較になりますけれ

ども、富良野市との比較になりますけれども、大体

６.６と同じぐらいの、富良野市は貸し出し冊数と

なっているようであります。 
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 それと、図書の購入１,１８８冊が適正なのかと

いう御質問だったかと思うのですけれども、基本的

に、教育委員会としては、買えるのであればもっと

買いたいと思っています。ただ、適正か適正でない

かと言われますと、予算に合わせた形で言えば、適

正だというふうな形で思っております。希望として

は、買えるのであればたくさん買って、図書にいっ

ぱいいい本を置いて、子供たちにいい影響を与えた

いというのは教育委員会の思いですけれども、思い

と、予算という枠がありますので、その中で一番い

いものをチョイスして購入しているというふうに御

理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 図書のほう、資料の５４

ページの１,１８８冊という、きのう訂正されたの

ですけれども、それから七、八行目下がったところ

に、図書購入費というところがありまして、要する

に前年度よりも２１年度のほうが購入費は非常に上

がっております。購入数に戻りますと、購入数は前

年度のほうが多いわけです。だから、単純に考える

と、非常に高価な本でも買われたのかなという感じ

がするのですけれども、そこを教えてほしいと思う

のです。あるいはこの数字が間違っているのであれ

ば、間違っていると教えてもらいたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主査、答

弁。 

○社会教育班主査（吉河祐樹君） 今村委員の質問

に対してお答えしたいと思います。 

 平成２０年のほうの冊数なのですけれども、こち

らのほうに統計の数字の取り方の関係で、雑誌の冊

数と、町のほうの視聴覚のビデオの関係が抜けてい

まして、全体では１,３３１冊ということになって

おりますので、実際は、購入数としては２０年のほ

うが多くて、ことしのほうが少ないという形になっ

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ということは、別に高価な

ものを買って、簿冊の数と購入費が逆転しているわ

けではないということですね。何か効果なものを

買ったら、何かなと思って、見に行きたいなと思っ

たのです。わかりました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 決算書の２１１ページ、１

０款５項１目の関係と、それから、配付資料のナン

バー４４の関係でお尋ねいたします。 

 自主企画、芸術鑑賞事業補助ということです。こ

れは、要綱は平成１１年にできて、１９年からまた

改正されたということで、補助要綱のあれを見ると

あるのですけれども、一つは、自主企画事業にかか

わらず、募集団体が職員に要綱外の支援を求めるこ

とがあるというようなことで、団体が制度を理解す

る必要があるというようなことが言われておりま

す。 

 したがって、２１年度の事業実施団体、音楽が大

好きな仲間の会、それから、ふらのものがたり文化

の会、これらが、募集団体が職員に要綱外の支援を

求めるというのは、この団体のどちらなのですか、

それとも両方ともなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 どちらということだけは御勘弁いただきたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それではわかりました。 

 それでは、私は、自主企画、芸術鑑賞事業実績

の、二つの団体のそれぞれの決算書が欲しかったの

です。これ合算されています。補助金が１５万円な

のでしょう。これはあくまでそれぞれ個別の団体が

あって、例えば音楽が大好きな仲間の会には、１５

万円のうちの何ぼ、それから、ふらのものがたり文

化の会のほうは１５万円のうちの何ぼということに

なっていると思うのですけれども、これは合算され

るから、どういうようなあれが、それから、例えば

入場料もそうだし、その点がちょっと不明確なの

で、それを本当は出していただきたいと思いますの

で、できれば、きょうは時間があれですから、あし

たでも出していただくような方法で、とりあえず２

１年度だけで結構です。今出ますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（水谷つね君） ただいまの中村

委員からの御質問に対してお答えしたいと思いま

す。 

 初めの、音楽が大好きな仲間の会のほうにつきま

しては、補助額１０万円でございます。２番目のふ

らのものがたり文化の会につきましては、補助額５

万円、合わせて１５万円の補助となっております。 

 入場料につきましては、音楽が大好きな仲間の会

のほうにつきましては２４万１００円となっており

ます。それから、物語文化の会につきましては１３
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万４,５００円でございます。 

 その他の内訳でございますが、①のほうにつきま

しては１万１,８０８円、それから、②のほうにつ

きましては１万８,９６１円でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私は、それらを含めて収支

を出していただきたいと言っているので、できれ

ば、言葉で言うのでなくて、あした、資料として出

していただきたいと思いますが、委員長、取り計

らっていただきたいと思いますが。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、わかりました。 

 ほかに。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １９５ページ、上富良野西

小学校備品購入費が９１万８５円、それから、東中

小学校が備品購入費４９万２,５３２円。学校で購

入する備品、事務用品等につきましては、各学校で

ある程度使用するものも同じものもあるのではない

かと、このように考えますし、地元業者から一括購

入して分配してはどうかということを、過去の決算

委員会でも何回か申し上げましたところ、検討して

みるというようなことでありましたけれども、昨日

の書類審査で、旭川から各学校それぞれで購入して

いる状況がありました。それで、以前と変わってい

ないなという感じを受けたのですが、今後の物品購

入につきましての対応につきまして、どのようにお

考えなのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ２番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 きのうも伝票を見ている中で、村上委員のほうか

ら御質問をいただいたところであります。数年間続

けて同じような御指摘をいただいているところであ

りまして、教育委員会としましては、その思いを学

校の事務担当のほうに指示をいたしているところで

あります。 

 しかしながら、昨日一緒に見た伝票が、地元で購

入できないものなのかといいますと、残念ながら地

元でも購入できるものでございました。２１年度

は、もう過ぎ去った部分でございまして、２２年度

に向けまして、４月の初旬に学校事務担当職員を呼

びまして、全体の事務の流れの説明、そして、今、

話題となっております地元業者の利用について、改

めて指導も含めて、お願いも含めてといいますか、

そんな形で説明をさせていただいているところで

す。 

 ただ、何度も、前にも申し上げているかもしれま

せんけれども、特殊なものについては、地元で購入

できませんので、それらについては御理解をいただ

きたいと思いますし、地元で購入できるものにつき

ましては、地元で購入するように、より体制を強化

していきたいなというふうに考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ページ、２２９ページの

パークゴルフ場の管理であります。資料の４６に基

づいて、ちょっとお尋ねしたいのですけれども、資

料は、平成１５年から２１年度までの利用者数等を

いただきましたので、今は２１年度の決算をやって

いますからあれなのですけれども、利用者数は年々

減ってきております。また、町内の利用者は逆にふ

えてきています。２０年から２１年はちょっと減っ

ているのですけれども、そういう特徴があります。

また、圏外についても、これは明確にどんどん減っ

てきています。こういった特徴があります。 

 ２１年度の決算でありますので、特に、２０年度

から２１年度になった数字がございます。当然いろ

いろな要因があって減ってきているのです。要因を

もって分析されて、何か結論づけていると思うので

す。利用者数をふやそうとすれば、ふやそうとする

結論が出ていると思うのですけれども、そこら辺が

あれば教えていただきたいなというふうに思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ６番今村委員の

パークゴルフ場の利用状況についての御質問にお答

えいたします。 

 まず、町内の利用者の動向につきましては、今村

委員おっしゃったとおり、おおむね２万５,０００

前後で推移しているところであります。 

 ２０年度、若干多くなっていますけれども、シー

ズンが、天候によって期間が伸びますので、それに

よる利用増が主なものではないかと思われます。 

 あと、圏域外の部分、町外利用者、圏域内も含め

ましてですけれども、当然新しくオープンしたとき

は、珍しさも当然ありますので、１万７,０４４と

いうことで、ずば抜けた数値となっております。そ

の後、この近郊でもパークゴルフ場の整備が図られ

て、どこの町もパークゴルフ場の整備が図られまし

たので、その後、年を追うごとに減少しているとい

う結果だと思います。 

 町内の利用者の動向につきましては、非常に安定

した中で、利用人員がある程度固定してきているの

かなというような見解を持っているところでありま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 
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○６番（今村辰義君） 今言われたのは分析だと思

うのです。そういう分析に基づいて、何か方針があ

れば、先ほど一例を言ったのですけれども、利用者

数をふやそうとすれば、ふやそうとする結論を出し

ていると思うのです。分析の結果、それがあれば。

結論といいますのは、こういう要因があって減って

きていると、だから、こういう対策をとるというの

が結論になると思うのです。それがあれば教えてい

ただきたいと思うのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番今村委員の御

質問にお答えいたします。 

 まず、パークゴルフの普及という部分につきまし

ては、パークゴルフ協会だと、関連する団体、関係

する個人が積極的に協会の発展などに向かって御尽

力いただくのが一つなのかなと。 

 もう一つ、教育委員会としては、例えばパークゴ

ルフの初心者教室などを開催する部分に対して助成

なり支援を教育委員会としてしていくというよう

な、協会と教育委員会が連携した中で、パークゴル

フの普及を進めていくものではないかなというふう

に考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで、１０款の教育費の質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、１１款公債費の

２２８ページから１２款の諸支出金、１３款の給与

費、１４款予備費の２３３ページまで一括して質疑

を行います。ございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２３０ページの給与費の関

係でお伺いいたします。 

 町は、行財政改革の中で、極力少ない職員で効率

的な仕事をしてもらうという形の中で、一定数、職

員の削減をするという形でずっとしてきました。退

職者も、一部不補充という形の中で進めてきており

ます。 

 しかし、この間の職員の配置、今後心配される

点、何点かちょっと質問したいと思うのですが、確

かに給与の削減という点では、それなりの効果があ

ります。しかし、人材の育成、あるいは育てるとい

う点で、それぞれ職場に、それぞれ班に張りつくと

いうことになれば、一定部分、職員が採用されなく

なるということになれば、空白の、そういった団塊

の世代が出てくるのだろうというふうに思います。 

 そういう意味で、仕事の質の継承だとかがとれな

いようになる部分だとかというのが出てくるような

気がしますが、この点、職員の今後の配置状況も含

めて、どういうお考えなのか、必要定数というの

は、どこまで定数が必要になるというふうにお考え

なのか、この点、まずお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 職員定数と人件費の削減につきましては、実際に

は、平成１６年に立てました行財政改革では、人件

費総額を当時の額から１５％削減の目標を掲げなが

ら、順次人件費の削減に取り組んできたところでご

ざいます。 

 ２１年には、この１５％を達成したところでござ

いますが、その間、委員が御指摘のように、急激に

職員数を減らしてきたことによりまして、一定の年

代が実は飛んでいる実例も実はございます。この職

員たちが、そこの世代が、２０年、２５年たって、

町のリーダーとなるべき世代がすっぽり抜けてしま

うようなことであれば、当然組織としてのありよう

がどうなのか、この辺も実は懸念もしているところ

でございます。 

 ただ、先ほど言いましたように、時代背景が非常

に厳しい状況の中で、不断の努力を重ねながら行財

政改革に取り組んできた部分については、一定の成

果が今現在も得られていると。先日、３定で報告い

たしました財政指標の４指標においても、全道でも

トップクラスの健全財政になっていると、そのよう

なこともあるかというふうに思います。 

 委員の御質問の今後の定数のあり方はどうのよう

になるのかという御質問でございますが、今現在、

１２月上程に向けまして、職員の定数条例の見直し

に今着手をしているところでございます。委員御指

摘のように、人材の育成、また、今まで養ってきた

職員の能力、これらを次の世代につなげていくため

の方策をどのようにとったらいいのか、そのような

ことで今、課題を持ちながら定数の見直しに着手を

しているところでございます。 

 いずれにいたしましても、職員の余力を持つ力は

今のところ上富良野町にはございませんので、どの

ような形で効率的に事務を進めていけばいいのか、

これらも不断の努力を重ねながら、適正な職員定数

について協議をしてきたいというふうに考えており

ます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 
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○５番（米沢義英君） 総体的に士気が下がってき

ていると。先ほども質疑の中にありましたが、いわ

ゆる提案型の、職員からいろいろと提案してもらっ

て、それを生かすという形の中のまちづくりをした

いという形で、積極的に職員の声もまちづくりに生

かすために、そういうことをされてきたわけです

が、ここに来て、やはりそういったトーンがぐーっ

と下がってきている。 

 これがすべてではないと思うのですが、それぞれ

の量の問題だとか、いろいろな問題があるのだろう

と思いますが、やはりそういうものも含めて、提案

してもなかなかそれが受け入れてくれないのか、積

極的に、この際だから、もう言ってもだめではない

かだとか、そういったふうな部分にも、やはりこう

いった定数の削減等が影響してきている部分もある

のではないかなと。ひいき目で見て、こんな感じに

なるのかなというふうに思いますが、やはりこうい

うものも含めて、一方で臨時の職員が若干ふえてい

るという部分はありますが、これも必要に応じて採

用しているわけですから、その都度吟味されて、内

容も全部採用している部分はあると思うのですが、

やはりそういった部分で士気が低下することがあっ

てはならないということも含めた必要定数の職員の

配置というのは絶対必要だというふうに思います

が、この点、考えをお伺いしておきたいと思いま

す。これは、町長でも。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 士気の低下については、極めて組織的には、組織

としての危機だというふうに思いますが、今、経過

については担当の総務課長から申し上げたとおりで

あります。平成１３年以後、三位一体改革で、財政

収支を優先的に維持するということで、内部的に

は、人件費を中心に、定員不補充、もしくは、その

補完として外部委託等を進めてまいりました。 

 御案内のとおり、一定程度職員の減員数について

も抑制してまいりましたので、その間、一部補完を

しましたが、いずれにしましても、知識の豊富な職

員、それから、経験の豊富な職員がリタイヤして、

その後、新人を迎えるということで、一定程度のひ

ずみが生じているのも事実であります。 

 と言いながら、職員の補充をしっかりすることに

よって、また費用が大きな増加ということもありま

すので、その辺の兼ね合いは非常に大事だと思いま

すが、いずれにしましても、今後につきましては、

この年の人事院の勧告でも、勧告内容の中に触れて

いますように、皆さんも承知かと思いますが、満額

年金の支給開始が６５歳でございますので、それの

年齢に合わすために、今後、３年ごとに１歳ずつ定

年を引き上げると。 

 一方、処遇の人件費については、そういうものを

維持するのは、今のレベルでは維持できませんの

で、一方、そういう高齢者については賃金水準を大

きく下げるというような構想のようでありますの

で、そういう流れに沿って、経験豊富な職員を組織

に抱えることによって、先ほど申し上げましたよう

に、いろいろな多様のひずみを補完できるのかなと

思います。 

 それだけでは補完できませんので、将来を担う若

い職員も確保しなければならない。それから、先ほ

ど総務課長が申し上げましたように、年齢層でのひ

ずみもございますので、中途採用が具体的にできる

のかどうかわかりませんが、一般社会での経験のあ

る者を採用するのも一つでございましょうし、いず

れにしましても、多様な任用制度を確立することが

組織にも求められているなというふうに思います。 

 それと一方、今、職場内部でも、定型的な業務に

ついては、果たしてこういう職員がすべて担うこと

がいいのかどうか、これらについては十分検討しな

ければならないと思いますし、一方、将来にプラン

を持つ、もしくは、現在のいろいろな課題をできる

だけ的確に改善をするということになれば、これは

職員みずからいろいろなプランをもって実行に移す

ということになりますので、そういうことも念頭に

置いて、やはり資質の高い職員を将来とも確保する

ということも組織の使命でございますので、多様な

ことをイメージしながら、先ほど総務課長申し上げ

ましたように、職員が意欲を持ってこの組織で活動

できる、そういうことも念頭に置いて、定数条例の

上程をしたいと思いますので、ひとつそういう、

今、非常に抽象的な内容でございますけれども、い

ろいろと課題を抱えながら、ここ近々、あるべき方

向を見出して事態に対処してまいりたいというふう

に考えてございますので、御理解いただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、以

上をもって、１１款公債費、１２款の諸支出金、１

３款の給与費、１４款の予備費の質疑を終了いたし

ます。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 今後の予定について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 
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○事務局長（野﨑孝信君） 明日６日は、本委員会

の最終日で、各会計歳入歳出決算認定の特別会計と

企業会計決算認定の質疑、分科会ごとに審査意見書

案の作成、全体での審査意見書の作成、理事者の所

信表明、討論、採決の順で進めてまいりたいと思い

ます。 

 出席の際は、各会計歳入歳出決算書、病院事業、

水道事業会計決算報告書及び各資料等を御持参願い

ます。 

 あすの開会は午前９時でございます。定刻までに

御参集くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

午後 ５時０５分 散会 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １１名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１１名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会３日目

を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 本日の議事日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程で進めて

いただきますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 会議に入る前に、先日

の９番中村委員の質問に対して、教育振興課長より

補足説明をいたさせます。 

 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村委員の御

質問、上富良野高校の振興対策補助の部活動補助の

内容について御説明申し上げます。 

 部活動補助の中身につきましては、ピッチングマ

シン１台を購入しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員、４４番

の補足資料について質問はございますか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ４４番の関係で、自主企画

鑑賞事業ということで、それぞれ、ふらの・ものが

たり文化の会と音楽大好き仲間の会ということで、

一応、確認をしたいのですけれども、それぞれ二つ

の団体がやっている入場料収入があります。１３万

４,５００円と２４万１００円、この関係の入場券

の単価、これが何ぼなのか確認したいと思ったので

すが、わかりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村委員の御

質問なのですけれども、申しわけありません、単価

については資料を今持ち合わせていないところであ

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 自主企画事業は、延べ３８

８人ということで、この中に載っておりますけれど

も、それはまた後で、事務局のほうで確認をいたし

たいと思いますので、この関係については終わらせ

たいと思います。ありがとうございます。 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、昨日に引き

続き、平成２１年度上富良野町各会計歳入歳出決算

認定の特別会計より質疑を行います。 

 最初に、国民健康保険特別会計全般の２３５ペー

ジから２７９ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 近年、国保税の滞納額もふ

える、徴収も一生懸命やられておりますが、率直に

お伺いいたしますが、いわゆる国民健康保険税の負

担軽減対策という点でお伺いいたします。 

 町の資料でも、加入者の約７割近くが２００万円

以下の低所得者層になるという形の状況にありま

す。そうなりますと、国民健康保険税の収納総額そ

のものも、やはり減るというような動きも当然出て

くるかというふうに思います。この間、町の答弁で

は、一般会計からの繰り入れを行っているという形

の答弁があります。確かに２１年度を見ましたら、

１億３,５００万円でしょうか、一般会計からの繰

り入れを行っているという決算にはなっておりま

す。その中では、保険基盤の軽減、給与費、出産一

時金、財政の安定化の支援事業、その他という形

で、あと、基金からの繰り入れという形になってお

ります。こういう義務的な要素等を引いた場合、実

質、町が単費で繰り入れている繰入金額というのは

どのぐらいになるのか、まずお伺いしておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午前 ９時０６分 休憩 

午前 ９時０６分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 総合窓口班主査、答弁。 

○総合窓口班主査（及川光一君） 米沢委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 一般会計からの繰り入れの中身ということで、一

般会計の繰り入れの中身につきましては、国の制度

で言う義務的経費を繰り入れるということで、現

在、繰り入れている金額については、すべて義務的

繰り入れになっているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、国から来て

いる部分ということであれば、町独自で入れている

部分というのは、ちょっと言葉の取り違いかもしれ

ませんが、実質ほとんど負担が伴っていないという
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解釈になるのか、その点、単独で入れていないとい

う形で理解してよろしいですか。町の町税が、一般

財源として単純に、純粋に町の財源として。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

お答えします。 

 今、担当主査のほうから御説明申し上げましたよ

うに、国保制度上、市町村が負担するものについて

は、当然負担してございますが、町長が裁量をもっ

て、一般の租税を国保の事業に充てるという形で繰

り入れしている任意の性質のものはございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、全く任意の

ものはないということでありますから、町単独のも

のはないという形になります。そうしますと、従

来、一般会計から繰り入れているので、軽減されて

いるという名目上の表現にはなりますけれども、実

質負担ゼロという形になっているのだろうというふ

うに思います。そのことを考えれば、国民健康保険

税の負担軽減というのは、この間、いわゆる歳入と

歳出を引いて黒字になった部分もあります。それを

常時一般会計に繰り入れて、何とかそのバランスを

とってきたけれどもという形になっているというの

が今までの状況でした。そうなると、やはり町の一

般会計から、一般的に言われている、真水と言われ

るような純粋なお金を投入すれば、国民健康保険税

の負担の軽減ができると私は考えているのですが、

そういうことは今の財政力からもってしても、財調

の積み立て基金の取り崩しだとか、いろいろやれば

軽減する財源はあるのだと思うのですが、この点は

どうだったのでしょうか。そういう考える要素はな

かったのかどうなのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 米沢委員の御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

 委員がおっしゃられるように、この事業につきま

しても、費用に対して財源構成が決まってございま

すので、そういうルールに基づいた手当をしている

ところでございまして、先ほど申し上げましたよう

に、国保事業に係る費用を、または費用を賄うため

の国保税を軽減するために、一般租税をその事業費

用に充てるという考え方は、今のところ持ってござ

いません。これは、私ども今現在、そういう事業そ

れぞれの性質、それから全体の秩序を維持するため

に、そういうことを旨として今までやってきてござ

いましたので、ひとつ御理解をいただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 行政改革の趣旨にのっとっ

て、受益者負担の理論に基づいて、かかった費用

は、一定部分は当然受益者負担で、加入している人

が負担するのは当然ではあります。しかし、余りに

も今の経済事情からいって、町の任意の負担が全く

ないというのは、いわゆる繰り入れがないというの

は、これはおかしい話で、そういった繰り入れをす

れば完全に軽減できる要素があるわけですから、こ

ういうことをまず考えるべきだと思います。そし

て、加入した保険者の皆さん方が、結局それを負担

して払うという形になって、自治体が困っているの

に負担の軽減策をとっていなかったという状況の中

で、しわ寄せが、全部、受益者という形の中で負担

が行っているというのが今の状況だと思います。こ

ういう改善策を、この２１年度の決算を見ても、

はっきりわかっているのであれば、そういう実態が

あるわけですから、町の繰り入れをしていないとい

う状況があるわけですから、町長、その点、やはり

きちっと財政措置をして、国民健康保険税の７割近

くも軽減世帯がいて、確かに国の制度に基づいて軽

減されている世帯の方もいますけれども、これだけ

暮らしが大変な人たち、年金暮らしだとかそういう

人たちが多いという実態があるわけですから、ま

ず、こういう大変だという状況をどういうふうに認

識されているのかという問題と、二つ目には、もっ

と繰り入れして軽減策を図るべきだと思いますが、

町長はこの点どうお考えですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ただいまの質問、私のほ

うからお答えさせていただきたいと思います。 

 この問題については、今までもやり取りをさせて

いただいているところでございますが、繰り返しに

なりますけれども、公的保険の一つである市町村国

保につきましても、それぞれの自治体がその実情に

応じて手当をしていくことについては、財政上、限

界がございますので、私ども自治体としましては、

今までも国に町村会等を通じまして、国保財政基盤

の強化という観点で、もう少し国費を投入すること

で、医療費を賄うための保険料等の軽減につながる

ような、そういう要望をこれからもしてまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

 いずれにしましても、一般租税を特定目的の事業

に充てることについては、地域の中でどういう合意

がとれるのかはわかりませんが、今の段階では、こ

れは一線を引いて対応していくことがベターではな

いかというふうに考えているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 副町長、そういうことを

おっしゃるけれども、それは国が進めているルール

にのっとって、地方自治体が負担軽減はなるべくす
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るなという指導のもとで、すべからずそういう行政

指導になってきているのだと思います。そういう中

で、自治体も困っているのだと思いますが、しか

し、私は、全部財政をつぎ込めと言っているのでは

なくて、その一部の３,０００万円だとか４,０００

万円、こういったところに投入するだけでも、わず

かだけれども負担の軽減、１万円かそのぐらい軽減

できるはずですから、そういうことをやる財源があ

るにもかかわらず、なぜしないのかということを

言っているのですよ。 

 この間、黒字になって、財調に積み立てたりとか

していますけれども、そういうお金を積み立てるの

は、財政基盤の強化という点ではいいのですけれど

も、やはりこういった国民健康保険税の負担が重い

ということで大変な状況にあるのに、それを一部こ

ういったところに移して軽減策をとるというのは、

これは当然の策だと思いますが、いかがでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 委員の御質問に、繰り返

しになるかと思いますけれども、やはり原則を曲げ

ますと、どこが境界ラインなのかという問題もござ

いますので、私は、前段、委員が申し上げましたよ

うに、担税力がなく負担に耐えられないという個別

の問題については、それはそれぞれケースごとに判

断して、従前から言っているように、その実態に応

じて救済措置を講じるケースについては救済措置を

講じるということで対応することがベターだと思い

ますし、全体のフレームについては繰り返しになり

ますので、その点ひとつ御理解いただきたいという

ふうに考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） まともに答えていないわけ

で、仮に３００万円、４００万円の方であったとし

ても、５００万円以上の方であったとしても、本当

に大変なのですよ。何回も言いますけれども、一般

質問でも質問しましたけれども、固定資産税やら消

費税の負担だとかそんなのがあって、所得の大体１

割を税として納めなければならないという、この制

度そのものの仕組みにも問題はあると思いますが、

そういうことを考えれば、これはどこまでが限度な

のかということで、わからないということをおっ

しゃるのだけれども、それでは、今、上富良野町が

行っている政策の中で、それぞれ皆さん方が合意を

得てやっている政策はあるのかということになれ

ば、本当にそういう問題というのは、突き詰めれば

課題はたくさんあるのではないですか。 

 例えば、商工振興、農業振興ですよ、そういう問

題にしても、それぞれの業種をきちっと守って育て

る、あるいは、農業でしたら育成をするという形

で、今回も中山間地のそういったものも負担という

形で踏み切りましたよね。そうしたら、これを単純

に言えば、商業者にとって本当にそれがいいのかど

うなのか、一般の人の合意が得られるかどうなのか

ということになれば、そうでないという人もいるで

しょう。だけれども、全体のバランスを考えたとき

に、商業、農業、一般市民労働者のこういったとこ

ろの基盤を守るためには、ここは必要だということ

で財源措置をするわけですから、そういうことを考

えれば、国民健康保険税の負担軽減策を、その財政

の積立金をもって取り崩して、こういったところに

使うというのは当然の義務でしょう。ですから、国

民健康保険税の中にも社会保障制度と位置づけがあ

るのは、そのことなのです。そこをきっちりと理解

してやれば、それは実際実現できるわけですよ。そ

んな、逃げ口上でできないだとか、負担の範囲がど

うなるかわからないというのは、全く話にならない

話を副町長はやっているのですよ。これはきちっと

答弁してください、もう１回。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 米沢委員の御質問に、繰

り返しになって大変恐縮でございますけれども、原

則論については私が言うまでもないと思います。 

 税の負担の重みに耐えられないケースについて

は、前段、委員が申し上げられているように、国保

の被保険者においても、または一般の町税等の納税

義務者の中にも、いろいろな個々のケースがいるか

と思いますので、そういう方々については十分に相

談をさせていただいて、その負担能力の実態に応じ

て、ケースごとに救済措置を講じるのは当然あって

しかるべきですし、そういう制度設計になってござ

いますので、そういう制度を十分機能発揮できるよ

うに対応してまいりたいというふうに考えていると

ころであります。 

 一般町税につきましても、総体的には非常に活力

がなく、町民の方々の多くが、そういうケースが出

てくるような素地があるということも、我々は一定

程度認識をしてございますので、といいながら、税

の軽減を全体に対応するということについては、こ

れはなかなか難しいわけでありますので、この辺に

ついてはできるだけ、先ほど前段で申し上げたよう

な、おのおのケースごとに判断をしてまいりたいと

いうふうに考えているところであります。 

 特に国保の事業につきましては、医療費がもとで

税が構成されてございますので、医療費の増嵩を抑

制するために、町が取り組んでいるのは御案内のと

おりでございますので、そういうことをさらに高め

るような、そういう取り組みをして、結果として全
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体の求める税の総額を軽減するような、そういうこ

とが重要だと思いますので、そういうことに今後と

も力点を置いて取り組んでまいりたいと思いますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） それでは、全くそういった

軽減策をする余地はないということの答弁を繰り返

していると思うのですが、私、その財政基金の、い

わゆる財調の取り崩しだとかを行えば、軽減するこ

とは十分可能だと思います。こういうことを、例え

ば中山間地にできて、なぜこの国保でできないのか

ということの理屈、そういうことになりますよね、

副町長。どうなのですか、そこ。一方ができて、片

方ができないということにならないでしょう。責め

ているわけではないのですよ、中山間地は大事です

から、行政としてきっちり農業を育成するというこ

とは前提ですから。そういうことをしていて、一方

でできないということにならないのですよ。 

 そして、この間も一般質問で質問しましたけれど

も、そういった軽減策の恒常的な仕事がない、そう

いったところに対して、軽減策があるにも周知され

ていないと、制度の不備だと私は思っていますが、

そういうこともやられていないと。ただ、やってい

るのは、いわゆる法定減免で、誠実にそれはやって

いるというだけの話なのですよ。だから、まだまだ

町が親身になって、この国民健康保険税に加入して

いる方の重税感を考えれば、そういった財源を取り

崩してできる可能性、やはりあると思います。こう

いうことをもう一度確認したいのと、二つ目に確認

したいのは、この間、国が国庫負担金の削減を行っ

てきましたが、これはすぐできるかどうか、どのく

らい国庫負担金の削減が行われて、上富良野町でい

えば減収になったのか。これはいつでもいいのです

が、制度が変わったときあります、現在と比較し

て、当時の国庫負担率で行った場合、税の確保はこ

のぐらいできるだとか、そういうことを対比でして

後で示していただきたいと思うのですが、やってく

ださいよ、それ、できるはずですから、国民健康保

険税の減税については。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ただいまの御質問に、私

のほうから再度お答えをさせていただきたいと思い

ますけれども、繰り返しになって大変恐縮でありま

すが、被保険者ごとに今後の軽減策を講じる考え方

は今のところございません。税の賦課総額をできる

だけ抑制するという、そういう働きをするために、

保険事業にさらに力を入れて、そういう結果につな

いでまいりたいと思いますので、その点ひとつ御理

解いただけないかと思いますが、町としての方針を

申し上げて答弁にかえさせていただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 私がここで質問をするの

は、町の方針を聞くのも大事だけれども、加入して

いる住民の人たちの状況がこうなのだからというこ

とで、私はこのことが大事で質問しているのであっ

て、町も財政的に大変な部分があるかもしれないけ

れども、財調の取り崩しを行えば十分引き下げが可

能な財源があるのだから、それをもってやりなさい

ということを言っているのですよ。何も無理なこと

は言っていないですよ。委員長、これ話にならない

です、全く拒否しているのです、これは。質問の趣

旨に合っていない答弁をして、全くその質問に対し

てまともな答弁が返ってこないという、本当に嘆か

わしい町の体制というのは、ただしていかないとだ

めだと私は思っているのですよ。これ以上質問して

もだめだと思いますが、私はまだまだ質問をしま

す。本当に町の冷たい姿勢というのが、ありありと

ここでわかってきました。 

 結局、加入者が全部負担しているという形の極端

な理屈でありますけれども、そんな感じですよ。お

互い納税して、納めて基金が余った。その基金は、

納税者が積み立てた、納めた基金で、国からの繰り

入れもあるかもしれませんが、それが結局、順繰り

順繰り循環しているだけであって、横で町は様子を

見ているだけなのですよ。減ったかふえたかという

だけで。様子見をしているというような、こんな冷

たい町は本当にありませんよ。ぜひ考えていただき

たいと思います。 

 次に質問したいのは、前も質問した軽減の問題で

す。いわゆる恒常的な失業だとか病気だとかという

形の中で、こういう場合は町の７２条だか７７条に

もあります。しかし、今回、制度の改正が国のほう

も、我が党の国会議員の質問などもありまして、こ

ういった部分に対する財源の措置はしますと、軽減

策をした場合、そういうものをよりどころに、恒常

的な困窮者、あるいは社会事象で生活が大変になっ

た人たちに対する制度をきちっと知らしめて、そう

いった制度があるのだということを、さらに内容も

充実する必要があると思いますが、この点どうお考

えですか。この点は、上富良野町では、周知という

点ではまだされていないということがあるわけです

から、そういった周知も含めてどうするのかという

ことをお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（中田繁利君） ５番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃられました、一部負担金の減免の関
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係でございますけれども、先日、国のほうからの基

準がまいりまして、その基準に基づきまして運用を

図っていきたいということで考えております。ＰＲ

のほうにつきましても、その基準が明確になった時

点で進めてまいりたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ぜひ行ってほしいと思いま

す。 

 それで、次に質問したいのは、国民健康保険証の

短期証等の交付の状況というのは、実態としてどう

いうふうになっているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（北川和宏君） ５番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 昨年度の短期証の交付につきましては、５０世帯

ということで行っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 多くは、恐らく生活困窮だ

とか、もしくは納税に応じてくれないだとか、そう

いう状況かと思いますが、そういった短期証等と資

格証明書を交付する場合は、当然、納税を前提とし

てもらうという形で、話し合いできちっと納めても

らうという、話し合いをもって進めていて、なおか

つそれでも納めてもらえないという状況の方に対し

て、資格証明書や短期証明書という形で発行してい

るのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（北川和宏君） ５番米沢委員

の質問にお答えします。 

 短期証の交付につきましては、保険証の更新の

折、未納額がある方につきまして窓口で相談して、

今後の支払い計画等を伺いまして、長期にわたる場

合は、その状況を見るということで短期証対応をし

ているということもありますし、当然のことなが

ら、翌月にはすべて払えますよということであれ

ば、履行することであれば、短期証ではなくそのま

ま交付することもありますし、それにつきまして

は、ケースバイケースの対応をさせていただいてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 短期証、いわゆる保険証を

いろいろな事情の中で、取りに来られていないとい

う方は、上富良野町の場合で、ケースとしてはある

のでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（及川光一君） 保険証の更新の

案内につきましては、広報また防災無線で周知をさ

せていただいております。そして、実際更新に来ら

れない方は、件数は今ちょっと資料を持ち合わせて

いませんが、います。そして、更新の期限を過ぎ

て、一定期間経過したときに交換してくださいとい

うことで、郵便で催促をさせていただいている。そ

れでも来られない方につきましては、電話なり郵便

で手紙を出して催促をさせていただいているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） いろいろ聞きましたら、短

期証の発行に至っても、国のほうでは子供さんやお

年寄り、あるいはそういう世帯に対しては、極力そ

ういう受診を促すという形の中で、発行を速やかに

行うだとか、指導もされて改善もされてきているか

というふうに思いますが、上富良野町でもそういっ

た中で、なかなかこちらに足を向けるのが大変だと

いう方もおられるのだろうと思います。そういう場

合に対しては、相手とよく連絡をとって、ただ納税

だけで全面的に押し出すのではなくて、話し合いの

中で税の制限条例にもっていくというだけではなく

て、そういうことが必要かというふうに思います

が、これは当然、引き続きされるべきだと思いま

す。 

 もう一つ、この短期証についても、なかなか取り

に来られないという方については、もしも話し合っ

て納税の意思があれば、出向いていってでも交付す

る、更新するということも一つの方法だと思いま

す。窓口でただ行っているだけでは、なかなか行け

ないという方もいるかと思いますので、そういった

ことも当然される余地があるのではないかというふ

うに思いますが、この点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（及川光一君） 未納のある方に

ついての短期証の交付についてでありますが、現

状、出向いてまで交付はしていない状況でありま

す。 

 今後につきましては、納税サイドとも連携しなが

ら、出向いての交付につきましても検討していきた

いと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、今の答弁で

よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ２番村上委員。 
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○２番（村上和子君） ２７１ページ、特定健診診

査等事業につきまして、資料３７ページ、特定健診

地区別受診率という資料をいただいております。そ

れで、全体では０.７％上がっておりまして、大変

頑張っていただいているところでございますが、２

地区で１００％という受診率がございます。それ

で、こういったところについては、何か検証しては

どうかと思いますけれども、人数の関係もあります

けれども、人数は４０歳から７４歳であるというこ

とと、それから、後期高齢者医療保険に加入してい

る人は含まないということになっていますから、人

数には多少違いはありますけれども、１００％とい

うのはすばらしいなと思いまして、何かそういった

お考えはないでしょうか、ちょっとお伺いしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 特定健診に

つきましては、健診を受けていただいた方が、健診

を受けてよかったというふうに思っていただけるこ

とが、翌年、必ず健診を受けることにつながってい

く。そして、健診を受けたことのない方、町の中で

は、特に医療機関に通っていて町の健診を受けたこ

とがなかったので、その方たちが、今後、医療も受

けながら町の健診も受けるという形につないでいく

というところ。そして、今、国が特定健診で目標と

しています、糖尿病等の患者の２５％削減目標とい

うのに向かって、町は、糖尿病のコントロール指標

であるヘモグロビンＡ１ｃというものの数値が、健

診を受けている方たちの数値の改善が、ほかの都道

府県から見ても非常に高いという町の健康実態を

きっちりお知らせするという形で、地道な活動では

ありますけれども、受けていただいて、受けてよ

かったというふうな形で保健事業を進めていけたら

いいなというふうに考えています。そのことが、１

００％の地区の受診理由も伺いながらですけれど

も、活動としましてはそういう活動を進めていけた

らと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 逆に、５０％台というとこ

ろもございますので、医療費抑制のためにも、今後

さらに受診率を上げるために、啓蒙のほうをどのよ

うに考えていらっしゃるか、お伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ２番村上委

員の御質問にお答えいたします。 

 啓蒙活動につきましては、２１年度につきまして

は、春に人工透析になられた方、そして、町の腎臓

病の実態をまとめて、慢性腎臓病予防のための計画

書というのを策定しておりましたので、町の健診を

受けることで、自分の腎臓の働きがどの程度の数値

になっているのかというのを理解いただくというの

を、２１年度はメーンにさせていただいていまし

た。 

 ２２年度につきましては、糖尿病の治療ガイドの

最新の２０１０年の改定も出てきておりまして、治

療法自体が新しい治療薬、ここ数年の間でインクレ

チンとかさまざまな治療方針が大きく変わってきて

いる状況もありますので、糖尿病の治療も含めて、

どの時期にどのような予防ができるかということを

１点、普及啓発の資料にまとめて、それを使わせて

いただいています。 

 あわせまして、糖尿病に関しましては、学会で発

表になりましたので、１人おおよそ１億円の治療費

がかかるというような経済学者の発表も出てきてお

りますので、そのような事実をきっちりお伝えする

という形で、普及啓発を２２年度については図って

おります。 

 ２３年度につきましては、ことしの健診結果を見

ながら、そして、今、日本糖尿病学会とかが新しく

治療ガイドを出してくる、本年度出しておりますの

で、最新の学会の情報が、一番住民の人に理解して

いただけるような形での資料提供というのも考えて

いけたらいいなというふうに思っています。まだ、

分析結果とあわせましてなので、資料自体が整って

いる状況ではありませんけれども、その辺になる

か、高指血症になるか、そこら辺は分析結果と各学

会の方針とかをあわせながら決めていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで国民健康保険特別会計の質疑を終了いたしま

す。 

 次に、老人保健特別会計全般の２８１ページから

２９５ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで老人保健特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、後期高齢者医療特別会計全般の２９７ペー

ジから３１３ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで後期高齢者医療特別会計の質疑を終了いたしま

す。 

 次に、介護保険特別会計全般の３１５ページから

３４３ページまでの質疑を行います。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 町では、介護認定に係っ

て、審査会費や調査費の予算が計上されておりま

す。そこでお伺いしたいのですが、過去、上富良野

町の介護認定者数というのは、ほぼ１４％台という

中で、当初は１５.２％台という形になっておりま

すが、認定に当たっては、国の一定の基準が参考に

なって、上富良野町においても認定率というのは決

定されるのかどうなのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の介

護認定に係ります御質問にお答えを申し上げたいと

思います。 

 認定審査会におきまして、この富良野圏域で実施

をしているわけでありますけれども、所定の手順、

そして調査の内容等は統一のものでありまして、そ

れに基づいて判定をしているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 過去６年の上富良野町の認

定者の合計が、大体４００人ぐらいに推移している

という形になっています。確かに健康状態が悪化し

ないための予防医療の取り組みというものも含め

て、こういった状況になっているのかというふうに

思いますが、いろいろ聞きましたら、介護認定に当

たって、他の市町村では１６％台だとか１５％台、

１７％台、低いところでは１２％もありますが、さ

まざまです。 

 私は、前から疑問に思っているのは、なぜ上富良

野町が大体１４％台で推移しているのかということ

なのですが、疑問ですから根拠はありませんので、

本当は認定しなければならないのにもかかわらず、

審査会で国の判定基準に基づいたプログラムによっ

て審査することによって、１４％台に大体落ちつい

ているというふうに、見方によってはそういう見方

もできるのではないかというふうに思います。審査

の中身というのも、十分熟知していない部分もあり

ますので、この点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員のただい

まの御質問でございます。 

 この介護保険におけます、受給される場合におい

ての認定の傾向ということであります。委員お話の

ように、上富良野町は１４％台ということで、１４

％を下回るという月も実はありますけれども、他町

村はというと、やはり御指摘のように１５％以上、

１６％、１７％に達しているところも実はございま

す。 

 上富良野町におきましては、介護予防に力を入れ

ているということもあります。また、特定健診の受

診者の上昇といいますか、そういった健康志向とい

うこともありまして、非常に町民の方が健康の高ま

りというのに関心を持って取り組まれてきているな

という、町民一人一人がというふうに思うところで

あります。 

 ただ、この認定申請の状況につきましては、過去

３年のデータ、新規、それから更新、変更申請と見

てみますと、２１年度は少なかった傾向はあります

けれども、４００件前後ということで、特に大きな

傾向はありません。ただ、傾向として、原因疾病と

いいますか、これまで過去、脳血管障害の疾患が上

位を占めておりまして、重度化の傾向があったとい

うことでありますけれども、その原因疾病というの

が少なくなってきている傾向があります。 

 また、要介護判定を受けられた方で、高齢により

まして死亡されるということで、高齢化率の上昇、

高齢者は増加しております。そういった中での要介

護者の率というのが現状の形、１４％台かというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、介護認定の

段階における、あるいは、ケアマネージャーにおけ

る面接等の認定をする場合における、申請時に抑

制、あるいは介護審査認定においている時点で、抑

制だとかそういうものは全くされていないと。上富

良野町は予防医療等、そういったものも含めた健康

づくり、そういった部分が要素としてあって、大体

４００人台で推移しているという話に聞こえるわけ

なのですが、全くそのとおりでいいのですが、そう

いった要素としてわからない部分があるものですか

ら、どう見ても他の自治体の状況を見ても、余りに

も不自然な数字だというふうに思っているものです

から、そこら辺は全くないということで確認してよ

ろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 私ども、そういう

ふうに状況を捉えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） これからまた、こちらのほ

うでもいろいろと見ていきたいというふうに思って

います。 

 もう一つお伺いしたいのは、介護認定に当たっ

て、今回の介護認定基準が変わって、いわゆる重度
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の方であっても軽度になる場合、あるいは、変更申

請になった場合というのが上富良野町でもあるかと

いうふうに思いますが、この点は、今回の２１年度

においては、そういった要素として変更になった方

等、あるいは、軽度から重度になった方、あるい

は、重度から軽度になった方というのはおられる

か、実数で教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の判

定の傾向といいますか、２１年度におけます状況で

ございます。 

 昨年度当初から、システムが国のほうで一部、判

定の基準と申しますか、改正がありまして、その

後、同じ状況にあっても軽く判定されるという状況

があるという、全国的なデータがあるところでござ

いまして、それも同じ年度中に見直しをされたとい

うことであります。 

 本町におきましても、２１年度前半は、判定数字

で申し上げますと、一次判定におきまして、単純に

データ結果なのですけれども、下がったという方が

４割方おりました。４０％。これは一次判定の結果

なのですけれども。ただ、二次判定におきまして、

修正といいますか、状況をもって下がったという方

の数字というのは、２４％台に落ちているところで

あります。後半、１０月以降に一部見直しがなされ

た中では、一次判定で従来より下がったという方は

３５％台でございました。ところが、さらに進めま

して、二次判定の状況におきましては１２％台に落

ちているということで、その方の状況が現実的に則

した判定結果になってきているという判断をしてご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １２％台に下がったという

ことで、１２％台に残った方というのは、これは実

際、担当の方が見られて、下がって本当に妥当なの

かどうなのかという、現場の皆さんの目としてはど

うでしょうか、印象としては。直接かかわっていな

いからわからない部分もあるのですが、例えばこん

なケースがあるのです。いわゆるヘルパーさんだと

か、施設でもそうなのですが、介助して食べられ

る。それは、判定は軽度になるだとか、そういう

ケースも実際あるわけです。上富良野町で見ていま

したら、どう見てもこの人は４なのに３になっただ

とかあると思います。そういうヘルパーさんそのも

のの合意形成の中、あるいは、担当者の皆さん方の

意見を聞いて、上富良野町で実際に１２％が妥当な

のかどうなのかということも含めて、もう一度、検

証し直す必要があるというふうに思います。 

 審査会が決めたことだから、それは大切に尊重し

なければなりませんが、しかし、実際、現場の介護

支援員さんやホームヘルパーさんなどの意見を聞き

ながら、審査基準が変わった後の上富良野町の認定

の状況というのが、本当に妥当なのかということも

検証する必要があるのではないかと、私はこの間、

この問題を通じて感じているところなのですが、こ

の点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員のただい

まの御質問でございます。 

 先ほど申し上げましたように、認定審査会におき

ましては、統一した広域の判定会でございます。で

すから、上富良野町だけに不利益な判定結果という

ことは、あり得ない状況にありますけれども、この

沿線の事務レベルでの会議、また、審査委員等の会

議もあります。そういった意味での傾向の検証であ

るとか、そういった議論というのは、これまでにも

年数回の会議がございまして、そういったことも含

めて協議がなされております。今後も、そういった

形でかかわってまいりたいというふうに考えており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 上富良野町で、実際、介護

だとか訪問をされているヘルパーさんが集まって、

そういう機会を設けて、広域沿線でも大事だと思う

のですが、上富良野町でどうなのかということを含

めて検証する必要があるというふうに聞いたのです

が、この点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹、答

弁。 

○介護保険班主幹（佐藤久美子君） 米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 ケア会議におきまして、各事業所のケアマネー

ジャー出席のもとに検証して、毎月１回なのです

が、その中で問題のある部分については検討してい

る状況でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ケアマネージャーの代表者

の方ですから、実際、現場を担当されているヘル

パーさんだとか、時間があればの話ですが、そうい

う機会を持って、本当にどうなのかということを

もっと広げる必要があると思うのです。確かに担当

の責任者が集まってという点では大事だと思います

が、そういう面を広げて、違う角度からも意見を求

めるということが、今、新しい段階に、介護の認定

状況や、一人一人の健康状態をきちっと支えるとい

う点からも大事だと思いますが、その点をお伺いし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 
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○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員の御質問

であります。 

 先ほど、担当主幹のほうから申し上げましたよう

に、月１回、ケア会議が行われているわけですけれ

ども、この地域ケア会議の中におきましても、個々

のヘルパーさんという形では出席はされませんけれ

ども、各事業所からのそういった意見を吸い上げる

という場におきましては、今後もその内容を十分充

実した形で展開するように努力してまいりたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ３２５ページ、滞納繰越分

のところでございます。資料２８、３４、２枚ちょ

うだいしております。 

 まず、ことしは３２件ということで、昨年が３２

万円ぐらいでしたので、２７万円、滞納繰越がふえ

ております。 

 それで、ここ二、三年で見ますと一番ふえている

かなと思うのですけれども、この資料の２８を見ま

して、ここのところが３２件になっているのですけ

れども、第５段階までが３０件ということで、第１

段階の方が６件、第２段階が８件、第３段階が１

件、第４の１と２ということで、４件、４件で、第

５段階が７件と。それで、国の方針は７段階のとこ

ろ、上富良野町におきましては、国の基準ではなく

て８段階を設定して、非常にここは考えていただい

て柔軟な対応をしていただいて、４段階のところを

１と２に分けていただいているところなのですけれ

ども、これを見ますと、３４のほうでは第一次被保

険者が３,１２１名おられまして、２００万円未満

の方が２,９０１人ということで７割ぐらいを占め

ております。 

 それで、この滞納の状況、第１段階では介護保険

料が１,８００円になります。それで、今、どうな

のでしょうか、ここの第２段階が８件ということで

非常に多いのですけれども、ここは２,１６０円で

ございますけれども、今、無年金の方がおられるの

か、それとも、１８万円以下の方は、介護保険では

大半年金から引かせてもらっていると思うのですけ

れども、そういったところを、年金１８万円以下の

方とか、何らかの事情で年金を掛けれなかったから

もらえないとか、無年金ですか、そういった方もい

らっしゃるのか、この滞納状況の資料を出していた

だいているのを見まして、平成２４年にまた改正が

ありますけれども、他町村と比べましてもかなり頑

張って、保険料は余り高くない状況にあるかとは思

います。これは、国の基準から８段階にして、４段

階のところを二つに分けて８段階にしているという

ところが、そこもあれだと思うのですけれども、そ

れにしても５段階までが３０件も未納があると、こ

ういう状況がありますけれども、この滞納状況につ

いてどのように考えておられるか、お尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の御

質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 委員御指摘のように、介護保険料の滞納繰越の中

の傾向といたしまして、低所得の階層段階の方が目

立っているわけでありますけれども、傾向として、

委員御指摘のように、その方の中には年金が受給さ

れていても少なかったり、中には無年金という方も

おられる状況にありまして、この状況としては、生

活の度合いとしては、やはり大変なのかなという状

況もあるやに思っておりますけれども、この内容と

して、我々は介護保険の趣旨説明を十分いたした中

で、御理解を願っているというふうに努めていると

ころであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） これからの見通し、まだ２

４年ですけれども、それらについて、この状況を踏

まえて、柔軟な判断で段階を変えていくとか、それ

とか、今後については施設サービスがどうも今ふえ

てくるような状況がありますよね。そういう状況が

見ていますよね、今。そうなると、介護保険料が高

くなりますから、施設サービスは在宅サービスより

高いですから、そういう状況が見えてきていますの

で、それらについて、その見通しとしてどのように

考えていらっしゃるか、お尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の御

質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 今後の見通しということでありますけれども、委

員御指摘のように、施設給付サービスというのがじ

わじわと増加傾向にあるということは、結果として

見えてきているところでございます。ですが、先ほ

どの質問にもありました、要介護認定率の状況と

か、あるいは、待機者の状況などからしても、現状

ではどんどん増加ということにはならないわけです

けれども、将来的に見ますと、やはり十分な予測の

もとに判断をすることが必要というふうに考えてお

ります。 

 この第４期計画、２１年度は初年度でありまし

て、本年度は２年目でありますけれども、１年目が

終わっての状況としては、介護保険計画の第４期の
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第１年目の計画の範囲内におさまっているところで

ございます。そういった実質収支も、結果として繰

り越すことができておりまして、会計全体の収支と

してはバランスがとれている形というふうに考えて

ございます。 

 第５期に向かっては、次年度の状況、さらに最終

年度の傾向も見据えながら、第５期、２４年以降の

上富良野町におけます介護保険の見通しを十分に立

てた中で、保険料の設定等の検討をしてまいりたい

というふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 今、介護で、実際に２、３

だとか要支援とかで、なかなか移送サービスが使え

ないということで、社会福祉協議会では移送サービ

スの支援対策を行っています。こういったところ

に、町の支援策というのは、社会福祉協議会の人件

費等の挿入もされておりますが、実際そういった部

分の支援というのはされているのかどうなのか、ま

ずこの点をお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 移送サービスにつ

きましては、上富良野町の在宅支援サービス事業の

条例に基づきまして、この規定に基づきまして実施

をしているという範疇でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 私、何回も言いますが、

２、３だとかそういったところは使えないという状

況があります。そういう場合は、利用するかどうか

は個人の判断ですから別だけれども、そういった部

分に対する支援策というのも、当然必要だというふ

うに思いますが、この点、前からも質問しているの

ですが、一向に改善される気配がありませんが、２

１年度はどうそれを踏まえて改善されようとしてい

たのか、考えがあったのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主査、答

弁。 

○介護保険班主査（岩﨑昌治君） ５番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 移送サービスについては、実質、介護度３以上の

移動困難者ということで実施しております。御質問

のように、要支援１や介護度１、２の方は、なかな

か移送サービスが使えないという状況もございます

けれども、本人の状態に基づいて移動手段がない、

または、民間のタクシーだとか公共のバスとかに乗

れない方に限定して移送サービスを使っております

ので、個々の相談の場合には、個々の相談のケース

において、対応できるのかどうかという判断をさせ

ていただいておりますので、２１年度についても従

前と変わらない運用の仕方をしております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そういう方は、介護保険を

使えないわけですから、実費負担になるかというふ

うに思いますが、条例で軽減されているという制度

があれば別ですが、そういった軽減制度というのは

あるのでしょうか。利用するとした場合ですよ。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主査、答

弁。 

○介護保険班主査（岩﨑昌治君） ５番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 介護保険サービスとしては、移送のサービスは当

然ございませんので、移送サービスということにも

なるのかもしれませんけれども、移送サービスのほ

うは在宅福祉サービス事業の一つとして実施してお

りまして、軽減策等はございません。移送サービス

については、実費負担になってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そこを改善すべきだという

ふうに思うのです。それをする、しないというのは

相手次第ですから、ただ、やはり行政というのは、

いつどういうことがあったとしても、そういうもの

に備えると。確かに１、２だから、自立歩行ができ

るのではないかというのもあるでしょうけれども、

しかし、実際、本人の立場に立てば、歩いて遠くに

出かけられないだとか、そういう場合もあります。

他の自治体では、タクシーの利用券を出すだとか、

いろいろな工夫、取り組みをされているわけで、上

富良野町もそういう創意工夫が必要ではないかと私

は考えているので、担当課長、これはどうでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の御

質問でございます。 

 移送サービスにつきましては、きのうもお答えを

申し上げたところでありますけれども、在宅福祉

サービスの事業の一環としての、あくまでもサービ

スのメニューの一つでございます。社会福祉協議会

の事業、それからＮＰＯでありますけれども、障が

い者の対象に限りましては、なないろニカラという

事業所も制度を始めたというところがありますの

で、この方向で利用をされることも一つというふう

に考えているところでございますし、また、タク

シーの助成におきましては、重度障がい者の方にと

いう範疇で実施をしているところでございます。現

状におきましてのサービスを維持、継続をしていく

という考え方でございます。 

 以上です。 
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○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） あれこれ聞いているのでは

ないので、真っすぐに私は聞いているのですよ、一

つのことを。そのあれこれに対して、どうのこうの

聞いているのではなくて、それをどうするのかと聞

いているのだから、そのことを答弁してくれればい

いわけで。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 現状においては、

実施する方向にはなってございませんけれども、い

ろいろな方向での御意見に耳を傾けて、今後の参考

とさせていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで介護保険特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計全般の３４

５ページから３６７ページまでの質疑を行います。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 施設サービスということで

お伺いしたいと思いますが、通所介護、あるいは

ショートステイという形でこの意見書等を読みまし

たら、空きベッドを利用してその利用を図って、そ

れ相当の利用者の申し込みのニーズに応じていると

いう形の説明ではありますが、実際、空きベッドを

利用するという形の中で、緊急時に入れないという

か、この２１年度には、利用がいっぱいで入所でき

なかったという、そういうケースはありましたか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ５番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 平成２１年度におきましては、緊急時に、ショー

トの入所希望で対応できなかったというケースはご

ざいませんでした。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 利用者の増減によっても変

わると思いますが、そういった対処したことがいい

方向に向かっているという形で理解したいと思いま

す。 

 次にお伺いしたいのは、入所者の負担の問題なの

ですが、先ほどの介護保険と同じように、給食費の

実費負担という形の中で、入所する費用の負担が、

ラベンダーハイツだけではありませんけれども、非

常に重くなってきているという形になってきて、そ

れが介護保険料の支払いなどにも影響が出る、ある

いは、利用料にも影響が出るという形になってきて

いる部分があると思いますが、そういった実態とい

うのは、このラベンダーハイツではどのように押さ

えていらっしゃるのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ５番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 食費は実費負担ということで、１日１,３８０円

なわけでございますけれども、所得の状況によりま

して４段階に分かれておりまして、例えば第一段階

でございますと、生活保護の方ですと自己負担はゼ

ロというような形で、それぞれその方の所得の状況

によりまして、最後の第４段階の方は全額でござい

ますけれども、介護給付費の中で補足給付というこ

とで、その分は軽減をされているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 確かに軽減はされているの

ですが、総じて介護度が重くなれば、入所者も当然

所得に応じて負担金もふえるという形になります。

この給食費の実費負担というのは、入居者にとって

も重く負担になってきているという実態がありま

す。その点で、これは国の制度でもあるのですが、

従前の方向で見直すことが、今、必要になってきて

いるかと考えますが、この点、今後、国に対しても

きっちりと要望するということが必要だと思います

が、町長でも副町長でもいいのですが、この点をお

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 今、委員のほうから御発言ありましたように、入

所施設につきましては、食費等実費負担をするとい

う制度になってございますので、そういう部分まで

給付を受けられる制度になるかどうかについては、

私も情報を持ってございませんが、それ以外で、

今、現行の制度上での負担が求められ、その負担に

こたえられないということが制度としてあるのであ

れば、これは制度的な見直しとして訴えなければな

らないと思いますが、その辺は十分実態を踏まえ

て、必要なものについては町村会を通じて、そうい

う事業がしっかり運営できるような形で、これから

していくということも必要だというふうに認識して

いるところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ぜひ、そういうものも含め

て、制度として改善するように求めていっていただ

きたいと思います。 
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 次に、施設介護の入所者に対するサービスの問題

なのですが、非常に近年、入所をされている方も重

症化しているということがあります。研修も受けて

介護をされている人のケアというものも含め、患者

さんのケアというものも含めて、改善はされてきて

いると思いますが、より一層、心遣いといいます

か、そういったものが、今、必要になってきている

のだというふうに思います。 

 入所している方にとっては、安心して暮らせると

いうことが前提でありまして、日々、事故等、危険

な状況に遭遇ということも、話としてはいろいろあ

りますので、そういった意味で、介護する側のそう

いった方の支援策、あるいは研修というのは常時必

要だと思いますが、２１年度はどういう目標のもと

でそうした質の改善をされたのか、お伺いしておき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） ただいま

の御質問でございますけれども、事故防止につきま

しては、事故防止対策マニュアルを作成いたしまし

て、随時委員会を開催いたしまして、その中でヒヤ

リ・ハットの収集ですとか、あるいは、何か事故が

起こったときに、そのことに対して今後起こらない

ために、どのような解決方法をとったらいいのか、

そういったことにつきまして、委員会で話し合いま

して、その次に同じような事故が起きないように努

めております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） もう一つ、褥瘡等の対策な

のですが、そういった部分に対してもきっちり対応

はされているかというふうに思いますが、そういっ

たものも含めた対応、ケースとして、今言われたヒ

ヤリ・ハットに基づいてやっているというふうに思

いますが、２１年度において、そういう委員会をど

ういうケースで開いたのか。開いていなければ、そ

ういうことがあった場合、委員会を開くという形の

話だったと思いますが、実態としてはそういう場合

はなかったですね、委員会を開くという実態は。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） ただいま

の御質問でございますけれども、褥瘡ということで

よろしいでしょうか。 

 まず、現在２１年度、実際、褥瘡を起こしたとい

うケースはございません。それにつきましては、町

立病院の外科の医師の指導のもと、特殊マットを利

用いたしまして、褥瘡になりにくいというマットレ

スなのですけれども、そういったものを利用いたし

まして、あと、もちろん日常の介護も含めまして、

褥瘡が起こらないということに努めてきた結果、褥

瘡は今のところはゼロということになっておりま

す。ですから、改めて委員会だとか、そういった開

催はしておりません。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ３５４ページから３５５

ページにわたりまして、介護給付費収入のところで

ございます。 

 まず、ラベンダーハイツの状況が、今までは待機

者がかなり多くおられまして、なかなか入所が困難

だったわけですけれども、現在の状況、待機者はど

れぐらいいらっしゃるのか、お尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ２番村上

委員のラベンダーハイツの待機者の件につきまして

お答えさせていただきます。 

 １０月１日現在で、町内の方で待機されている方

が１４名、それから、町外で申し込みをされている

方が４名、合わせて１８名でございます。ことし、

２２年度におきましては、４月から９月までの間の

半年間で１３名の方が退所されております。したが

いまして、現在、１名欠員になっておりますけれど

も、１２名の方が新たに入所されているというよう

なことから、待機の状況が非常に解消されている状

況でございまして、町内関係の１４名の方の内訳で

申しますと、介護度５の方が３名、このうち、ほか

の施設に入っている方が２人、それと入院中の方が

１名、それから、介護度４の方が３名で、同じよう

に他の施設に入所中の方が２人、入院中が１人とい

うようなことで、４、５の重度と言われる方たちに

つきましては、申し込みは受けておりますけれど

も、仮にうちのほうのあきができても、今すぐ入れ

るという状況ではないという部分でございますし、

あと、残り介護度３の方が７人ということで、この

中には在宅の方が４人おりますけれども、この４人

のうちの３人は、うちのショートを使いながら待っ

ておられるという状況でございます。したがいまし

て、すぐにでも入所しなければ、家庭でも困ってい

るという状況は余り見られないところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 所長おっしゃっていただい

て、大体状況が見えてきているのですけれども、２
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１年度については、今まではどちらかといいます

と、介護４、５でありましても、ヘルパーさんの手

をかりながら、家族で在宅で一生懸命介護されてい

た状況があったわけですけれども、今はどうも、２

１年度につきましては、入所されている方が五、六

人でしたか、入院されまして、そしてベッドがあき

ましたね。ラベンダーハイツでお考えになって、短

期のショートステイですか、そういったサービスを

されたのですけれども、そういうことで収入が

ちょっと減ってきておりますし、今までは待機者が

かなりいてなかなか入れないと、こういう状況があ

りましたけれども、２１年度についてはそういう状

況でして、これは今までとはちょっと違う状況が見

えているなと。それで、国の方針も、４と５の重い

人を施設には入れるのだと、特養にということにな

りましたから、その方針が変わったのもあるのです

けれども、どうしてもこうなりますと、在宅で頑

張っておられた方が施設にゆだねたいと。先ほども

介護のときに申し上げたのですけれども、そうなり

ますと、施設サービスが高いですので、報酬、いろ

いろな面で、それで介護保険料のほうに響くなと

思っているのですけれども、このラベンダーハイツ

の状況を見まして、昔ほど入れなくて困るのだとい

うような状況ではないと。今、１８人でしたか、町

内１４人、町外４人ということで、順番が来まして

も、今度、食事等、在宅のあれがいるようになりま

したから、いざとなればもうちょっと頑張ってみる

わって、家族でってなるでしょうし、今後のラベン

ダーハイツの運営につきまして、昔とは入れなくて

困る状況にはないのかなという感じがしているので

すけれども、そこらの見通しとしてどのように考え

ておられるのか、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ２番村上

委員の御質問にお答えをいたします。 

 利用の状況でございますけれども、特養につきま

しては、委員の言われるとおり、昔ですと２年待ち

とかというような話を私も聞いていたのですけれど

も、今はそのような状況にないという部分がござい

ます。 

 今後の利用の見通しと、それから、あわせまし

て、サービス料の収入の状況等にかかわってくると

思いますけれども、２２年度の上半期における特養

の部分が、２１年度は利用状況が、入院者が多かっ

たということで非常に少なくて、２１年度では１日

平均４５.９人だったのですけれども、２２年度に

入りましても、この傾向が依然として続いておりま

して、上半期での平均が４４.８人、悪かった２１

年度よりもさらにまたちょっと悪くなっているとい

う状況でございます。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、１３名の方

が退所されているということで、入れかわりが非常

に激しいわけでございます。そのような中で、こと

しの４月１日の時点で、平均の介護度が４.３０

だったのです。これは、特養の全国平均でいきます

と３.８と言われているのですけれども、うちは非

常に高くて４.３という状況だったのですが、１３

名の方が退所されて、そして、入れかわりをされて

いったという中で、介護度で申し上げますと、介護

度５の方が１１名減りました。そのかわり、介護度

４の方がプラス６、それから、介護度３の方がプラ

ス５、それから、介護度２の方がマイナス１という

ような状況で、１０月１日現在の平均介護度は４.

０２、４月の４.３０から４.０２ということで、

０.２８下がったわけでございます。したがいまし

て、今までずっと平均介護度が上がっていく一方と

いう状況だったのですが、２２年度の半年間の間に

非常に平均介護度が下がってきたということでいき

ますと、重度化が少し緩やかになってきたなと。施

設として見た場合ですね、そういう意味で、多少今

度は落ちついてくださいまして、安定した運営に今

後つながっていくのではないかなという期待をして

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れでラベンダーハイツ事業特別会計の質疑を終了い

たします。 

 暫時休憩いたします。 

 再開時間を１０時５０分といたしたいと思いま

す。 

─────────────── 

午前１０時３４分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開し、質疑を続けます。 

 次に、簡易水道事業特別会計全般の３７５ページ

から３８７ページまでの質疑を行います。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 資料の成果報告書では、

年々、使用する水量も戸数も減る傾向にあるという

形になっています。あわせて、この維持管理の点

で、若干、老朽化している部分もあるかというふう

に思いますが、漏水などがあるかというふうに思い
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ますが、２１年度においては、それを踏まえて、今

後、老朽化する経費の割り出しだとか、そういった

ものについてはどういうふうに見られているのか、

その点、少しお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の簡

易水道事業の施設更新の関係の御質問にお答えいた

します。 

 水道を供給する規模として、１０１人以上５,０

００人未満のものについては、今回の簡易水道事業

会計で受け持っておりますけれども、簡易水道事業

の設備につきましては、比較的新しい施設となって

おります。 

 それで、今後、主に水道管の布設については、ま

だ大分先の話になるかなと思っておりますけれど

も、ただ、浄水場の施設の内部にあるいろいろな機

器類が、１０年、２０年単位ぐらいの更新を必要と

するものが多々あります。ただ、機器類につきまし

ては精密機械によりますので、修繕というよりは、

今後、時間を経て新しく入れかえるという時期がも

う間もなく始まる時期になっておりまして、各簡易

水道の導入経過を踏まえながら、今後の課題として

計画的な更新を組んでいこうと思っています。現時

点では、まだおぼろげなものしか持っておりませ

ん。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで簡易水道事業特別会計の質疑を終了いたしま

す。 

 次に、公共下水道事業特別会計全般の３８５ペー

ジから４０３ページまでの質疑を行います。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 同じような質問なのです

が、今回、２１年度では浄化センターの改築更新の

施設設計業務、あるいは下水道事業の中期ビジョン

の策定業務という形の委託料等も含まれておりま

す。同時に、事業報告書の中にも、毎日のように動

いている施設ですから、相当、機械設備等も劣化が

進み、修繕が目立ち始めているという形の報告もさ

れております。そういう意味では、今後、老朽化す

るであろう、また、既に修繕も始まっておりますの

で、そういう意味では計画的な修繕計画、あるいは

対策というのが必要になってくるかと思いますが、

そういう意味で、この点の計画というのはどういう

ふうにお持ちなのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 米沢委員の下水道

施設の今後の維持管理、更新の状況はということ

で、御質問にお答えいたします。 

 下水道事業については、資料に記載のとおり、平

成３年７月から供用を開始しておりまして、ほぼ２

０年になろうとしております。環境設備について

は、長い耐用年数を有しておりますけれども、まだ

大分先の話となっております。 

 ただ、浄水施設、浄化センターにつきましては、

これも先ほど簡易水道のところでも申し上げたとお

り、機械類は２４時間稼働をしております。このた

め、すべての設備についてはバックアップ回路を

持っておりまして、どこかが壊れても一時的に迂回

経路を持って、バックアップできるような２４時間

体制の運用ができるように保守、維持管理しており

ますけれども、浄水場施設については、現在、国の

補助制度が交付金制度というものに変わりまして、

なお、あわせて、単純に機械類を交換するというも

のではなくて、費用対効果を十分に検証して、ある

時点で修繕を行えば延命できる、長寿命化という制

度がいろいろな制度で取りざたされておりますけれ

ども、下水道も同じように長寿命化計画を立てると

いうことを前提として、国からの支援をいただくこ

とになっております。 

 町では２１年、昨年、長寿命化計画を作成しまし

て、本年度から２６年、最終の年度は動く可能性が

ございますけれども、現時点では２６年度まで第１

期分として、長寿命化計画に基づいて、部品交換で

長寿命化を図れるものか、それとも総体交換、更新

をするべきものかという計画概要ができ上がりまし

た。これは毎年度、翌年次の設計を行いながら、国

と北海道との協議のもとで実施すべきところを決定

していくという内容になっております。第１期分が

終わりますと、即第２期の５カ年計画をつくらなけ

ればなりませんけれども、現在は第１期分の２６年

を目指して、一応の長寿命化を図るという着手をし

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで公共下水道事業特別会計の質疑を終了いたしま

す。 

 以上をもって、各会計歳入歳出決算認定について

の質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 続いて、平成２１年度
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上富良野町企業会計決算認定についての質疑に入り

ます。 

 最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １４ページのところです

が、漏水の修理ほか３９０万６,５６７円、ここの

ところ、これは老朽化によるものか、突発的な災害

とかそういったものによるものなのか、何カ所ぐら

い修理をされたのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） ２番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 平成２１年度の漏水修理等の修繕費でございます

が、漏水が１８件３１９万４,０００円、あと、消

火栓の修理が２件１９万２,０００円、あと、仕切

り分の修理１１万９,７００円、その他で４６万

円、合計３９６万７,０００円になっておりますけ

れども、決算書の１４ページのここの表は税抜きの

書き方になっておりますので、消費税抜きにいたし

ますと３９０万６,５６７円ということになりま

す。漏水は１８件ということでございました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） それに伴いまして、漏水調

査、それ以上のお金をかけてやっているわけですけ

れども、この効果というか、どういうふうな結果が

あらわれているのかお尋ねしたいと思います。 

 それから、ほとんどの要因は老朽化ですか。お尋

ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） ２番村上委員の

漏水の関係でございますけれども、その下に、４番

委託料として４７８万円ございますけれども、漏水

の調査として２４８万円が入ってございます。年に

２回に分けて専門の業者さんに来ていただきまし

て、夜中、道路の下の水道管の水が流れているぐあ

いを耳と機械で調べていただいて、水漏れがわかる

ところもございますし、あるいは、それ以外にも、

雨が降っていないのに道路が濡れているといったよ

うな情報を町民の方からいただくものもございます

けれども、ほとんどが老朽によるものと思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２４８万円が年２回、専門

家にゆだねて調査をしているということですけれど

も、あとの２００万円ぐらいのものはどうなのです

か。どこに使われているのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 備考欄には漏水

調査としか書いてございませんですけれども、仕切

り弁の台帳の修正で３０万円、あと、水道管の老朽

化を今後どうやって直していくかという更新計画の

委託で２００万円でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） この意見書等にも書いてあ

る水道事業の収支の推移という形で、将来的には既

に給水人口等も若干減りつつあるのかというふうに

思います。今年度、２１年度は、２０年度に比べて

も収益が減るという傾向にありますが、この要因と

いうのはどういった要因があるのか、この点お伺い

しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の今

後の経営状況の方向性ということの御質問にお答え

いたしたいと思います。 

 水道事業につきましては、ほかの会計とも共通の

とおり、利用いただいて、その料金収入を主な財源

として運営しております。特に、この水道事業につ

いては、完全に料金収入ですべてを賄うという企業

会計のもとで行っておりまして、当然に利用者数が

減ずる、もしくは利用水量が減るということが収入

減につながります。 

 昨今の動きを調べてみますと、人口減と使用水量

の減、双方とも減少方向に動いている。経済状況が

悪化しているという面もあるかなと思いますけれど

も、節水志向も大分強まっているという傾向があり

ます。この動きについては、将来的にも続くだろう

と。あと、大口利用者であります企業並びに製造業

などの部門につきましても、今後、大幅に伸びると

いう状況が望めない状況にありまして、やはり緊縮

した経営環境にさらされていくのかなという予測を

しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 将来的には、町の人口推計

も９,０００人台から１万人台という形になってお

ります。それに見合うような維持管理というのも、

当然出てくるのかなというふうに思います。また、

料金体系等のいろいろな見直し等も、それに続いて

出てくるのかなと思いますが、将来的な、例えば

９,０００人から１万人を推定した場合で、上富良

野町の今後の水道の維持管理において、当然、施設

維持をどうするのかという問題も含めて、課題にな
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るのかなというふうに、この２１年度を見ましても

感じるわけなのですが、その点、少しわかればお伺

いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の今

後の経営状況の推計というような御質問かなと思い

ます。 

 先ほども申し上げたとおり、歳入が減りますけれ

ども、基本的な固定経費については、設備がある以

上、維持管理をしなければならない。その固定経費

並びに人件費が、料金を算定する基準になっていく

わけですけれども、現在までの流れの中で、職員数

についても最小限のところまで、今、検討を進めて

おります。 

 今後、さらに効率的な経営方法を検討しなければ

ならないとは思っておりますけれども、いずれにせ

よ収入が減るとなれば、収入を上げる手法、もしく

は経費を削減する手法によって収支均衡を図らなけ

ればならないという状況になります。現在、管内近

隣の市町村においても、上富良野町と同様の水道事

業経営の環境下に置かれておりまして、ここ数年、

二、三年前から、今後、二、三年後ぐらいの５年間

ぐらいの間に、どこの企業会計においても、やはり

料金の検討を行っているという状況にあります。 

 上富良野町におきましては、現在のところ、幸い

にも一般会計に余り大きなお世話にならずに、独立

の中で経営できておりますけれども、もう間もなく

経営収支が合わなくなるという経営予測をしており

ます。早くない時期に、改めて水道料金の適正な水

準を検討しなければならないと考えております。こ

の時期については、できるだけ早い段階で議会の皆

さんにもお諮りいたしたいと考えておりますけれど

も、現在のところ、具体的時期については検討を加

えておりません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） それとあわせて、水道料金

の未収金の推移という形で、１７年度から比較的多

く件数がなってきているかというふうに思います。

恐らくこれは、いろいろな事情の中で、給水停止も

含めていろいろ措置をとっているということで報告

にもありますが、状況としては回収、あるいは実態

等も含めて、もう一度確認したいのですが、これは

特定の同じ方というか、企業かどうかはわかりませ

んが、法人も含まれているのかと思いますが、どう

いう業種や職種の方であったりだとか、将来的に回

収が可能かどうなのかも含めてお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） ５番米沢委員の

質問にお答えいたします。 

 未収金でございますけれども、電話催告、訪問

等、悪質な場合につきましては給水停止ということ

で、水をとめざるを得ないという状況もございま

す。２１年度につきましては、件数的には１９件、

水をとめたような状況もございましたけれども、未

収金につきましては、年々額的には減ってきている

ところでございます。 

 御質問にございました、特定の方なのかとか、法

人とかということもございましたけれども、法人に

つきましては未収金はございません。特定の方かと

いうことにつきましては、毎年ずっと未収金が積み

重なってしまっているという状況もあるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで水道事業会計の質疑を終了いたします。 

 次に、病院事業会計全般の質疑を行います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 病院の決算書の７ページに

収支報告が出ているわけですけれども、介護療養型

老人保健施設にいち早く踏み切ったのは、大変よ

かったことではなかったかなと、こうとらえており

ます。 

 それで、いただきました資料２０を見ていただき

たいと思いますが、裏面のほう、外来患者の方の医

療費の集計表でございますが、全体では３万２０６

件となりますけれども、町内の病院、国保関係でご

ざいますけれども、通っていらっしゃる方が１万

４,２３１人と、こういうことで、町立病院が６,１

６０人、小玉病院が３,０００人、それから市営病

院が２,２３５人、小野沢整形外科が２,８３４人、

１万４,２３１人とこのようになっておりまして、

町内が大体３万名の患者さんからすると、４７％ぐ

らいが町内の病院を利用していただいているかな

と、こういうふうにとらえておりますが、町外にな

りますと、富良野の協会病院が４,６５９名、富良

野西病院が１,４５９名と、こういうことで、これ

がちょっとわからないのですが、集計しますと６,

１１８人かと思うのですが、９,０１５人となって

おりまして、１点はそこをちょっとお尋ねしたいの

です。よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 
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○町立病院事務長（松田宏二君） ただいま御質問

のありました、２番村上委員の御質問にお答えした

いと思います。 

 この資料につきましては、町民生活課サイドから

出たものというふうに承知しておりますが、今、内

容的に、内数と集計が合わないのではないかという

御質問かと思います。これにつきましては、例えば

富良野沿線の協会病院、富良野西病院という部分に

つきましては、主なものを再計で載せているという

ふうに認識しておりまして、その点が全体を拾った

ものではない、主なもので掲載しているということ

を聞いておりますので、その点で集計と合わないと

いうことになっておりますので、主なものが内訳と

してどうなっているかということで、参考にごらん

いただければというふうに思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） それにしましても、町外、

富良野を合わせますと７７％、大体７割近くが。旭

川医大とか赤十字、厚生病院もありますけれども、

町立病院が２０％を占めると、こういう状況が見え

まして、老健のところが非常に顕著であると思って

おります。 

 それで、１ページに戻りまして、入院のところも

医療費が出ておりますけれども、これのとらえ方は

どのように考えていらっしゃいますか。町内の病院

の２０％の利用率につきまして、どのように考えて

いらっしゃいますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ２番村上委員の

ただいまの入院の関係についての部分でございます

が、これにつきましても、基本的には施設名の脇に

再計と書かれている部分については、同じように主

なもので掲載されているというふうに聞いておりま

して、そういう内容で整理されております。 

 あと、この中には、病院の医療の部分の内容が記

載されておりまして、老健部分についてはこの中に

は入っておりませんので、そんなような数値で読み

取りいただければというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 入っていないということで

すが、それと違う面で、病床の利用率ですけれど

も、そこに入りますが、一般病棟で７６.３％、１

１ページの決算書にございます。それで、介護療養

型老人保健施設のほうは９５.４％ということで、

一般病棟の病床利用率ですけれども、昨年と比べて

どうだったのか、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） ２番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 ２０年度につきましては、一般病棟は６８.４

％、２１年度は７６.３％でございますので、利用

率が８％ほど上がっているというふうに認識してお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） クレジットカードの納付と

いう形で進められておりますが、これは監査委員さ

んの意見の中にも、よく知られていないのではない

かという形の報告もされておりますが、これは評価

の中にも利用が結構伸びているという形で報告をさ

れて、手数料も当然必要になるわけですが、こうい

う取り組みというのは、成果としてはどのように感

じておられるのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番米沢委員の

ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

 昨年７月から、このクレジットカードの導入とい

うことで進めておりまして、件数的には調書に書い

ておりますとおり、２６３万６,０００円ほどの収

納がクレジットであったと。ちなみに、ことしの状

況を、８月ころまでの部分ですが見ましても、額的

には既に５カ月分で昨年を上回るような収納がある

ということで、非常にクレジット、直接そこでお支

払いになる場合に、その手法が非常に生かされてい

るなというふうに感じておりまして、これにつきま

しては、未収金対策の中からの一面もございますの

で、多様な支払いが少しでもお支払いをする側で選

択肢が広がったというふうに感じておりまして、引

き続きこれについては進めながら、また、啓発しな

がら、御利用いただけることが非常にいいかなと。

特に、入院等についても、大きなお金を病院で抱え

るよりは、こういうような部分を、いい意味で利用

していただくことで、支払いについてのスムーズな

対応を図っていただけるものというふうに考えてい

るところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 利用しやすいような形であ

れば、ぜひ周知していただきたいと思います。 

 次に、近年、患者利用者数の状況ということで、

その時々によって、患者さんですから、利用する病



 

― 83 ―

院も、病状によって利用するしないというのもあり

ます。恐らく現状で見ますと、今の状況の中で、目

いっぱいの利用者数の状況まで来ているのかなとい

うふうに思いますが、これからの患者数の動向とい

うのはどのように考えておられるのか。今の施設整

備、診療科目も含めてですが、当然かかる維持経費

というものも出てくるわけですが、その点を含めて

お伺いをしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番米沢委員の

ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

 ２１年度の決算を見ましても、利用状況にありま

しては、通年の運営になりました老健においては、

９５％を超える利用率というようなことで、そうい

う部分での多様な運営がなされていると。また、入

院についても、先ほどお示ししました７６.３％と

いうことで、昨年よりふえているということであり

ます。これにつきましては、病院で定めております

改革プランの中でも、７０をよしとしながら８０を

目指すというような運営目標を立てておりますが、

まさに昨年からいった場合に、一定程度その努力が

実って、入院についても一定程度の稼働率があるな

というふうに考えております。 

 また、外来等につきましても、微増ではあります

けれども何とか水準を維持している中で、町民の皆

様方に利用いただけているというようなことを踏ま

えますと、現行の内科、外科、協会病院から支援い

ただいております泌尿器・循環器内科、さらには眼

科ということで、この体制が非常に地域に根差した

病院として、一定程度役割を果たしながら運営され

ているのかなというふうに思っておりますので、特

に院長を筆頭にいろいろ議論もするわけですけれど

も、今の体制をまずは維持することに努めて、昨

今、医師あるいは看護職員が非常に不足する状況の

中で、何とか今のマンパワーの中で、今の現状を維

持することで役割を果たしていきたいというような

考え方を持っているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 安定的な病院経営を確保す

るという点でも、医師だとか看護師のスタッフが確

保されなければならないという前提もあります。や

はり正看護師さんの確保の問題と、あるいは医師の

確保の問題というのは、聞きましたら大変苦慮もさ

れて、頑張っておられるということの話を聞きまし

た。 

 それで、今後、こういった水準を維持していくた

めの正看の基準配置の問題だとか、医師の確保とい

うのは当然必要になってきて、２１年度現状におい

て、旭川との派遣医師の確保だとか、医師も１人

減ったということもありますから、正看の確保とい

うのは絶対必要になってくるかと思いますが、こう

いった意味で、２１年度においてはどういう改善努

力をされたのか、この点をお伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、人材不足といいますか、医師、看護師全般

にわたる部分での２１年度の対応ということだと思

いますが、まず、医師の関係につきましては、２１

年度には旭川医大と第３内科医、外科のほうでは第

１外科、さらには、放射線科のほうでＣＴ等の読影

業務というようなことで、大きく三つの医局のほう

から派遣をいただいている中で、通常の日中の診療

業務、また、救急告示病院ということで、２４時間

の受け入れに係っての当直等を含めて、休日等の医

師も派遣をしていただく中で、常勤医師の勤務の過

重を少しでも軽減しながら、シフトを組んで運営し

ている状況にあります。１点目は、常勤医師の体制

を少しでもカバーしていただくようなことで支援を

いただいていると。引き続き、協力をいただいてい

るような状況にございます。 

 また、看護師等の確保につきましては、募集して

も正規の形での雇用ということになかなか結びつか

なくて、非常に苦慮している部分でもありますが、

看護協会とか、さらには、昨年ですと沿線でもチラ

シを入れて、少しでも掘り起こしをした経過にござ

いますので、そういった中で、全般的に看護師が不

足しておりますが、そういう中での努力を重ねてい

る状況であります。 

 また、さらには、院内にいる准看護師が正看を志

すような部分につきましては、職場として学習がで

きるように支援をしている状況にもございます。そ

れらの方については、昨年は３人いる中で、働きな

がらそういう志を持った部分の具現化に向けての支

援をしているというような状況にあります。主なも

のについてはそのような内容で、日々取り組んでい

るということで御理解いただければと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 総体的に、いろいろと工夫

もされているということで、最後に質問させていた

だきたいのですが、特別交付税等のベッド１床当た

りどのぐらいなのか。改革プランに基づく、病院に

対する計画に基づくそういった交付金などもありま
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すが、これは２０年度だけで終わったのか、その

点。それと心配されるのは、５年経過で軽減で町立

病院の交付税の基準が、第３次圏に２０キロ以内だ

とかという状況の中で、交付税が減ってしまうとい

うような形があります。町では、この部分は、将

来、国で言っているのだから、仕方ないということ

で、現行の交付税はもう要望しないということで話

を聞きましたら、非常に私は残念だったのですが、

心配されるのは、そういう経過措置が終わった後に

どういうふうになるのかというところが一番心配な

ところで、現状の交付税というのは、非常に貴重な

財源になっていると思いますが、この２１年という

のはどのような交付税の参入、１床当たりのベッド

数か教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 ２１年度の交付税の関係でありますが、ベッドに

つきましては、普通交付税のほうでは、２０年度４

８万２,０００円だったものが５９万４,０００円に

改正になっております。あと、公債費の償還に係る

部分については、同様の内容で、それについては変

わっておりません。あと、救急告示の関係ですが、

２０年度までは特別交付税に入っておりましたが、

２１年度からは普通交付税に入るということで、特

に救急につきましては、２,５３０万円だったもの

が４,３００万円をちょっと超える部分ということ

で交付になっております。そういったことで、交付

税全体的な部分でいけば、地方病院に対する支援

は、国は手厚くしたという考え方を持っておりまし

て、それが今のベッド、あるいは救急等の単価を見

ますと、そういう内容になっているというのが読み

取れると思います。 

 ただ、昨年、町長を筆頭に、あと、北海道を筆頭

に三つどもえになりながら、そこら辺の支援を不採

算地区のはずれた道内の四つについての対応を強力

に推し進めた経過にありまして、その結果、委員

おっしゃるとおり、今回の制度上の経過措置として

５年間見ましょうということに何とか到達したと。

それに際しましては、既に交付税の法律が全部か

わっておりましたので、省令の中で私どもも不幸に

して基準からはずれてしまったという部分について

は、去年の年度末現在の一般病床数に対して、旧単

価の６８万円でこうしましょうということが内容

で、特例措置としていただいた内容です。そうしま

すと、４４床掛ける６８万円ということですので、

３,０００万円をちょっと切るぐらいになったとい

う実態にありまして、従前ですと８０に掛けていた

だければ５,４００万円強ということでしたので、

その部分は経過措置という判定の中で、約４割ぐら

い目減りしたことになろうかと思いますけれども、

そういう内容で２１年度から５カ年間ということ

で、暫定措置としてこうしましょうということが国

で決定されたという状況であります。 

 国のレベルで言う特例措置については、基本的に

５カ年間で経営基盤の確立ですとか、そういうよう

な方向に向けて力をつけてくださいというような５

年間というふうになっておりまして、その経過措置

だけとらえれば、そのような内容になっておりま

す。あと、新しい基準が要するに２１年度からなっ

たということですので、距離要件ですとかそういう

ものについては、今後の医療の動向によっては変化

というものはあり得るのかなというふうには思って

いますが、現段階では今御説明したような内容が、

交付税上の取り扱いというふうになっておりますの

で、そのような御理解をいただければと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 医師、看護師の不足がちな

ところにありまして、コンビニ診療はなるべく避け

ようではないかということで、町民の病院に対する

意識を変えてほしいということでやってこられたと

思うのですけれども、そういったコンビニ診療みた

いな形の状況というのは、この２１年度はどうだっ

たでしょうか。少しは減ったような感じなのでしょ

うか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ２番村上委員の

ただいまのコンビニ受診に絡む部分についての御質

問にお答えしたいと思いますが、院内の医師、常勤

等の評価につきましては、他で大きく問題になって

いるようなコンビニ受診という形は非常に少ないと

いう評価をしておりまして、また、昨年の出前講座

の資料の中にも載っておりますけれども、病院の部

分について、町民の皆さんの御理解をいただくとい

う部分で、昨年、住民会を主体にした部分で要請が

あった部分については４回ありまして、そういう中

でも、町立病院が果たす役割ですとか、町民の方々

に気を使っていただく部分とか、そういうような部

分を地域に入りながら啓蒙もしておりますので、そ

のようなことを含めた中で、町立病院が機能してい

くような形を今後もとっていきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 
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○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで病院事業会計の質疑を終了いたします。 

 以上で、企業会計決算認定についての質疑を終了

いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 説明員は退席をしてください。 

 なお、説明員の方は、町長の所信表明から議場に

お入りください。 

─────────────── 

午前１１時３８分 休憩 

午前１１時３９分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 お諮りいたします。 

 これより、分科会の審査意見書案の作成を行いた

いと思いますが、昼食休憩に入りますか、それとも

午後からいたしますか。 

（「昼食休憩」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、昼食休憩に

入らせていただきます。 

 分科会の審査意見書案作成は、午後１時からとい

たしたいと思います。 

 事務局長より、今後の日程を説明させていただき

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 分科会の会場は、第１

分科会は第２会議室、第２分科会は議員控室といた

します。 

 なお、分科会で審査意見書案の作成が終了しまし

たら、議長室で正副委員長と分科長により成案を作

成いたします。その間、他の委員は休憩願います。 

 それでは、１時まで昼食休憩といたします。 

─────────────── 

午前１１時３９分 休憩 

午後 ３時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 審査意見書案の整理を行いましたので、事務局長

に朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 平成２１年度決算特別

委員会審査意見書案を朗読いたします。 

 お手元の意見書案をごらんください。 

 タイトルについては、省略させていただきます。 

 一般会計。 

 １、町税等の収納について。 

 厳しい経済状況を踏まえ、税の収納については、

不納欠損額が増加傾向にあるので、さらに収納率の

向上に努められたい。 

 ２、建物使用料について。 

 飲料水販売機等の行政財産目的外使用について、

使用料、電気料、消費税について統一した取り扱い

を図られたい。 

 ３、需用費について。 

 経費の節減に努め、特に燃料費については単価の

動向を見きわめて購入するなど、努力の跡が見受け

られるが、引き続き節減に努められたい。 

 ４、備品・消耗品の購入について。 

 備品・消耗品の購入に当たっては、町内業者の育

成と地域振興の観点からも、町内業者を利用するよ

う強く進められたい。 

 ５、補助金について。 

 交付事務については、目的、内容、事業効果、交

付基準により適正な事務に努めるとともに、交付側

と交付先が同じ所管課の場合は、特に留意された

い。 

 ６、移住・定住対策について。 

 移住・定住対策については、十分な成果が上がっ

ていないので、移住・定住の環境整備を図り、総合

計画の目標値、年間４０人の目標を達成できるよう

工夫に努められたい。 

 ７、自主防災組織について。 

 ①自主防災組織について、災害弱者対策をきっか

けとして活性化を図られたい。 

 ②自主防災組織の活動強化のため、防災士の協力

をいただきながら育成強化に努められたい。 

 ８、地域の活性化について。 

 ①自然環境と地元食材を生かし、プロジェクト

チームを設置し、地域の活性化に努められたい。 

 ②地場産品について、関係団体との連携を強化し

て、町内外にＰＲし販売促進されたい。 

 ９、住民検診について。 

 保健指導の充実、実績を評価するが、さらに未受

診者に対し啓蒙されたい。 

 １０、後継者の育成について。 

 職域を超えた後継者の出会いの場を提供し、後継

者の育成に努められたい。 

 １１、観光振興について。 

 富良野・美瑛広域観光推進協議会負担について

は、負担金に対しての成果が十分とは言えないの

で、成果が得られるよう努められたい。 

 １２、コミュニティ施設中茶屋の運営について。 

 利用者数、使用料の収入増が見受けられるが、今
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後の運営主体及び今後のあり方について検討された

い。 

 １３、町営住宅の環境整備について。 

 入居者が安心して住める環境整備に努められた

い。 

 １４、上富良野町特別支援教育連絡協議会につい

て。 

 平成２０年度から開催されていないので、活動の

活性化を図られたい。 

 国民健康保険特別会計。 

 １、経済状況が厳しい中で、加入者世帯の負担増

にならないように運営に努められたい。 

 病院事業会計。 

 １、医師、看護師の確保に努められたい。 

 ２、診療費収納のクレジットカード導入について

は大変効果が見られるので、今後、さらに周知徹底

に努められたい。 

 その他としまして、口頭の部分で申すということ

で、職員提案制度について、職員の提案制度がある

ものの、提案が１件もなく、職員が積極的に提案で

きる環境整備に努められたい。 

 二つ目としては、成果報告書及び提出資料に正確

を記されたい。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、審査意見書

案の審議を行います。 

 ただいま朗読した審査意見書案について、御意見

はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 審議が終わりましたので、審査意見書はこのとお

り決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 異議なしと認めます。 

 よって、審査意見書は、ただいまの審議のとおり

決定いたしました。 

 以上で、審査意見書の審議を終わります。 

 理事者に意見書を提出してきますので、暫時休憩

いたします。 

─────────────── 

午後 ３時５０分 休憩 

午後 ４時０５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 理事者より、所信表明の申し出がございましたの

で発言を許します。 

 町長向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） このたびは、３日間にわた

りまして、平成２１年度の決算につきまして、慎重

に御審議をいただきましたことを、心からまず御礼

を申し上げたいと思います。大変ありがとうござい

ました。 

 先ほど、委員長、副委員長を初め、関係の皆様方

から、今回の特別委員会の審査の意見書をいただい

たところでございます。それぞれ各項目につきまし

て、皆様方からいただきました御意見につきまして

は、すべて真摯に受けとめて、これからの行政運営

に生かしていく重要な事柄ばかりだというふうに認

識をしているところでございます。 

 こういう特別委員会を通じまして、特に今回、決

算特別委員会を通じまして、私なりにさらにさらに

職員一同が緊張感をさらに高く持って事業の推進に

当たらなければならないということを改めて再認識

をさせていただいたところでございます。皆様方が

３日間にわたって御審議いただきました、この貴重

な御意見を、あすからの行政運営にしっかりと果た

していくことを皆さん方にお約束申し上げて、私の

所信とさせていただきたいと思います。 

 大変３日間、ありがとうございました。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 ただいまの理事者の所信表明により、今後の町政

執行において十分その意見を尊重し、最善の努力を

いたしたいとの確認が得られましたので、討論を省

略し、議案第９号平成２１年度上富良野町各会計歳

入歳出決算認定の件及び議案第１０号平成２１年度

上富良野町企業会計決算認定の件を採決いたしたい

と存じます。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、討論を省略し、議案第９号平成２１年度

上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案第

１０号平成２１年度上富良野町企業会計決算認定の

件を起立によって採決いたします。 

 最初に、議案第９号平成２１年度上富良野町各会

計歳入歳出決算認定の件は、意見を付し、原案のと

おり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決しました。 

 次に、議案第１０号平成２１年度上富良野町企業

会計決算認定の件は、意見を付し、原案のとおり認

定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 



 

― 87 ―

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の審査報告書の内容については、委員長

及び副委員長に御一任願いたいと存じます。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の決算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は全部終了いたしました。 

 委員長退任に当たりまして、一言御礼を申し上げ

ます。 

 当委員会に付託されました決算認定の案件につい

て、慎重かつ活発な御審議をいただき、すべて認定

すべきものと決定いただいたところであります。こ

のことは、委員初め理事者並びに関係者の御協力の

おかげであると感謝いたしております。 

 審議において、各委員から、町民の立場に立って

の多くの意見、質問に対しまして付議されました意

見書並びに質問に対し、理事者におかれましては、

これらのことを真摯に受けとめて、今後の予算編

成、町政運営に反映していただけることをお願いす

るとともに、不手際の多い委員会運営に際しまし

て、委員各位の御協力をいただき、円滑な運営がで

きましたことに感謝を申し上げまして、退任のあい

さつにかえさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 これをもって、決算特別委員会を閉会いたしま

す。 

 御苦労さまでした。 

午後 ４時１１分 閉会 
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